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Ⅰ 趣旨 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条第１項により、全ての教育委

員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとされています。 

 県教育委員会では、同法の規定に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとともに、

県民への説明責任を果たすため、このたび平成 26 年度の教育委員会の事務に関する点

検評価を実施し、報告書にまとめました。 

 

Ⅱ 点検評価の対象及び方法 

１ 点検評価の対象 

 本県では、教育基本法第 17 条第２項に基づき、中長期的な視点に立って静岡県教育

振興基本計画「『有徳の人』づくりアクションプラン」第２期計画を策定し、毎年度、

基本方針を定めて教育行政を推進しています。 

 このことから、今回の点検評価の対象は、平成 26 年度の教育行政の基本方針による

教育委員会の取組としています。 

 

２ 点検評価の方法 

点検評価では、「『有徳の人』づくりアクションプラン」第２期計画に掲げられた教育

委員会所管の施策を対象にし、具体的には「『有徳の人』づくりアクションプラン」第

２期計画を年度ごとに実効性のあるものとするために策定した「平成 26 年度教育行政

の基本方針と教育予算」に沿って推進した主要な取組について点検評価を行うこととし

ました。 

 点検評価の実施に当たっては、アクションプランの 50 の施策の方向（小柱）に沿っ

て、成果指標の達成状況を示すとともに、各課室が所管する平成 26 年度の主要な取組

の評価と今後の取組をまとめ、次の学識経験を有する方の知見を活用しました。 

 

氏 名 役 職 

武井 敦史 静岡大学大学院教育学研究科 教授 

松永由弥子 静岡産業大学情報学部 准教授 

重川希志依 常葉大学大学院環境防災研究科長 教授 
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Ⅲ 静岡県教育振興基本計画「『有徳の人』づくりアクションプラン」第２期計画 

【 概要 】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（10年後の教育の姿） 

  

 

 

家庭、学校、地域、職場等が互いに学びを支え合う 
［ 横 の 連 携 ］ 

生涯学習社会の基盤整備 
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(1) 基本目標：「有徳の人」の育成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 施策展開の基本的な考え方 

  ― 縦の接続と横の連携で育む ― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第１章 生涯学習社会の形成 

 
１ 生涯学習推進体制の充実と教育施設の整備 
２ 生涯学習社会を支える指導者の養成 
３ 共生社会を支える人権文化の推進  
４ 新しい時代を展望した教育行政の推進 

 
 
 
第２章 ライフステージの円滑な接続による人づ

くりの推進 
 
 １ 幼児期の教育の充実 
２ 青少年期の教育の充実 
３ 高等教育の充実 
４ 成年期以降の教育の充実 

 
 
 
第３章 社会総がかりで取り組む人づくりの推進 
 
 １ 連携・協働による学校教育の充実 
 ２ 連携・協働による家庭教育・社会教育の充

実 
  
 
 
第４章 生きがいや潤いをもたらす文化・スポー

ツの振興 
 
 １ ふるさと“ふじのくに”の多彩な文化の創

出と継承 
 ２ スポーツに親しむ環境づくりの推進 
 
 
 
第５章 現代の重要課題に対応した教育の推進 
 
 １ 持続可能な社会の形成 
 ２ 高度情報社会への対応 
３ 多文化共生社会の形成 

 ４ 知識基盤社会と科学・技術の発展への対応 
 ５ 「命を守る教育」の推進 
 ６ 人と人とを結ぶ新たなコミュニティの創造 

      施策の体系   これからの静岡県の教育の基本目標 

―「有徳の人」とは ― 
①自らの資質・能力を伸長し、個人として自立した人 
②多様な生き方や価値観を認め、 

人との関わり合いを大切にする人 
③社会の一員として、よりよい社会づくりに参画し、 

行動する人 

―「有徳の人」を育むために ― 

①生涯学習社会の基盤づくりの推進 
②ライフステージに応じた学びを支える「縦の接続」の推進 
③家庭、学校、地域、職場等が互いに学びを支え合う 

「横の連携」の推進 
④生きがいや生活の潤いをもたらす文化・スポーツの振興 
⑤社会の変化の中で、直面する重要課題に対応した学びの推進 

―「有徳の人」を目指す静岡県民の姿 ― 

①いつでも、誰でも、どこでも学び続けています。 
②それぞれの学びを、互いに支え合い、高め合っています。 
③その成果を、家庭、学校、地域や職場などの生活の場で 

発揮しています。 

（平成29年度までの教育の方向） 
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Ⅳ 平成 26 年度 教育行政の基本方針 

静岡県教育委員会は、個人として自立し、人との関わり合いを大切にしながら、よ

りよい社会づくりに参画し行動する「『有徳の人』の育成」を基本目標とした、静岡県

教育振興基本計画「『有徳の人』づくりアクションプラン」に基づき、ライフステージ

に応じ、家庭・学校・地域等、社会総がかりでの施策展開に努めており、平成 26 年３

月に県教育振興基本計画第２期計画を策定いたしました。 

本年度は、第２期計画の初年度に当たり、県教育委員会事務局の新たな組織体制の

下で、幼児教育及び特別支援教育の充実や「命を守る教育」等の社会の要請に応える

取組を推進するとともに、「確かな学力」の育成やいじめ問題の克服・体罰の根絶等、

特に急務とされる課題に対応するため、以下の方針により施策を展開します。 

 

１ 一人一人の生涯にわたる学びを支える環境づくりの推進に向けて 

 

 (1) 県民の読書活動を促進するとともに、世代間の交流の形成を図るなど、生涯学

習の充実に向けた取組を推進します。 

 

(2) 自他の人権を大切にする態度や行動力を育む人権教育を推進するとともに、学

校等における体罰や不祥事の根絶に取り組むなど、教職員の使命感や倫理観の涵

養に努めます。 

 

(3) 教育に対する県民のニーズ等を的確に把握し、教育活動を広く県民に理解して

もらうため、広報・広聴活動の充実に努めます。  

 

 

２ 学びの場の充実と円滑な接続を目指した施策の推進に向けて 

 

(1) 幼児期の教育の充実や家庭の教育力の向上を図るため、幼稚園・保育所等と小

学校の連携を進め、幼児教育や家庭教育を支援する仕組みづくりに努めるととも

に、校種間及び関係機関との連携を強化して特別支援教育の充実を図ります。 

 

(2) 学校からいじめや暴力行為等をなくし、社会におけるモラルやマナーを身に付

けた子どもの育成に努めるとともに、健康の保持増進や体力向上、食に関する指

導の充実を図ります。 

 

(3) 「確かな学力」の育成を図るため、全国学力・学習状況調査の分析結果を生か

した授業改善を推進するなど、教員の授業力の向上に努めます。 
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３ 社会総がかりで子どもたちを育む環境づくりの推進に向けて 

 

(1) 学校・家庭・地域の連携を強化するため、学校支援地域本部の設置や地域の実

態に応じたコミュニティ・スクールの導入を促進するなど、地域に開かれた学校

づくりに努めます。 

 

(2) ＮＰＯや企業等との連携・協働による外部人材を活用した教育活動の充実に努

めるとともに、企業等に支援を求めながら、社会全体でキャリア教育を推進しま

す。 

 

 

４ 文化財の保護・活用とスポーツに親しむ環境づくりの推進に向けて 

 

(1) 文化財に誇りと愛着を持つ県民意識を醸成するため、富士山をはじめ、県民の

歴史的・文化的資産である文化財の適切な保護に努めるとともに、公開・活用を

推進します。 

 

(2) 東京で開催されるオリンピックに向けて、競技団体との連携を強化し、県民に

夢を与えるトップアスリートを育成します。  

 

(3) 県民が多様な形でスポーツに関わることができるよう、スポーツ施設の充実や

スポーツ交流の促進など、スポーツに親しむ環境づくりを推進します。 

 

 

５ 現代社会が抱える様々な課題に対応した教育の推進に向けて 

 

(1) 授業におけるＩＣＴ機器を活用した教員の指導力向上を図るとともに、情報活

用能力を基盤として、児童生徒一人一人が情報を扱う上での責任感等を養う情報

モラル教育を推進します。 

 

(2) 獲得した知識の活用や知識の体系化を推進するとともに、専門的知識・能力を

持つ人材を学校に配置するなど、科学・技術に関する先進的な教育を推進します。 

 

(3) 子どもたちを災害や犯罪、交通事故やいじめの被害などから守るため、地域社

会と連携して、「命を守る教育」を推進します。  
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Ⅴ 点検評価結果の構成 

１ 成果指標の達成状況 

成果指標の目標値は、平成25年度の数値を基に、または平成25年度の数値がないものは

平成24年度の数値を基に設定しており、県総合計画後期アクションプランの評価基準に則

り、以下の区分によりその進捗状況を示しています。 
 

区分 内    容 

目標値以上 「現状値」が「目標値」以上※の推移のもの 

Ａ 「現状値」が「期待値」の推移の 30％以上※のもの 

Ｂ 「現状値」が「期待値」の推移の±30％の範囲内のもの 

目 
標 
値 
か 
ら 
基 
準 
値 Ｃ 「現状値」が「期待値」の推移の－30％以下※のもの 

基準値以下 「現状値」が「基準値」以下※の推移のもの 

－ 統計値等発表前、当該年度に調査なし等 

※減少を目指す数値目標については、「目標値以上」及び「Ａ」の内容欄の「以上」を「以下」

に、「Ｃ」及び「基準値以下」の内容欄の「以下」を「以上」に読み替える。 

※数値目標の「基準値」が、毎年ほぼ同程度の増加（又は減少）により、平成29年度に「目標

値」を達成するものと想定し、想定どおりに進捗した場合の各年度において見込まれる数値を「期

待値」とする。 
 

２ 各章の総括評価 

 各章の最初の頁に章ごとの総括評価を掲載しています。具体的内容は、各章の【目標】

と【成果指標の進捗状況】をまとめた上で、大柱ごとに【総括評価】及び【成果と課題】

と【今後の施策展開】を学識経験者の知見を活用してまとめてあります。 

 

３ Ｈ26 年度の主要な取組 

 平成 26 年度に実施した主要な取組を「取組の内容」・「取組の評価」・「今後の取

組」の順に掲載しています。「取組の評価」・「今後の取組」については、学識経験者

の知見を活用して作成しています。 
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Ⅵ 成果指標の達成状況の概要及び総括的な評価 

１ 成果指標の達成状況の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 総括的な評価 

○ 本年度は県教育振興基本計画第２期計画の初年度であり、それぞれのライフステ

ージに応じ、学校・家庭・地域等の社会総がかりで、五つの柱の施策遂行に努め、

「有徳の人」づくりに向けて着実な取組が行われたものと評価している。 

これらの施策の遂行状況を「成果指標の達成状況の概要」から総括してみると、

章によって差異が見られるものの、目標値達成に向け概ね順調な進捗が見られるＢ

以上の評価は全体の４割に留まっており、全般的には厳しい結果であると受け止め

ている。 

施策遂行に対する取組の姿勢と成果指標の達成度との違いは真摯に受け止めてい

かなければならない。今後、個別の柱の施策ごとの評価を詳細に分析し、「有徳の人」

づくりが、より有効に図られるよう努めていく必要がある。 

 

○ 五つの柱の施策の推進に当たっては、県教育委員会だけで着実な遂行を図ること

はいずれも難しく、家庭や地域社会の理解と協力を得て、市町等との連携の上に立

って実行すべきことが多い。中でも、「現代の重要課題に対応した教育の推進」に

ついては、関係機関等との協働なくして実を挙げることは不可能である。 

県教育委員会は、取り組んできている施策の現状の把握に努め、問題点を顕在化

させ、関係機関等との間でこれらを共有したうえで、協働して解決に当たっていく

ことが必要であると考えられる。 

  

 

 

 

章立て 
目標値 

以上 

 Ａ  Ｂ  Ｃ 
基準値 

以下 
 －  計 

第１章  １  ２  ３  ８  ８  ０ 22 

第２章  ２  ８  ７  ８  ８  ２ 35 

第３章  ０  ２  ３  ２  ２  ０  ９ 

第４章  ０  １  ０  １  ７  １ 10 

第５章  ０  ５  ６  ７  ８  ０ 26 

   計 ３ 18 19 26 33  ３ 102 
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○ 前記のとおり、「有徳の人」づくりに向けて特色ある各種の取組が講じられ、順

調な進捗が見られる項目があるものの、全般的には必ずしも肯定的な評価が得られ

たとは言い難い状況にある。 

県教育委員会として、問題があった取組には早急に改善方策を講じていかなけれ

ばならないが、成果指標が適切であったか、中長期にわたる計画の各年度の評価を

どのように定めるかについても、検討の視点を当てることが必要である。 

 

○ 県教育委員会の定例会等については県民の方々に開かれた形となっているが、こ

れまで県民の方々の傍聴の実績はほとんどない。多忙な県民の方々の傍聴を期待す

ることは現実には困難なことと考える。かつ、県教育委員会の広報活動については、

教育現場の実態を具体的に紹介するような取組にはなお道遠い状況にあり、それで

は県民の方々が関心をもって注視することは困難なことと考えざるを得ない。     

今後は、広報紙、ホームページ等の見直し等、一層の改善の取組が求められる。

さらに、教育の現場の実態把握をこれまで以上に努めて、具体の取組について検討

を進めていくことが必要である。 

 

○ 以上が、主として単年度の成果指標に基づく総括的な評価であるが、教育や文化

に関する活動は即効的な効果を生むものではないことも事実である。必要な施策は

目先の数値だけにとらわれることなく、中長期的な視野に立って着実に実行し、前

進させることも重要である。 
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Ⅶ 点検評価結果 
  第１章 生涯学習社会の形成 

 

 

 

 

 

 

【成果指標の進捗状況】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値以上 Ａ Ｂ Ｃ 基準値以下 － 計 

１ ２ ３ ８     ８     ０   22 

【目標】 

様々な知識や技術等を身に付け、これからの社会を支えようとする「有徳の人」を育成する

ため、いつでも、誰でも、どこでも学び続ける生涯学習社会の形成に向けた施策を推進する。 

【総括評価】 

○県教育委員会の各部署で「生涯学習社会の形成」に向けた様々な取組が行われ、一定の成

果が得られたものの、成果指標の大半がＣまたは基準値以下となり、全般的に見ると進捗

状況は芳しくない。 

○生涯学習社会の形成には県教育委員会だけでなく、家庭や地域、市町教育委員会等との連

携･協力が不可欠であり、体制づくりと人材の発掘・育成等を社会全体で進めているが、

県教育委員会が率先して、全体としての実態を示すことが必要である。 

○自分を大切にし、同時に他人も大切にする人権尊重の考え方は、教育や社会を支える基盤

である。人権教育に関する校内研修実施率が着実に増加する一方で、自他の人権を大切に

する態度や行動力の育成においては、進捗状況は、芳しいとは言えないので、取組の見直

しが必要である。その際、共生社会を支える人権文化の推進と一体となった取組を検討す

る必要がある。 

○新しい教育委員会制度がスタートした中、教育委員会の取組を発信する広報活動と県民や

教育現場の声を吸い上げる広聴活動はともに重要である。県教育委員会として、さらに教

育現場の実態の把握に努めるとともに、各種の広報手段や移動教育委員会等を活用して、

より一層、広報・広聴活動を積極的に行っていくことが求められる。 
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【平成26年度 教育行政の基本方針】 

１ 一人一人の生涯にわたる学びを支える環境づくりの推進に向けて 

(1) 県民の読書活動を促進するとともに、世代間の交流の形成を図るなど、生涯学習

の充実に向けた取組を推進します。 

【成果と課題】 

○読書ガイドブック「本とともだち」を新生児保護者、小学１年生、中学１年生に

配布し、子どもの読書習慣の定着を図った。 

○親子読書を推奨するリーフレットを配布し、親から子へ読書に親しむ習慣を伝

え、家庭における読書活動の意識の向上を図った。 

【今後の施策展開】 

○家庭における読書活動や親子読書の習慣の定着を図るため、幼児版の「本ととも  

だち」を作成して生まれてから中学生までの各年代の読書活動を支援する。また、 

学校や地域の読書活動を推進するため、「静岡県子ども読書アドバイザー」を継

続して養成する。 

 

(2) 自他の人権を大切にする態度や行動力を育む人権教育を推進するとともに、学校  

等における体罰や不祥事の根絶に取り組むなど、教職員の使命感や倫理観の涵養に

努めます。 

【成果と課題】 

○公立学校における校内の人権教育推進体制は、着実に整いつつある。一方、各種

研修会の内容の伝達や学校への浸透は十分とは言えない。 

○頼もしい教員を確保するために、教職経験のある者を対象とした選考方法を、経

験年数に応じた試験内容に改善するとともに、大学院修士課程１年生及び教職大

学院進学予定者について特例を設けたことにより、学校で直ちに活躍できる人材

や専門性を高めて教職に就こうとする人材の確保につながった。 

○静岡県で教員になってみたいという気持ちを育む中・高校生のための教職セミナ

ーを、平成26 年度から会場を増やして（２会場→３会場）開催した。さらに、

大学のガイダンスでは、教職の魅力を一層感じ、教員を目指そうという意識を高

める大学生の姿が見られた。 

【今後の施策展開】 

○人権教育における研修会の成果が、各学校で浸透することを促すために、管理職

等への働き掛けや悉皆研修会参加対象者の拡大に努めていく。 

○頼もしい教員を確保するために、新規採用等若手教員や学生に対してアンケート

等を実施し、大学生を対象としたガイダンスや中高生を対象とした教職セミナー

の効果的な開催方法等を探っていく。 
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 １ 生涯学習推進体制の充実と教育施設の整備 

   一人一人の生涯にわたる学びを支える体制の充実と環境の整備に取り組む。 

 （１）生涯学習社会の実現に向けた体制づくり 

     

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 「ふじのくにゆうゆうｎｅｔ」の活用促進        ＜社会教育課・総合教育センター＞ 

取組の内容 ＮＰＯ・企業・大学等が持つ高度な学習資源を学校が「総合的な学習の時間」等

の授業で幅広く活用するとともに、子どもの学びの充実を図るため、各団体の学習

情報をインターネットサイト「ふじのくにゆうゆうｎｅｔ」により提供します。 

また、学校外の様々な講座に参加した児童生徒にポイントを付与し、一定のポイ

ントごとに認定証を発行します。 

取組の評価 県内の小学１年生の全保護者に対してリーフレットを配布などの広報を行ったこ

とにより、年間２９０名の新規会員の登録があった。子どもから成人まで広く県民

に対し一元的に学習情報の提供を図るため、「ふじのくにゆうゆうｎｅｔ」と「マナ

ビット21」とを統合して「静岡県生涯学習情報発信システム（まなぼっと）」とし、

これまでの２つのシステムの機能を引継ぐとともに利便性を向上させた。 

今後の取組 「静岡県生涯学習情報発信システム（まなぼっと）」の利用促進のため、「授業外

ポイント制度」の広報に努めるとともに、子ども向けの学習情報の充実を図る。 

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「いつでも、どこでも学ぶ人が増

えている」と感じている人の割合 

（Ｈ25） 

57.4％ 
58.0％ 65% Ｃ  

しずおか県民カレッジ連携講座数 
(Ｈ24) 

5,303 
5,081 6,250 

基準値

以下 
 

 

(3) 教育に対する県民のニーズ等を的確に把握し、教育活動を広く県民に理解して 

もらうため、広報・広聴活動の充実に努めます。 

【成果と課題】 

○教育広報紙「Ｅジャーナルしずおか」の発行、ホームページやフェイスブック等によ

る情報発信を行うとともに、移動教育委員会を目標値以上の11 回開催するなど、積

極的な広報・広聴活動を進めたが、「県教育委員会の取組に関心がある人の割合」は

微増に留まった。 

【今後の施策展開】 

○県教育委員会のホームページやフェイスブックの認知度アップを図るとともに、わか

りやすく魅力ある情報発信を積極的に行っていく。また、移動教育委員会の実施方法

を見直し、教育現場や市町教育委員会との意見交換が更に充実するよう改善する。 
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（イ） しずおか県民カレッジ連携講座の充実          ＜社会教育課・総合教育センター＞ 

取組の内容 県民が自己の能力を高める主体的な学習活動を支援し、学習成果を生かした社会

活動参加の促進を図るとともに、多様化・高度化した成人学習に対応するため、市

町、大学、高等学校、各種学校、民間教育事業者等と連携して広域的・体系的な学

習機会の情報を提供します。 

また、所定の単位数を修得した学習者のうち、希望する者にはその学習実績に応

じて称号を付与します。 

取組の評価 県内の行政機関、企業、ＮＰＯ、大学、社会教育施設等に、生涯学習に関する情

報の提供を依頼し、132 機関、5,081 件の講座を、しずおか県民カレッジ連携講

座として情報提供した。また、学習実績に応じた称号については、全体で 45 件の

申請があり前年比 20％の増加となった。連携講座数については、平成 24 年度の

基準値をやや下回っており、連携講座数を充実させる取組みが必要である。 

今後の取組 平成 27 年度も引き続き、県民の多様化・高度化した学習意欲に応じた学習機会

の充実のため、広域的・体系的な学習機会の情報の提供に努め、「静岡県生涯学習情

報発信システム（まなぼっと）」の利用促進と合わせて、関係機関や団体への広報を

図る。また、県民カレッジ修了者を「学びの宝箱」で活用すること等を検討する。 

 

（ウ） 子どもと大人の読書活動の推進         ＜社会教育課・県立中央図書館＞ 

取組の内容 子どもの読書習慣の定着のため、乳児、小学生、中学生を対象に読書ガイドブッ

ク「本とともだち」を配布します。 

また、生涯を通じて読書を楽しむ習慣を確立するため、大人の読書意欲を高める

「ブックレクチャー」等を開催するとともに、学校や図書館とボランティアをつな

ぐ「静岡県子ども読書アドバイザー」を養成します。 

取組の評価 学校や地域に加え、家庭における読書活動の意識の向上を図るため、読書ガイド

ブックを県内すべての新生児の保護者や小学１年生、中学１年生に配布するととも

に、「親子読書啓発リーフレット」を保育所や幼稚園に通う３歳児、小学１年生、中

学１年生の各保護者に配布した。また、「静岡県子ども読書アドバイザー」が教育機

関等で活動する機会を増やし、活用を促進するため、アドバイザーリストを小学校、

中学校、幼稚園、保育所等に配布した。  

さらに、大人の読書に対する興味や関心を喚起するため、大人向けの読書啓発事

業である「ブックレクチャー」や「大人のたしなみセミナー」を開催した。 

今後の取組 子どもの読書習慣を更に定着させるため、市町読書推進担当者、学校読書担当者、

読書ボランティアに読書ガイドブックの一層の活用を働きかけるとともに、生まれ

てから中学生までの読書活動を途切れることなく支援するため、幼児版「本ととも

だち」を作成し、配布する。 

また、静岡県子ども読書アドバイザーの認定数累計 200 名を目指し、養成講座

を継続開催する。 

さらに、大人の読書意欲を高め、生涯を通じて読書を楽しむ習慣を確立するため、

読書推進講演会「ブックレクチャー」等の一般向け公開講座の開催を継続し、県内

の読書人口の拡大を図る。 
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（エ） 静岡県子ども読書活動推進計画（第二次中期計画）の充実       ＜社会教育課＞ 

取組の内容 静岡県の子どもたちが自主的に読書活動を行うことができるようにするため、平

成 26 年３月に策定した計画に示された施策や体制の構築に向け、家庭、地域、学

校を通じ、社会全体で取り組みます。 

また、計画で明示した「親子読書」や、学校における読書活動も推進します。 

取組の評価 各市町の担当者による連絡会や司書教諭等を対象とした研修会、県子ども読書ア

ドバイザー養成講座において計画への理解を深めることにより、社会全体で読書活

動の推進に取り組む体制を構築することができた。また、「親子読書啓発リーフレッ

ト」の配布により、家庭における読書活動の意識の向上を図った。 

今後の取組 引き続き、各種研修会を通じて計画を周知するとともに、幼児教育関係者研修会

等をとおして「親子読書」の普及啓発を図り、家庭における読書活動の一層の充実

に取り組む。また、学校における読書活動の質の向上を図るため、学校図書館の自

己評価法について検討する。 

 

  （２）社会教育関係施設の整備 

  

 

 

 

      

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 県立中央図書館の機能や資料の充実           ＜社会教育課・県立中央図書館＞ 

取組の内容 図書館に対する県民の様々なニーズに対応するため、県立中央図書館資料の充実

を図るとともに、「静岡県横断検索システム（おうだんくん）」の運用等により、県

内図書館の蔵書に関する情報提供と県域サービスの拡充に努めます。 

また、子どもと大人の読書活動の推進や、健康医療情報支援などのサービス機能

の充実・普及に努めます。 

取組の評価 県立中央図書館の利用者数及び個人貸出数は、前年比で約３％減少した。時代の

流れや県民のニーズを考慮しながら、専門性の高い図書資料等の充実や施設･設備の

整備を図る必要がある。また、県内どこでも同様なサービスを受けられるよう市町

立図書館との連携を密にし、インターネット等を使用した貸出支援を行った。 

大人も子どもも読書に親しむことができるよう、各種イベント等を積極的に実施

し、利用者の増加に努める必要がある。  

今後の取組 利用者の増加を図るため、資料の充実や、県民の学習・研究・調査の手助けをす

るレファレンスの充実、インターネットを活用したサービスの展開、関係機関と連

携した読書を啓発するイベントの実施に取り組む。 

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「身近なところに、社会教育関係
施設が整備されている」と感じて
いる人の割合 

（Ｈ25） 

66.4％ 
67.0% 72％ Ｃ 総 

県立中央図書館の年間利用者数 
（Ｈ24） 

229,731人 

(Ｈ26) 

218,558人 
25万人／年 

基準値

以下 
総 
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（イ） 青少年教育施設の安全・安心な管理・運営                ＜社会教育課＞ 

取組の内容 青少年の自然体験活動を安全に実施するため、野外活動に関する各種マニュアル

の整備と所員による訓練等を実施します。また、「青少年教育施設を利用する教職員

のための利用者ガイド」を利用団体に配布して、野外活動の安全性の一層の向上を

図ります。 

取組の評価 各青少年教育施設において緊急時対応訓練を計画的に実施し、年度末には訓練の

反省を踏まえて野外活動に関する各種マニュアルを見直し、利用者の安全な活動を

支えるものとした。 

施設を利用する指導者のための利用者ガイドは、利用したすべての団体から「役

に立った」との回答があり、各団体の安全な活動運営に貢献した。 

今後の取組 各施設でそれぞれ実施した緊急時対応訓練等の計画や実施後の課題等の情報を、

各施設間で共有し、幅広い視点で安全管理体制を整えていく。 

また、利用者側の安全意識の浸透を図り、安全対策の効果を高めるため、利用の

際に安全対策に関する資料を配布し施設職員から重ねて説明することで、安全対策

の徹底を図る。利用団体からのアンケート等の意見を踏まえ、利用者への安全指導

に活かすとともに、利用者ガイドの活用拡大を図る。 

 

  （３）学校教育施設の充実と開かれた学校づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 県立学校における教育環境の整備         ＜財務課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

取組の内容 県立学校の教育環境の充実を図るため、「静岡県立高等学校第二次長期計画」、「静

岡県立特別支援学校施設整備計画」に基づき、高等学校の再編整備及び特別支援学

校の整備を計画的に行います。また、安全・安心な教育環境の充実を図るため、県

立学校施設の維持補修を行います。 

取組の評価 高等学校の再編整備については、平成 27 年４月開校の浜松湖北高等学校の整備

を完了し、教育環境の充実に向けた整備をおおむね計画どおり進めることができた。 

特別支援学校の整備については、平成 27 年４月開校の吉田特別支援学校及び掛

川特別支援学校の整備を完了するとともに、平成 29 年４月開校（移転）予定の西

部特別支援学校の設計等を行い、教育環境の充実に向けた整備を計画どおり進める

ことができた。 

県立学校施設の維持補修については、日常的に点検を行うなど施設の適正な維持

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

地域にある学校を身近に感じてい

る人の割合 

（Ｈ25） 

52.5％ 
53.5％ 61％ Ｃ  

学校関係者評価を公表している学

校の割合 

（Ｈ24） 

公立小中高 

83.6％ 

私立高 

84.1％ 

（Ｈ25） 

公立小中高 

71.0％ 

私立高 

84.1％ 

公立小中高 

100％ 

私立高 

100％ 

基準値

以下 
総 
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管理に努めるとともに、必要な改修を行い、教育環境の維持・向上を図ることがで

きた。 

今後の取組 高等学校の再編整備においては、平成 27 年４月の浜松湖北高等学校の開校をも

って「静岡県立高等学校第二次長期計画」に基づく整備がすべて完了した。今後の

県立高等学校のあり方については、生徒数の動向や地域の実情等を踏まえつつ、新

たな計画を検討する。 

特別支援学校の整備においては、西部特別支援学校について、平成 29 年４月開

校（移転）に向けた設計、造成等を進めるとともに、東部特別支援学校については、

平成 30 年４月開校（移転）を目標に設計を進めるなど、施設狭隘化及び老朽化の

解消に向けた整備を行い、「静岡県立特別支援学校施設整備計画」の見直しも含めて

一人一人の教育的ニーズに応じた教育環境充実に向けた整備に取り組む。 

県立学校施設の維持補修については、引き続き日常的に点検を行うなど施設の適

正な維持管理に努め、必要な改修を行うとともに、老朽化した県立高校校舎の長寿

命化改修等を実施するための設計を進めるなど、教育環境の充実を図る。 

 

（イ） 特別支援学校の整備                    ＜財務課・特別支援教育課＞ 

取組の内容 知的障害者対象の特別支援学校における大規模化・施設の狭隘(きょうあい)化解

消及び通学負担軽減を促進するとともに、肢体不自由者を対象とする特別支援学校

の老朽化に対応した施設整備や共生・共育の推進に努めるなど、一人一人の教育的

ニーズに応じた教育を実施するため、｢静岡県立特別支援学校施設整備計画｣に基づ

き、特別支援学校の整備を推進します。 

取組の評価 知的障害者対象の特別支援学校における大規模化・施設狭隘(あい)化解消及び通

学負担軽減のため、平成27 年4 月の吉田特別支援学校と掛川特別支援学校の開校

を目指し整備を行うことができた。また、肢体不自由者を対象とする特別支援学校

の老朽化に対して｢静岡県立特別支援学校施設整備計画｣に基づき、２校の移転改築

に向けて関係機関と調整を進めた。 

今後の取組 西部特別支援学校について、平成 29 年４月開校（移転）に向けた設計、造成等

を進めるとともに、東部特別支援学校については、平成 30 年４月開校（移転）を

目標に設計を進めるなど、施設狭隘化及び老朽化の解消に向けた整備を行い、一人

一人の教育的ニーズに応じた教育環境充実に向けた整備に取り組む。 

（ウ） 小・中学校統合時の学校運営支援                   ＜義務教育課＞ 

取組の内容 小・中学校の統合時の学校運営を支援するため、統合年度に教職員の定数加配措

置を行います。 

取組の評価 学級担任の授業時間数を軽減し、統合に伴う児童・生徒や保護者の不安解消に資

するための時間を確保することができた。主に統合前の前任校職員が担当となり、

子どもたちに寄り添った指導を行うことができた。 

今後の取組 引き続き、国による学校統合支援加配を活用し、事業継続を図っていく。なお、

統合年度だけでなく、統合後２年目にも加配措置を行う。 
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 ２ 生涯学習社会を支える指導者の養成 

   「学び」を豊かにする優れた指導者の育成に取り組む。 

（１）社会教育関係指導者の養成と活用 

     

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 社会教育指導者研修の実施等                     ＜社会教育課＞ 

取組の内容 市町の社会教育主事や社会教育行政担当者等の資質の向上と指導力の強化を図る

ため、社会教育についての専門的な知識・技能に関する研修を実施します。 

取組の評価 市町の社会教育主事及び社会教育行政担当者、社会教育委員等に年５回の研修を

実施し、市町の社会教育関係者の資質向上と指導力の強化を図った。研修では、実

践的な内容を盛り込むとともに、基礎的内容を充実させた。市町における社会教育

をより充実させるため、質の高い指導者を継続して養成していくとともに、研修対

象者の幅を広げていくことも必要である。 

今後の取組 引き続き、実践的な研修を実施していくとともに、基礎的な内容も取り入れ、研

修の充実を図る。また、参加者を広く募るため、ＨＰでの周知や各種研修会等での

案内配布など積極的に広報していく。 

 

（２）頼もしい教職員の養成 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 教職員の使命感や倫理観の涵養に向けた取組の推進         

＜教育総務課・義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・総合教育センター＞ 

取組の内容 各学校における不祥事根絶に向けた研修等の取組の一層の推進に努め、教職員の

倫理観や、教職に対する誇りと使命感を高めます。 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

市町の公民館等で行われている事

業、活動に参加した人の割合 

（Ｈ25） 

24.3％ 
27.4％ 35％ Ｂ 総 

社会教育主事等研修参加者数 
（Ｈ25） 

358 
386 460 Ｂ  

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（H24） 

公立小 85.7％ 

（H25） 

83.3％ 

公立中 68.1％ 70.9％ 

公立高 64.1％ 70.1％ 

「信頼できる先生がいる」と答え

る児童生徒の割合 

私立高  68.7％ 73.5％ 

90％ Ｃ 総 

（H24） 

小 95.1％ 

（H25） 

96.4％ 

 

98％以上 

中 91.5％ 90.5％ 95％以上 

高 77.2％ 80.0％ 88％以上 

研修を役立てたと答える教員の割

合 

特 94.5％ 94.0％ 97％以上 

Ｃ  
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また、教職員の採用選考試験において、教職への強い使命感と高い倫理観を保持

した人材の確保に努めるとともに、信頼される教職員を育成するため、経験段階別

研修や管理職を対象とした研修において、厳正な勤務・服務への意識や、使命感・

倫理観の一層の高揚に努めます。 

取組の評価 教育委員会事務局は、教職員の不祥事根絶に向けて、「ハラスメント防止指針」の

策定及び周知、不祥事根絶データベースの開設、年度当初学校訪問、事例集の追加

事例配布、「相談員研修会」及び「校内コンプライアンス委員会担当者研修会」、外

部有識者からなる「静岡県コンプライアンス委員会」、「Ｅジャーナルしずおか」へ

の「教育という職のすばらしさ」の掲載、その他通知による注意喚起等様々な取組

を実施した。 

懲戒・指導措置を含めた体罰件数については、各学校において、体罰根絶に向け

た取組を継続してきたことにより、全校種の事案件数の合計が、平成２６年度も減

少した。この３年間では、平成２４年度の１４６件が平成２６年度は４９件と大幅

に減少している。また、平成２６年度においては、特に中学校の事案件数が、前年

度の２６件から１１件と半減しており、体罰根絶に向けた取組の成果が現れている。 

小中学校においては、昨年度とほぼ同数の教職員の不祥事による懲戒処分が発生

したため、9 月に不祥事根絶強化月間を設け、個人面談や年代別面談を実施し、わ

いせつ事案根絶を主とした不祥事根絶に向けた指導を行った。また、不祥事根絶対

策をより効果的なものにするため、臨床心理士による不祥事を起こした教諭に対す

る面談を行い、事案の背景や要因について探っている。 

なお、平成 27 年度教職員の採用候補者に対して、2 月に採用候補者研修をそれ

ぞれの校種･職種で実施し、94.4％の参加率であった。 

今後の取組 不祥事根絶に向けて、各学校において実効性の高い取組がされるよう、具体的な

資料を提供し、臨床心理士による不祥事案の背景や要因等の分析をまとめた提言を

発信するとともに、経験段階別研修や管理職を対象とした研修を通して、厳正な勤

務・服務への意識や、倫理観・使命感の高揚を図る。また、不祥事根絶データベー

スを開設し、不祥事根絶につながる効果的な実践が常に共有できるようにする。 

平成 28 年度採用候補者研修についても、採用候補者が、授業や生徒指導、教職

員の心構えを含め職務に関係する基礎的基本的な内容をグループワークを通して学

ぶことができるようにする。 

 

（イ） 教員採用選考試験の改善等         ＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

取組の内容 教員としての優れた資質・能力を備えた人材を採用するため、選考区分、試験実

施方法の見直しや改善を図ります。また、県内外の大学におけるガイダンス、中高

生対象の教職セミナーを更に充実していきます。 

取組の評価 頼もしい教員を確保するために、現場経験のある者を対象とした選考について、

経験年数等を考慮した試験内容に改善するとともに、大学院修士課程１年及び教職

大学院進学予定者について特例を設けた結果、現場で即戦力となる人材や専門性を

高めて教職に就こうする人材の確保につながった。 

大学でのガイダンスでは、教職の魅力を一層感じて教員を目指そうとする学生の
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姿が見られた。また、中高生対象の教職セミナーを昨年度よりも開催回数を増やし

たことにより、より多くの中高生に対し、教職の魅力や教員になるために必要とな

る力等を伝えることができた。 

今後の取組 教員を目指す人材を増やすために、新規採用職員、学生等にアンケート等を実施

し、教員を目指すきっかけ（教員を目指していたが、あきらめた理由）等の実態を

把握し、より効果的なガイダンス、セミナーの在り方、広報活動の方法等を探って

いく。 

 

（ウ） 中堅教員の資質向上のための研修等の実施              

＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 教科等の指導に関して中堅教員としての資質向上を図るため、指導力のある教員

を教科等指導リーダーに任命し、公開授業や研究授業等を通して若手教員への支援

を行います。 

取組の評価 教科等指導リーダーは、年２回の研修会の後、６回の公開授業を行い、若手教員

が参加した。教科等指導リーダーの 91％が「指導力向上と中核教員としての資質

の向上に役立った。」と回答している。 

また、広い視野と高い専門性を備えた教員を育成するため、主に 30 代から 40

代前半の中堅教員を国立特別支援教育総合研究所や大学・大学院など各種専門研修

に推薦及び派遣した。 

今後の取組 教科等指導リーダーの更なる資質向上を図るとともに、若手教員等への指導を行

う実践研修を継続的に実施する。また、教師用指導資料「よりよい自分をつくって

いくためにⅣ」を学校訪問、経験段階別研修等で活用し、指導面と評価面から授業

改善の視点を明確にすることで、校内研修を活性化させる具体的な方策を持てるよ

うにする。 

また、現職教員の派遣研修への参加を奨励し、総合教育センター推薦研修への推

薦及び養護教諭指導リーダーの任命等により、中堅教員の資質向上に努める。さら

に、教員の自己研鑽への意欲に応えるため、「学び続ける教員の支援」について、積

極的な活用を促す。 

さらに、教育事務所及び総合教育センターによる定期訪問において、中堅教員に

対し、若手育成の担い手としての自覚を高めるともに、自らが率先して自己研鑽に

励むよう、指導・助言していく。 

 

（エ） 教科指導の充実に向けた取組の検討等              

＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 教科指導の充実を図るため、教育課程分析会議等において、学習指導要領に基づ

く教育課程の実施等を分析し、授業改善のための方策を検討します。また、この分

析結果や方策を教育課程編成・実施研修協議会等において周知します。 

取組の評価 教育課程分析会議では、前年度の教育課程について、時数確保・各教科領域の重

点化の検討等を行うとともに、「学力向上」の視点で、集計・分析を行い、成果を教

育課程編成・実施研修協議会で、各校の主幹教諭・教務主任へ伝達し、各校の教育
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課程に反映されるよう周知を図った。 

教育課程研究委員会では、高等学校学習指導要領に基づく教育課程の実施及び各

教科等の具体的な実践例について研究・協議を行い、授業改善のための具体的な方

策を検討し、成果を教育課程研究集会で発表した。新教育課程に関しては各校で意

欲的な取り組みが多く見られ、観点別評価の実施率も向上している。 

今後の取組 引き続き、「学力向上」の視点で検討作業を行い、学力の保障や危機管理の対応を

含め、どのように教育課程を編成するか、データ分析を進めていく。 

教育課程研究委員会はすべての教科で実施し、教科等が抱える課題を把握し、実

効性のある事例の研究、発表等の支援を行う。 

定期訪問においては、教科指導、生徒指導、進路指導などを包括した複合的な視

点から、授業改善に係る助言・指導を行い、教員の教科指導力を含めた総合的な授

業力を高めていくほか、総合教育センターの教科指導力向上を目的とした各種研修

を、内容をより充実させて継続実施する。 

 

（オ） 校内研修の充実に向けた支援              

＜教育政策課・義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 校内研修の充実に向けた取組を支援するため、学習指導要領や、そこで求められ

る児童生徒の学習評価の在り方、教育振興基本計画等を踏まえた指導資料「よりよ

い自分をつくっていくためにⅢ」の活用を促進します。 

取組の評価 学校訪問指導、研修主任研修会等において、指導資料「よりよい自分をつくって

いくためにⅢ」を活用した。また、校内研修の一層の充実に向けた内容を盛り込ん

だ、「よりよい自分をつくっていくためにⅣ」を作成し、年度末に各学校等に配布し

た。 

高校においては、「よりよい自分をつくっていくためにⅢ」が義務教育段階の内容

を中心としているため全ての教員には配布していないが、校内研修計画の実施にあ

たって参考資料として活用した学校もある。       

今後の取組 「よりよい自分をつくっていくためにⅢ」とともに、「よりよい自分をつくってい

くためにⅣ」を活用した校内研修等の推進のため、教科等指導リーダー研修会、研

修主任研修会、学校訪問指導、経験段階別研修等で活用し、理解を深める。さらに、

「実践編」の配布に向けて、編集作業を行う。 

県立学校の定期訪問において、学校が指定したテーマによる校内研修を実施し、

当該テーマに対する教職員の見聞を深めるほか、効果的な校内研修の企画・運営に

ついて指導・助言していく。 

 

（カ） 教職員の海外派遣の推進           ＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

取組の内容 広い視野を持った教職員の育成や、多文化共生、国際理解教育を推進する人材の

育成のため、青年海外協力隊等への教職員の派遣を促進します。 

取組の評価 平成 26 年度の派遣教員数は９人で、前年度に比べ３人増となった。カンボジア

において理科教員が不足している現状に対応するため、県教育委員会は国際協力機

構と合意書を締結し、３名の理科教員を派遣することができた。 
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今後の取組 今後も広い視野をもった教職員の育成や多文化共生、国際理解教育を推進するた

め、各校に対し青年海外協力隊への積極的な参加奨励に努めていく。 

 

（キ） 教職員人事評価制度の活用       ＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

取組の内容 教職員の資質能力及び意欲の向上や学校組織の活性化を目指し、公正な人事行政

に資するため、全教職員を対象とした教職員人事評価制度を実施するとともに、そ

の活用や改善について検討します。 

取組の評価 人事評価制度年度末状況調査において、自己目標シートを中心とした人事評価に

より、99％の学校が学校組織の活性化に効果があったと回答し、職務評価書を中心

とする人事評価により、8７％の学校が教職員の資質能力の向上に効果があったと回

答をした。人事評価を実施することで、校長を中心とした学校マネジメントの向上

が認められた。 

今後の取組 職員の資質能力や意欲の向上、学校組織の活性化を図るため、評価者を対象とし

た教職員人事評価研修会を継続し、人事評価の客観性、信頼性及び公正・公平性を

一層確保していくとともに、給与への反映について、改正地方公務員法の趣旨をふ

まえ、適切に対応する。 

また、評価書の見直し等の改善や評価結果の活用についての検討を継続する。 

 

（ク） 学校運営の改善に向けた取組の推進   

＜教育総務課・教育政策課・義務教育課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

取組の内容 教職員の多忙化の問題に対応するため、「学校に勤務する教職員の多忙化解消検討

会まとめ」（平成26 年３月）を踏まえ、学校情報化の推進など、更なる学校運営の

改善に取り組みます。 

取組の評価 教育委員会事務局、各教育事務所、総合教育センターの各課に多忙化解消担当を

設置し、学校種の特徴に応じた解消策を検討した。平成 25 年度に実施した県教育

委員会が主体となって実施する調査等の見直しとあわせ、221 件中 35 件を廃止･

統合、55 件を改善することができた。 

また、県立学校の人事・服務に関する事例集を作成・配布し、業務の効率化を図

った。 

今後の取組 引き続き、学校宛の調査・通知等や学校教職員を対象とする会議・研修等につい

て、点検し精選するとともに、学校種の実態に即した実効性のある取組を推進し、

年度末に検討状況や時間外業務の縮減に向けた各校の取り組み例などを各所属に情

報発信する。 

 

（ケ） クレーム対応の支援                         ＜教育総務課＞ 

取組の内容 教職員が日々の教育活動に専念できる体制と信頼される学校づくりを支援するた

め、学校と保護者との話し合いだけでは解決することが困難な問題に迅速に対応し、

学校や市町教育委員会に助言する相談員を県教育委員会事務局及び各教育事務所に

配置します。 

取組の評価 保護者等対応相談員が１０7 件の相談を受け付け、適切な対応策を示すとともに、



第１章 生涯学習社会の形成 

 

 20 

対応困難な８件の事案については弁護士に相談し、法的な見地からアドバイスを受

けることで、学校の教育活動を支援することができた。 

今後の取組 機会を捉え制度の周知をするとともに、相談事例について各相談員で情報共有を

し、早い段階での問題解決を図る。 

 

（コ） 教職員の健康管理の充実                         ＜福利課＞ 

取組の内容 教職員の疾病の予防、早期発見、早期治療のため、「生活習慣病健診」「指定年齢

健診」等により、教職員の健康管理に努め、元気回復につながる健康づくりを支援

します。 

また、生活習慣病予備群の初期予防、重症化の防止を図るため、管理栄養士と保

健師が協力した保健指導を行い、健康の保持増進を支援します。 

取組の評価 「生活習慣病健診」「指定年齢健診」等を実施し、機会を捉えて所属長に働き掛け

た結果、受診率は100％であった。 

      また、保健師と管理栄養士が連携して、県立学校及び事務局職員 407 人に対し

保健指導を行った結果、アンケートに答えた２２６人のうち、52.0％が減量に成功

し、60.2％が食生活を改善した。 

今後の取組 教職員の疾病の予防、早期発見、早期治療のため、「生活習慣病健診」「指定年齢

健診」等を実施し、引き続き受診率100％を目指すとともに、今年度は未区分者（平

成26 年度は1.5％）をなくすよう働き掛ける。 

また、保健指導については、重症化予防及び 40 歳未満のメタボ対策に重点を置

いて実施する。 

 

（サ） メンタルヘルス対策                           ＜福利課＞ 

取組の内容 教職員の心の健康の保持増進を図るため、「教職員の心の健康づくり計画」に基づ

き、経験段階別や管理職対象のメンタルヘルス研修を実施するとともに、教職員が

気軽に相談できる窓口を設置します。 

また、長期休暇取得者の円滑な職務復帰と再発防止を支援するため、「精神疾患に

よる長期休暇取得者等支援事業」を実施します。 

取組の評価 経験段階別研修や管理職研修等において、約 3,400 人を対象にメンタルヘルス

研修を実施した。特に、小中学校の20 歳代の休職者等の増加に対応するため、「若

手教員メンタルヘルス研修」を悉皆で実施した。教職員が気軽に相談できる窓口を

設置し、周知を図ったことなどにより、前年度より精神疾患での特休・休職者が減

少した。 

また、長期休暇取得者の円滑な職務復帰と再発防止を支援するため、「精神疾患に

よる長期休暇取得者等支援事業」を実施しているが、再発者が約３割いる状況であ

る。 

今後の取組 引き続き、教職員の心の健康の保持増進を図るため、「教職員の心の健康づくり計

画」に基づき、メンタルヘルス対策を積極的に推進する。 

特に、「若手教職員メンタルヘルス・ライフプラン研修」として、目的・対象を

拡大して実施する。 
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（シ） ライフプラン講習会の開催                        ＜福利課＞ 

取組の内容 教職員が安心して職務に取り組み、退職後も充実した生活を送る上で必要な生涯

生活設計の立案を支援するため、「家庭経済」「健康管理」「生きがい」等に関する講

習会を開催します。 

取組の評価 各年齢ごとの講習会を開催し、45 歳を対象とした「生活充実型」には、３会場

で682 人が参加、55 歳を対象とした「退職準備型」には、６会場で９８４人が参

加、59 歳を対象とした「退職直前型」には、６会場で611 人が参加した。教職員

が在職中から退職後までを見据えた生涯生活設計を自ら設計することを支援し、安

心して職務に取り組み、退職後も充実した生活を送ることができるような講習機会

の提供により、退職後までの生涯生活設計立案の必要性の認識を向上することがで

きた。 

今後の取組 来年度は、従前の講習会について、「生活充実型」（３会場 565 人）、「退職準備

型」（６会場972 人）、「退職直前型」（６会場791 人）にて開催し、生涯生活設計

づくりを支援していくとともに、新たに、若手教職員の精神疾患による休職等の増

加対策と、20 代から仕事、家庭、余暇のバランスを考えた人生設計の意識づけを

図り、「平成27 年度に向けた戦略的政策展開 部局長方針書 ３人口減少社会への

挑戦」の自然減対策のうち「結婚への憧れ醸成、将来設計を学ぶ機会の提供」を具

現化するため、採用４年目の教職員を対象にした「若手教員メンタルヘルス・ライ

フプラン研修」に、「生活創造型」のライフプラン講習を含めて３会場約600 人の

規模で実施していく。 

 

３ 共生社会を支える人権文化の推進 

    全ての人が共に生き、共に創る社会の実現のため、人権尊重の教育・啓発に取り組む。 

（１）人権尊重の意識が定着した社会の構築  

         

 

 

 

 

 

 

※健康福祉部・経済産業部の取組となります。 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「人権尊重の意識が生活の中に定
着した住みよい県」と感じる人の
割合 

（Ｈ25） 

42.0％ 

41.8％ 

（速報値） 
50％ 

基準値

以下 
総 

人権啓発講座等参加人数 
（Ｈ24） 

26,296人 

（Ｈ25） 

25,087人 

Ｈ26～29年度 

累計10万人 
Ｂ 総 
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（２）自他の人権を大切にする態度や行動力の育成 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 各学校等における人権教育推進体制の充実              

＜教育政策課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 自尊感情を育み、人権に対する正しい理解や人権感覚を高めるため、推進組織・

推進環境の整備、実践的な研修の推進等、県立学校の人権教育推進体制の充実を図

るとともに、市町の人権教育推進体制の充実に向けた、市町教育委員会へ働き掛け

を継続していきます。 

取組の評価 平成26 年度の公立学校の人権教育の実施率は100％であった。人権教育に関す

る校内研修実施率は 93.8％であり、前年度を 3.9 ポイント、人権教育全体計画の

作成率は 84.2％と 7.3 ポイント上回っており、校内の推進体制が着実に整いつつ

ある。 

今後の取組 さらなる推進に向け、市町教育委員会をはじめ関係団体・ＰＴＡ連絡協議会等と

連携しながら、学校教育・社会教育・家庭教育において人権教育の充実が図られる

よう努めていく。 

学校において、児童生徒の人権意識を育む授業が実施されるよう、教育事務所及

び総合教育センターによる定期訪問を通じ、望ましい授業の在り方を指導・助言し

ていく。 

 

（イ） 教職員等の資質向上と指導力強化    ＜教育政策課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 教職員をはじめ、人権教育指導者の資質の向上と指導力の強化を図るため、参加

体験型人権学習等を積極的に取り入れるなど研修内容の充実を図り、参加者がその

効果を実感し、実践に向けた意欲を高めることができるよう努めます。 

取組の評価 各種の研修会に対する参加者の平均満足度は非常に高く、参加者の資質及び推進

意欲の向上につながっているが、悉皆研修の伝達研修は８６.２％であり、参加者以

外への浸透は十分とは言えない。 

今後の取組 引き続き、管理職や人権教育推進担当者に対して人権教育の必要性を訴え、各学

校での実践を促すとともに、悉皆研修会への参加者対象者の拡大に努めていく。 

学校において、児童生徒の人権意識を育む授業が実施されるよう、各教育事務所

及び総合教育センターによる定期訪問を通じ、望ましい授業の在り方を指導・助言

していく。 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（H24） 

小 78.7％ 

（H25） 

76.0％ 

 

小 82％ 

中 67.5％ 65.4％ 中 72％ 

高 67.9％ 71.7％ 高 72％ 

自分によいところがあると答える

児童生徒の割合 

特 71.4％ 59.5％ 特 76％ 

Ｃ  

人権教育に関する校内研修を実施

した学校の割合 

（H24） 

87.0％ 

（H25） 

89.9％ 
95％ Ａ  
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（ウ） 人権教育のための指導方法等の研究の推進と成果の普及        ＜教育政策課＞ 

取組の内容 人権に対する正しい理解と認識を深めるため、「静岡県人権教育の手引き」等を作

成し、研修会等の教職員の学習の場での積極的な活用を図ります。また、人権教育

研究指定校制度を活用し、各教育事務所や総合教育センターと連携して、指導方法

等の研究の推進と成果の普及を図ります。 

取組の評価 平成26 年度発行の「静岡県人権教育の手引き」に、「17 の人権問題」として法

務省が掲げる啓発活動年間強調事項を特集し、人権に対する正しい理解に向けた活

用を図った。人権教育研究指定校の取組は、指定校の児童生徒のみならず教職員の

人権に対する理解や人権感覚の高揚につながりつつある。 

今後の取組 「静岡県人権教育の手引き」の活用率を上げるため、研修会等でもその活用方法

を広報していく。また、人権教育研究指定校の取組成果が積極的に活用されるよう、

あらゆる場を通じて広報の工夫を図っていくとともに、指定校の研究をきめ細かく

支援していく。 

 

（３）男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 各教職員を対象とした研修の実施   ＜教育政策課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 性別による固定的な役割分担意識に捉われず、男女共同参画を推進する教育・学

習を充実するため、人権教育指導者に対する研修に男女共同参画をテーマとした内

容を取り入れた研修会を実施します。 

取組の評価 平成26 年度発行の「静岡県人権教育の手引き」に、「17 の人権問題」として法

務省が掲げる啓発活動年間強調事項を特集し、「男女共同参画社会」への正しい理解

を促す資料を提供するとともに、人権教育指導者研修会では「女性をめぐる人権問

題」の分科会を設け、研修を深めた。 

今後の取組 平成 27 年度発行の「静岡県人権教育の手引き」に、授業でそのまま使える「女

性をめぐる人権問題」に関する実践学習例を掲載し、この問題に対する関心と理解

を深めていけるよう支援していく。 

学校において、男女共同参画意識を育む授業が実施されるよう、各教育事務所及

び総合教育センターによる定期訪問を通じ、望ましい授業の在り方を指導・助言し

ていく。 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

性別にかかわりなく個性と能力を

発揮できる機会が確保されている

と思う人の割合 

（Ｈ25） 

32.8％ 
23.8％ 50％ 

基準値

以下 
総 

（Ｈ24） 

小 72.3％ 

（Ｈ25） 

小 70.3％ 

 

小 80％ 

中 74.7％ 中 72.8％ 中 80％ 

高 78.8％ 高 78.4％ 高 85％ 

「学校生活の中で男女が平等であ

る」と答える児童生徒の割合 

特 80.4％ 特 80.9％ 特 85％ 

基準値

以下 
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（４）ユニバーサルデザインを推進する教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） ユニバーサルデザインの考え方を組み入れた授業の実施【新規】   

＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 全ての人が自由に活動することができる、思いやりのある社会づくりを実現する

ため、各教科や総合的な学習の時間、特別活動等においてユニバーサルデザインの

考え方を取り入れた指導を実施します。 

また、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、視覚的に理解できるようにする

ため、学習する内容等に応じて、映像や実物、図や表を用いた授業の実施を推進し

ます。さらに、文字の大きさや色などにも配慮したり、分かりやすい言葉で説明し

たりするなど、教科横断的な授業の中でユニバーサルデザインを推進する教育を充

実します。 

取組の評価 各種研修会や学校訪問指導において、実物やＩＣＴを活用した授業展開の効果等

について理解を深めることで、ユニバーサルデザインの考え方を組み入れた授業の

実施を投げ掛けた。 

また、各学校において、特別な教育的支援の必要な生徒に対し、個に応じた適切

な支援を行っている。 

さらに、総合教育センター特別支援班が作成したユニバーサルデザインのリーフ

レットを各学校に配布し、活用を呼び掛けた。 

今後の取組 引き続き全ての子どもが平等に学びを積み重ねていくことができるよう、各種研

修会や学校訪問指導を通してユニバーサルデザインの考え方を組み入れた授業を推

進していく。 

学校において、ユニバーサルデザインの考え方を組み入れた授業が実施されるよ

う、教育事務所及び総合教育センターによる定期訪問を通じ、望ましい授業の在り

方を指導・助言していく。 

その際、平成 26 年度にセンター特別支援班が作成したユニバーサルデザインの

リーフレットを紹介し、各学校での利活用を図る。 

  

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

ユニバーサルデザインによる社会

づくりが進んでいると思う県民の

割合 

（Ｈ25） 

47.6％ 
59.0％ 70％ Ａ 総 

（Ｈ24） 

小 64.0％ 

（Ｈ25） 

小 63.2％ 

 

小 82％ 

中 67.5％ 中 71.7％ 中 85％ 

高 86.9％ 高 87.3％ 高 93％ 

ユニバーサルデザインを知ってい

る児童生徒の割合 

特 75.5％ 特 60.9％ 特 88％ 

Ｃ  
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  ４ 新しい時代を展望した教育行政の推進 

    県民にとって分かりやすい教育行政の推進に取り組む。 

（１）教育委員会、教育委員会事務局の活性化 

     

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 知事との意見交換会の実施                     ＜教育総務課＞ 

取組の内容 教育振興基本計画の進行管理など教育行政の方向性や課題に影響を与える重要事

項について、知事と教育委員による意見交換会を開催し、教育行政についての意思

疎通を図ります。 

取組の評価 教育振興基本計画の進行管理など教育行政の方向性や課題に影響を与える重要事

項について、知事と教育委員による意見交換会を開催し、教育行政についての意思

疎通を図った。 

今後の取組 新教育委員会制度のもと、総合教育会議を通じ、社会総がかりでの教育の推進に

向けた具体的取組等について、協議・意見交換を進める。 

 

（イ） 事務局教員の計画的な学校配置                   ＜教育総務課＞ 

取組の内容 現場重視の教員配置により、指導力向上を図るとともに、教育行政上の課題に対

応できる政策形成能力の高い事務職員の育成に努めます。 

取組の評価 平成 25 年度末人事異動により、28 人の教員を現場配置するとともに、新たに

事務職員4 人を文部科学省や市町教育委員会に派遣し、学校の指導力向上とともに

政策形成能力の高い事務職員の育成に努めた。 

今後の取組 今後も教員の 100 人配置計画を着実に進めるとともに、引き続き複数の事務職

員を文部科学省等に派遣し、学校現場の指導力向上と政策形成能力の高い事務職員

の育成に努める。 

 

（２）教育委員会事務局の広報・広聴事業の充実 

     

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

県教育委員会の取組に関心がある

人の割合 

（Ｈ25） 

64.3％ 
65.8％ 80％ Ｃ  

移動教育委員会等の実施回数 
（H24） 

５回実施 
11回実施 年10回以上 

目標値

以上 
 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「有徳の人」の言葉の認知度 
（Ｈ25） 

49.6％ 
49.4％ 60％ 

基準値

以下 
 

教育委員会ホームページのアクセ

ス数 

(Ｈ22～24平均) 

261,813回 

（Ｈ25） 

227,057回 
年間27万回 

基準値

以下 
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Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 広報活動の充実                           ＜教育政策課＞ 

取組の内容 教育行政や学校等の取組への県民の理解・共感を深め、教育への応援団を増やす

ため、教育広報紙「Ｅジャーナルしずおか」やホームページ、フェイスブックの有

効活用により、教育委員会全体で積極的な広報を行います。 

取組の評価 教育広報紙「Ｅジャーナルしずおか」を年間 20 回発行し、ホームページやフェ

イスブックによる広報を積極的に行うことで、県民全体へ情報発信を行うことがで

きた。 

今後の取組 引き続き教育広報紙「Ｅジャーナルしずおか」を年間 20 回発行し、ホームペー

ジによる情報発信を行うとともに、各課でフェイスブックによる記事の投稿を行い、

積極的に県民に対し情報発信を行う。 

 

（イ） 広聴活動の充実                          ＜教育政策課＞ 

取組の内容 県民のニーズを的確に捉えた施策を展開するために行ってきた３つの広聴事業を

移動教育委員会に一本化します。移動教育委員会では、教員、市町教育委員との懇

談会を組み込むなど、実施形態を工夫することで、引き続き市町教育委員と県教育

委員の連携を図りつつ、年間10 回程度開催します。 

取組の評価 移動教育委員会を 11 回実施し、訪問先の市町教育委員にも出席を依頼して懇談

の機会を設けたことで、県と市町教育委員との連携を図ることができた。 

今後の取組 引き続き移動教育委員会を 10 回程度開催する。その際、十分な懇談の時間を確

保するために、学校現場の視察と懇談に比重を置くパターンと、市町教育委員との

意見交換に比重を置くパターンに分けて企画する。 

 

（ウ） 県の教育施策に関する意識アンケートの実施           ＜教育政策課＞ 

取組の内容 県の教育施策に関する県民の意識と実態を把握し、今後の取組に役立てるため、

県内在住の満20 歳以上の男女約2,500 人を対象に、社会教育・青少年教育や文化・

スポーツの振興に関する項目等についてアンケート調査を行います。 

取組の評価 県内在住の満 20 歳以上の男女約 2,500 人を対象に、社会教育・青少年教育や

文化・スポーツの振興に関する項目等についてアンケート調査を８月に実施し、

1,262 の回答（回収率50.5％）を得ることができた。 

今後の取組 引き続き、県民の県の教育施策に関する意識と実態を把握し、生涯学習社会にお

ける県民の興味・関心などに応じた様々な学習や活動の機会の充実を図るために調

査を行い、結果を改善に役立てていく。 
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 第２章 ライフステージの円滑な接続による人づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

【成果指標の進捗状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値以上 Ａ Ｂ Ｃ 基準値以下 － 計 

２ ８ ７ ８     ８     ２   35 

【目標】 

「有徳の人」を「縦の接続」で育むため、幼児期、青少年期、成年期以降の各ライフステー

ジの教育課題を明確にし、それぞれの学びの場の充実と円滑な接続に向けた施策を推進する。 

【総括評価】 

○「有徳の人」づくりを「縦の接続」で育む県教育委員会としての各種の取組については、

それぞれが特色ある内容のもので、成果を上げてきている。特に、成果指標からも、「２ 

青少年期の教育の充実」のうち、「『確かな学力』の育成」、「学校種間の連携の充実」、「青

少年の健全育成に向けた環境整備」については、そうした評価が確認される。 

○ライフステージの円滑な接続による人づくりの推進（子どもの発達段階に応じた取組）に

は、県教育委員会と市町教育委員会との連携はもとより、県、市町の首長部局との連携が

不可欠であり、成果をより確実なものにしていくことが必要である。特に、「幼児期の教

育の充実」、「『確かな学力』の育成」、「キャリア教育の推進」、「魅力ある学校づくり」、「特

別支援教育の充実」、「青少年の健全育成に向けた環境整備」、「成年期以降の教育の充実」

については、これまで以上の連携強化を図ることが必要である。なお、「家庭における教

育力の充実」については、「１ 幼児期の教育の充実」の中で取り上げられているが、第

２章全般にわたって役割を担うことが期待されるものであり、横断的な取組として点検評

価をしていくことにより、取組の充実強化を図りながら成果を上げることが期待される。 

○「『確かな学力』の育成」や「学校種間の連携の充実」に関する指標などが順調に推移し

ている一方で、必ずしも芳しい結果をもたらしてはいないものもある。その原因の一つと

して、県教育委員会として教育の取組の実態についての把握が不十分であることがあげら

れる。また、選定すべき指標と目標値の設定の見直しも検討していくことが必要である。 
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【平成26年度 教育行政の基本方針】 

２ 学びの場の充実と円滑な接続を目指した施策の推進に向けて 

(1) 幼児期の教育の充実や家庭の教育力の向上を図るため、幼稚園・保育所等と小

学校の連携を進め、幼児教育や家庭教育を支援する仕組みづくりに努めるととも

に、校種間及び関係機関との連携を強化して特別支援教育の充実を図ります。 

【成果と課題】 

○家族で触れ合うことで、家族の役割を考え、コミュニケーションを深める「家庭

の日」の普及啓発のため、民間企業と連携協定を締結し広報活動を行った。 

○様々な世代で子育て家庭教育について意見交換ができる環境を整えるため、家庭

育ワークシート「つながるシート」の乳幼児版、未来の子育て世代版、シニア版

を作成、配布するとともに、家庭教育出前講座を実施するなど、地域で家庭教育

を支援する気運の醸成を図った。 

○特別支援学校の生徒の職業自立に向けた支援として、県内８地区で就業促進協議

会等を各地区ともに複数回の開催をし、地域の関係機関との連携を強化した。 

【今後の施策展開】 

○「家庭の日」の普及のため、企業を訪問し、企業における家庭の日の設定や家庭

教育講座の開催を促していく。 

○親の子育ての悩みや不安を軽減するため、家庭教育支援員を養成し、市町におけ

る家庭教育ワークシートを活用した「交流型の家庭教育講座」の開催を推進する。 

○発達障害等のある生徒への支援として、引き続き、高等学校特別支援教育研究事

業を実施し、各学校における特別支援教育の一層の推進を図るとともに、すべて

の生徒に対する適切な指導及び支援の充実を図る。 

○特別支援学校の生徒の職業自立に向けた支援として、職場実習や職業学習をとお

し、現在の就職率を維持していく。また、より一層、各機関との連携を図り進路

希望実現率を高めていく。 

 

(2) 学校からいじめや暴力行為等をなくし、社会におけるモラルやマナーを身に付

けた子どもの育成に努めるとともに、健康の保持増進や体力向上、食に関する指

導の充実を図ります。 

【成果と課題】 

○問題行動調査等の結果をもとに、いじめ、不登校、暴力行為等の傾向について、

市町教育委員会へ情報提供し、市町の施策に生かせるようにした。また、問題行

動等の未然防止、早期発見、早期対応に関する効果的な取組をリーフレットにま

とめ、各学校へ配布した。 

○市町教育委員会生徒指導担当者連絡会議に有識者を招聘し、学校危機に関するシ 

ミュレーション訓練を実施した。さらに、職能団体と連携し、市町がいじめ防止

対策推進法を踏まえて設置する組織に加わる外部専門家の人選について支援し

た。 
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○「静岡県いじめ問題対策本部」「静岡県いじめ問題対策連絡協議会」を各２回開

催し、情報交換やいじめ防止のための方策等について、協議を行った。 

○不登校・いじめ・非行等の問題行動への対応のための支援を充実させるために、

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充とともに、人材

確保と資質向上が課題である。 

○児童生徒の総運動時間は、男女とも 1 週間の総運動時間 60 分未満の割合が減

少するなど、一定の取組の効果が見られるが、小・中学生の男子は減少傾向が見

られるため、様々な運動に親しませることなどにより、運動習慣の確立を図る必

要がある。 

○児童生徒の「新体力テスト」における種目の傾向として、握力とソフトボール・

ハンドボール投げは、低下及び横ばいの傾向が見られるため、目的を明確にした

体力づくりを実施する必要がある。また、特に小学校男子の投能力向上に向けて

は、重点的な取組が必要である。 

○本県は様々なスポーツに親しむ児童生徒が多いが、体力的傾向に偏りが出ないよ

うに、小・中学校期においてはバランスよく体力の向上を図ることが求められる。 

【今後の施策展開】 

○不登校・いじめ・暴力行為等の未然防止に資するため、平成26 年度に改訂した

「人間関係づくりプログラム」の活用の推進を図る。 

○「静岡県いじめ問題対策本部」「静岡県いじめ問題対策連絡協議会」を関係機関

等と連携を図りながら開催し、引き続き、いじめ問題に取り組んでいく。 

○不登校・いじめ・暴力行為等の早期発見・早期対応のための支援を充実させるた

め、各小中学校へスクールカウンセラーを配置する。また、各教育事務所に学校

の要請に応じて派遣するスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制の

充実を図る。さらに、スクールソーシャルワーカーを全市町に配置することを目

指し、人材確保と人材育成に努める。 

○授業等において体力向上の取組の充実を図るとともに、新体力テスト記録会実施

に合わせて、投動作についての指導を実施する。また、「体力アップコンテスト

しずおか」において、重点種目を設置し、「握力」「投力」「柔軟性」を高めるこ

とを目指した取組を促進する。 

○実技指導者（ボール運動）派遣事業として、県内の小学校（10 校程度）に専門

家を派遣し、投能力向上のための研修会を開催し、学校における指導を支援する。

また、子どもの体力向上推進委員会を開催し、有識者による結果の分析、具体的

な取組方策を検討していく。 

 

(3) 「確かな学力」の育成を図るため、全国学力・学習状況調査の分析結果を生か

した授業改善を推進するなど、教員の授業力の向上に努めます。 
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１ 幼児期の教育の充実 

    生涯学習社会を生きるための基礎を育む幼児期の教育の充実に取り組む。 

（１）家庭における教育力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

栄養バランスのとれた朝食をとっ

ている幼児児童生徒の割合 

（Ｈ25） 

48.6％ 
51.0％ 60％ Ｂ 総 

幼稚園・保育所等・小学校・中学

校で家庭教育に関する交流会を実

施した園・学校数 

（Ｈ25） 

モデル園・校 

９か所 

312か所 230か所 
目標値

以上 
総 

 

【成果と課題】 

○小中学校学習支援事業として、県内全市町に「学び方支援非常勤講師」及び「学

び 方支援サポーター」を配置し、きめ細かな学習指導を推進することができた。 

○教員のＩＣＴ活用指導力向上のため、多種多様な研修を実施できた。課題として

は、日常的に授業で IＣＴを活用できていない教員が多い、校内における教育情

報化の推進体制が十分でないことが考えられる。【７４頁にも掲載】 

○校内研修の充実に向けた支援について、全高等学校において、学校のニーズに応

じたテーマによる校内研修を実施し、高い評価を得ることができた。課題として

は、校内研修の企画・運営への学校側の関与が、受身の姿勢であることが目立つ

点があげられる。 

【今後の施策展開】 

○小中学校学習支援事業として、少人数指導を実施するための非常勤講師を県内全

市町へ配置し、小中学生の「確かな学力」の向上を目指す。 

○地域人材を活用した学び方支援サポーターを県内全市町へ配置することにより、

社会総がかりで学力向上に取り組む体制を整える。 

○学力調査分析会、学力向上推進協議会、学力向上連絡協議会を実施し、学校、市

町教育委員会、県教育委員会の連携による「確かな学力」の育成に向けたＰＤＣ

Ａサイクルを確立する。 

○国際理解教育・外国語教育の充実に向け、外国語指導講師の指導力向上研修等を

活用してＡＬＴとのティーム・ティーチング等の充実を図っていくとともに、外

国語指導に関する研修等の充実を図っていく。 

○ＩＣＴの授業活用事例の紹介を増やして活用意欲の向上を図る。また、管理職に

対して教育情報化に関する研修を実施し推進体制を構築する。【７４頁にも掲載】 

○校内研修の充実に向けた支援について、今後は、学校の自立を促進するために、

校内研修の企画・運営に係る総合教育センターの役割を、「研修講師」から「校

内研修をより効果的なものに改善して行くための指導・助言者」へと変更してい

く必要がある。 
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Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 「家庭の日」の普及啓発                      ＜社会教育課＞ 

取組の内容 家庭の役割を考え、家族のコミュニケーションを深めるため、各家庭の実情に応

じて家族で触れ合う「家庭の日」の普及に努めます。 

取組の評価 県民が家族でコミュニケーションを深める意欲を高めるため、11 月を「家庭教

育を考える強調月間」と設定し、県教育委員会広報紙（E ジャーナルしずおか）で

「家庭の日」を広報したり、「家庭の日チラシ」をＨＰに掲載したりした。また、民

間企業と連携協定を結び、販売店を中心とした「家庭の日」の普及啓発活動の推進

に取り組んだ。 

今後の取組 「家庭の日」を推進するため、引き続き民間企業と連携した事業を実施するとと

もに、企業訪問等により、企業における「家庭の日」の設定や家庭教育講座の実施

を促していく。 

 

（イ） 家庭教育ワークシートの活用促進【新規】             ＜社会教育課＞ 

取組の内容 親同士が交流する場で、相互のつながりや学びを支援するため、家庭教育ワーク

シートの活用を促進するとともに、その成果や課題を踏まえた効果的な活用方法や

内容の検討を行います。 

取組の評価 家庭教育ワークシート「つながるシート（未来の子育て世代版、乳幼児期版、シ

ニア版）」を作成し、幼稚園・保育所、中・高・大学・特別支援学校、公民館、子育

て支援センター等にリーフレットを配布した。また、「つながるシート」をＨＰに掲

載し、家庭教育講座や授業等で活用しやすくしたことにより、様々な世代で、子育

てや家庭教育について意見交換することができる環境を整えた。 

今後の取組 新たに家庭教育支援員を養成するとともに、家庭教育支援員が家庭教育講座にお

いてワークシートを活用できるよう研修を行う。また、市町家庭教育担当者会にお

いて市町での家庭教育講座の開催を促し、ワークシートの活用を推進する。 

 

（ウ） 親が交流して家庭教育を学ぶ活動の普及啓発【新規】        ＜社会教育課＞ 

取組の内容 親が持つ子育てに関する悩みや不安を軽減し、地域みんなで家庭教育を支援する

気運を高めるため、親と親がつながり、悩みや不安を相談したり、子育ての仲間を

つくったりすることができる親同士が交流する場の設定を推進します。 

取組の評価 市町において家庭教育ワークシート「つながるシート」を活用した家庭教育出前

講座を実施したり、講座の様子を県教育委員会広報紙（Ｅジャーナルしずおか）で

広報したりすることで、地域みんなで家庭教育を支援する気運が高まり、親同士が

家庭教育について学ぶ交流会が、312 か所で実施された。 

今後の取組 「交流型の家庭教育講座」の実施を推進するため、家庭教育出前講座を実施し、

普及啓発を図る。また、各市町や地域で「交流型の家庭教育講座」を開催すること

を目的に、地域住民の参画を得て、家庭教育支援員を養成する。 

 

（エ） 朝食摂取状況調査の実施                     ＜教育総務課＞ 

取組の内容 「食育・食に関する指導」の資料を得ることを目的として朝食摂取状況調査を実



第２章 ライフステージの円滑な接続による人づくりの推進 

 

 32 

施します。また、栄養バランスのよい朝食摂取を重点として、子どもたちの食習慣

の改善を推進します。 

取組の評価 栄養教諭等を中心とした指導の結果、「栄養バランスのとれた朝食」(朝ごはんに

赤・黄・緑の３種類の食品を食べた者の割合)の数値は、前年度比2.4 ポイント増の

51.0％であった。幼稚園年長児、中学校２年生、高校２年生で数値が向上し、特に

幼稚園年長児、高校２年生は過去５年間で最高値を示した。 

今後の取組 引き続き、食育啓発リーフレットを作成・配布し、児童生徒の食習慣改善を進め、

栄養バランスのとれた朝食摂取率の向上を目指す。また、保護者がコメントを書き

込める形式のリーフレットを活用することで、保護者の食への意識の啓発及び学校

との連携を図る。朝食調査結果を各市町教育委員会へ報告し、各校における事後指

導に活用する。 

 

（２）幼稚園・保育所における教育・保育の充実と支援  

    

 

 

 

 

  

   

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 「幼稚園・小学校等の教職員と合同研修の実施【新規】  

＜教育政策課・義務教育課・総合教育センター＞ 

取組の内容 新入学児童が小学校生活に適応できない状態である、いわゆる「小1 プロブレム」

解消のため、幼稚園教員が小学校の授業参観をしたり、子どもの育ちや教師の関わ

りについて講演を聞いたり意見交換をしたりする研修を実施し、幼稚園・小学校等

の教職員の連携を推進します。 

取組の評価 幼稚園教員だけでなく、保育所、行政関係者など、広く就学前の教育に携わる方

に参加していただき、協議会を実施した。講師による講演では、保護者との関係や

虐待に関する内容が含まれ、参加者からは有意義な研修であったとの感想が多かっ

た。 

総合教育センターが実施した幼稚園初任者研修では、小学校を会場に研修主任等

から幼小の連携等についての取組を聞いたり、1 年生の生活科の授業参観・事後研

修を行ったりした。 

今後の取組 幼稚園・小学校等の教職員の連携は大変重要であるととらえているので、本取組

を継続して実施する。 

 

（イ） 幼児教育を支援する研修拠点機能の設置の検討【新規】 ＜教育政策課・義務教育課＞ 

取組の内容 幼児教育の研究・研修を支援し、保育所、幼稚園と小学校との連携・協働を図る

ため、幼児教育に関する課題や対応策について話し合う協議会を開催し、幼児教育

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「地域にある幼稚園・保育所にお
ける教育・保育が充実している」
と感じている人の割合 

（Ｈ25） 

52.8％ 
52.8％ 60％ 

基準値

以下 
総 

学校関係者評価を実施し、結果を
公表している幼稚園の割合 

（Ｈ24） 

公立 61.5％ 

私立74.9％ 

（Ｈ25） 

68.9％ 

84.7％ 

公立 80％ 

私立100％ 
Ａ 総 
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の拠点機能の必要性について検討します。 

取組の評価 幼児教育に携わる関係団体が一堂に会し、年間４回の就学前教育推進協議会を開

催した。協議会では、幼児教育に関わる課題の共有や情報交換を行った。また、県

の方針や小学校との連携の方策、幼児教育センター機能設置に向けて協議し、平成

27 年度の事業に反映した。 

今後の取組 総合教育センター内に設置された幼児教育センターが就学前教育推進協議会を開

催するとともに、県としての方針づくりを行う。 

 

２ 青少年期の教育の充実 

     各発達段階に応じた学校教育の充実や相互の連携、青少年を取り巻く環境整備の充実

に取り組む。学校教育においては、地域や児童生徒の実態を踏まえた各学校の主体的な

取組を推進する。 

（１）徳のある人間性の育成 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 道徳教育の推進              

＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 学校教育全体を通じて子どもの道徳性を育むため、道徳教育推進教師等を対象と

した研修会を実施し、道徳教育の推進体制の充実を図り、道徳的価値の自覚や自己

の生き方についての考えを深める指導の充実に努めます。また、道徳教育推進地区

において、校種間の接続や家庭・地域との連携を意識した道徳教育の在り方につい

て実践研究を行い、各学校への普及に努めます。 

取組の評価 小中学校においては、道徳教育推進教師を中心とした道徳教育の指導体制の整備

が進んでいる。中でも、研究推進地区の学校においては、小中学校９年間を見通し、

各発達段階における指導の重点を明確にした継続的・発展的な道徳の時間（縦の接

続）及び、家庭や地域の理解協力（横の連携）に基づいた学校生活全般における道

徳教育を意識した幼稚園及び小中連携カリキュラム作りが進められた。道徳教育研

修会においては、研究推進地区による研究実践の報告や、文部科学省主催の道徳研

修会に参加した教員による報告をはじめ、指導案をグループで検討したり、各校の

現状と課題から、自校の道徳教育の充実を図るための方策について協議したりした。 

高等学校では、道徳教育の全体計画を作成し、学校教育活動全体を通じて生徒の

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 87.2％ 

（Ｈ25） 

小 86.5％ 

 

小 90％ 

中 86.6％ 中 86.2％ 中 90％ 

「困っている人がいるときは手助けを

する」と答える児童生徒の割合 

高 87.7％ 高 88.9％ 高 90％ 

Ｃ 総 

（Ｈ24） 

小 75.0％ 

（Ｈ25） 

小 72.0％ 

 

小 80％ 

中 75.1％ 中 77.0％ 中 80％ 

社会貢献（奉仕）活動を学校行事
や総合的な学習の時間、学校設定
科目、部活動などで実施した学校
の割合 

高 54.3％ 高 53.0％ 高 65％ 

Ｃ 総 
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道徳性の涵養を図った。また、総合教育センターが実施する定期訪問において、道

徳教育の推進をテーマに、人間としての在り方生き方教育に関する講義と道徳教育

の全体計画を生徒の実態から見直す演習等からなる校内研修を２校が実施した。 

特別支援学校では、道徳教育推進の中核となる人材を育成する研修会の参加を促

し、「学校生活全般における道徳教育」を推進させるために、指導内容の洗い出しや

全体計画作成のための情報提供を実施した。 

今後の取組 小中学校９年間を見通し、各発達段階における指導の重点を明確にした継続的・

発展的な道徳の時間（縦の接続）及び、家庭や地域の理解協力（横の連携）に基づ

いた学校生活全般における道徳教育を意識した小中連携カリキュラム作りや別葉等

の作成、「私たちの道徳」の効果的な活用について、研究推進地区において研究する。

研究経過、成果、課題等から、県の施策や小中学校における具体的方策等を検討す

る。小中学校における具体的方策については、研修会、ホームページ等で発信する。

また、国の方針や学習指導要領の改訂の概要、静岡県の道徳教育の方針を伝える「道

徳教育パワーアップ研究協議会」を開催し、教科化に向けた取組を指導する。 

高等学校においては、各学校が作成する道徳教育の全体計画に基づき、学校教育

活動全体を通じて生徒の道徳性の涵養を図っていくとともに、総合教育センターが

実施する定期的な学校訪問において、道徳教育の推進に係る校内研修の実施を呼び

掛けていく。 

特別支援学校においては、東海・北陸ブロックの「道徳教育指導者養成研修」に

代表を推薦する。また、平成26 年10 月21 日に中央教育審議会で出された、「道

徳に係る教育課程の改善等について」(答申）を踏まえて、今後の教育課程の改善の

方向を探っていく。 

学校において、道徳教育の推進に資する授業が実施されるよう、教育事務所及び

総合教育センターによる定期訪問を通じ、望ましい授業の在り方を指導・助言して

いく。 

 

（イ） 生徒が自らきまりやマナーについて考え行動する取組の推進【新規】  

＜高校教育課・総合教育センター＞ 

取組の内容 基本的な生活習慣、社会におけるモラルやマナー、忍耐力等を身に付けさせるた

め、学級活動や生徒会活動等において、生徒が話し合ったり協働したりするなど自

らきまりやマナーについて考え、行動する取組を推進します。 

取組の評価 規範意識向上のための地域の子ども連携研究事業において、平成 26 年度は３校

（県立熱海高校、県立川根高校、県立横須賀高校）をモデル校に指定し、地域の小

中学生とともに交通安全やスマートフォン等の使用、集団活動等におけるルールや

マナーについて学び、考える取組を実施するとともに、各学校の成果を高校教育課

のホームページに掲載するなどして普及を図った。 

今後の取組 平成 27 年度においても、県内３校（県立土肥高校、県立川根高校、県立遠江総

合高校）を「規範意識向上のための地域の子ども連携研究事業」のモデル校に指定

し、地域の小中学生と連携して、学校内外のルールやマナーに関わる活動を支援す

るとともに、モデル校の生徒会やホームルームにおける規範意識向上のための取組



第２章 ライフステージの円滑な接続による人づくりの推進 

 35 

を高校教育課のホームページに掲載するなどして、他の学校に取組を周知する。 

学校において、生徒が自らきまりやマナーについて考え行動しようとする姿勢を

育む授業が実施されるよう、総合教育センターによる定期訪問を通じ、望ましい授

業の在り方を指導・助言していく。 

 

（ウ） 地域の自然や特色を生かした活動の推進         ＜義務教育課・高校教育課＞ 

取組の内容 農業や地域の環境に対する理解を深めるとともに、高校生と小・中学生による異

年齢集団活動等を通して相手を思いやる心や地域社会に貢献する意欲と態度等を育

むため、学校周辺の遊休農地等を活用して行う農業体験活動を推進します。 

取組の評価 小中学校では、「大地に学ぶ」農業体験推進事業において、高等学校の協力校とし

て、伊豆市立土肥小学校、伊豆市立土肥中学校、伊豆の国市立長岡中学校が参加し、

農業に関する興味を高めるとともに、食糧問題、地域の環境問題を考える契機とな

った。 

高等学校では、県内４校（定時制高校や特別支援学校高等部を含む。）の推進校の

生徒が、協力校７校（幼稚園、小・中・高等学校）の園児や児童生徒と農業体験活

動を行い、農業や地域の環境に対する理解を深めるとともに、相手を思いやる心や

地域社会に貢献する意欲と態度等を育むことができた。 

今後の取組 「大地に学ぶ」農業体験推進事業において、伊豆市立土肥小学校が協力校として

活動する予定である。 

平成27 年度は、事業開始3 年を経過した14 校が県事業から自立し、遊休農地

等において、公立小・中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園や保育所と作物、

草花の栽培等の独自の活動を行う。残る２校（高等学校及び特別支援学校）につい

ては、推進校に指定し、推進校が指定する協力校とともに実施する農業体験等の活

動を、引き続き支援していく。 

 

（エ） 保育・介護体験実習、ボランティア活動の推進【新規】      ＜高校教育課＞ 

取組の内容 高校生のコミュニケーション能力や良好な人間関係をつくる能力、乳幼児や高齢

者、障害者を思いやる福祉の心を育むため、地域の保育所や福祉施設等を訪問し、

乳幼児の世話をしたり、高齢者や障害者を介護したりする体験学習を推進します。 

取組の評価 平成 26 年度においては、すべての県立高等学校の全日制の課程及び単位制によ

る定時制の課程の生徒が触れ合い保育体験又は介護・福祉体験を実施し、子どもの

理解、コミュニケーション能力の育成、自己理解、進路意識の高揚等に役立てるこ

とができた。 

今後の取組 平成 27 年度においても、高校生が乳幼児や高齢者と交流し、触れ合う活動や介

護・福祉に関する活動などの体験活動を行うことにより、生命の尊さや子育ての意

義を学び、介護・福祉など少子高齢社会の課題に対する認識を深めるとともに自己

の将来の在り方や生き方を考えさせる契機とする高校生保育・介護体験実習事業を

実施する。 
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（オ） 高校生の留学支援                           ＜高校教育課＞ 

取組の内容 生徒のコミュニケーション能力を育み、将来、国際的分野で活躍する人材の育成

を図るため、高校生の留学に係る費用の一部を助成するなど、留学に意欲・関心が

ある生徒を支援します。 

取組の評価 平成 26 年度は、10 月に静岡労政会館で高校生留学フェアを開催し、留学への

関心を高めた。（県内高校生等、約100 人が参加）また、留学する意志のある生徒

を対象に留学支援事業を行い、経済的な面での支援を行った（長期留学を行う県内

高校生９人に対して、一人当たり 30 万円を支給、短期留学を行う県内高校生 25

人に対し、一人当たり10 万円を支給）。 

今後の取組 平成27 年度は、留学支援事業により、長期留学を希望する県内高校生 10 人に

対し一人当たり 30 万円を、短期留学を希望する 40 人に対し一人当たり 10 万円

を支援する。また、高校生留学フェアを実施する（10 月を予定）ことにより、引

き続き、高校生の留学に対する意識の向上を図る。 

 

（カ） モンゴル国ドルノゴビ県高校生との相互交流         ＜教育政策課・高校教育課＞ 

取組の内容 普段接する機会が少ない異文化を体験し、多文化共生や国際交流の推進に資する

人材を育成するため、モンゴル国ドルノゴビ県の高校生との交流を推進します。 

取組の評価 平成26 年度は、ドルノゴビ県高校生 50 人、引率者５人を受入れ、工場見学や

文化・自然体験をするとともに、県内３校の高校生と相互交流を行った。 

今後の取組 平成27 年度は、８月４日から９日までの５泊６日で、県内高校生 30 人がドル

ノゴビ県を訪問し、遊牧体験や学校交流等により、異文化理解や国際交流の促進を

図る。 

 

（キ） 学校図書館の活用推進【新規】    ＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

取組の内容 児童生徒の豊かな創造力や表現力を育むため、各教科や総合的な学習の時間、特

別活動等における学校図書館の活用を推進します。 

取組の評価 小中学校では、教育事務所地域支援課による学校訪問において、各教科における

学校図書館を活用した授業づくりを推進した。国語科では、並行読書を位置付けた

授業において教科書・教材だけでなく、学校図書館の本を活用した取組が多く見ら

れた。 

高等学校では、主として国語等の授業において、積極的に学校図書館を活用し、

読書の幅を広げたり、読書の習慣を養ったりするなど、生涯にわたって読書に親し

む態度を育成している。 

特別支援学校では、積極的な図書資料の活用と司書教諭を中心とした図書館を活

用した授業の取組等の推進について、取組の現状や課題等の各校の現状について、

総合教育センターと情報共有した。 

今後の取組 小中学校では、教育事務所地域支援課による学校訪問において、各教科における

学校図書館を活用した授業づくりを今後も継続的に推進する。 

高等学校においては、学校図書館の一層の充実を図り、積極的に学校図書館を活

用し、児童生徒の豊かな想像力や表現力を育む取組を推進する。 
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特別支援学校においては、３校を研究指定校に指定し、司書教諭を中心に校内に

おける教職員の協力体制を整えるとともに、図書資料の充実や読書環境の整備を図

り、学校図書館の活性化と、子どもの読書週間づくりに寄与する方策を研究する。 

 

（ク） 司書教諭や学校図書館司書を対象とした研修の充実    

＜義務教育課・総合教育センター＞ 

取組の内容 読書指導や学習指導への学校図書館の計画的な活用を支援するため、司書教諭や

学校図書館担当等に対する研修会や講座等を実施します。 

取組の評価 読書指導や学習指導への学校図書館の活用を支援するため、学校司書を配置して

いない市町に学校図書館アドバイザーを配置した。配置した学校においては、学校

図書館の環境整備、読書活動の推進、学校図書館を活用した授業づくりにおいて効

果が認められた。 

司書教諭を対象とした「学校図書館活用推進研修」、学校図書館業務に携わる公立

高等学校事務職員を対象とした「学校図書館事務基礎研修」を実施し、それぞれの

役割とともに学校図書館活用教育の推進についての理解を深めることができた。ま

た教職員を対象とした希望研修「学校図書館活用で授業改善」は定員を大幅に上回

る参加があり、学校図書館を活用した授業を構想する力を養うことができた。さら

に学校図書館に関わる県民を対象とした講座「みんなでつくろう学校図書館」では、

学校図書館に関わる様々な立場の人が参加し、読書活動の推進や学校図書館を充実

させるための多様な方策を学ぶ機会とすることができた。 

今後の取組 学校司書を配置していない市町教育委員会の小学校に対し、学校図書館アドバイ

ザーによる学校図書館活用に係る支援活動を行い、学校司書配置の効果及び配置促

進への方策等を情報発信することにより、市町教育委員会による学校司書の配置促

進を図る。 

引き続き、司書教諭が学校でその役割を発揮し学校図書館の活用を推進していく

ための資質の向上を図る「学校図書館活用推進研修」を実施する。また学校司書を

はじめ、学校図書館業務を担当する教職員を対象とした「今日から実践！学校図書

館基礎研修」や教職員を対象とした学校図書館を活用した授業を構想し実践するた

めの研修「学校図書館活用で授業改善」を実施する。さらに昨年度、希望者が多か

った講座「みんなでつくろう学校図書館」を２会場で実施し、学校図書館に関わる

人たちの役割や連携について学ぶ機会とする。 

 

（ケ） 子どもと大人の読書活動の推進【再掲】 ⇒1１頁  ＜社会教育課・県立中央図書館＞ 
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  （２）健やかで、たくましい心身の育成   

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 不登校・いじめ・非行等の問題行動の未然防止と対応のための支援 

         ＜義務教育課・高校教育課＞ 

取組の内容 いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待等への対応など、学校が抱える課題の未然

防止、早期発見・早期対応につながる各地域の効果的な取組について調査研究を行

い、その成果等の普及に努めます。 

また、重大な事案について、的確かつ迅速な対応を図るため、いじめ問題等の調

整・解決に向けた指導・助言を行う、第三者的な立場の外部専門家や関係者を幅広

く活用するなど、効果的な支援体制の構築を図ります。 

取組の評価 問題行動調査等の結果をもとに、いじめ、不登校、暴力行為等の傾向について、

市町教育委員会へ情報提供し、市町の施策に生かせるようにした。また、問題行動

等の未然防止、早期発見、早期対応に関する効果的な取組をリーフレットにまとめ、

各学校へ配布した。 

重大な事案が発生した際には、各教育事務所地域支援課と連携し、スクールカウ

ンセラーの緊急支援体制を構築した。また、市町教育委員会生徒指導担当者連絡会

議に有識者を招聘し、学校危機に関するシミュレーション訓練を実施した。さらに、

職能団体と連携し、市町がいじめ防止対策推進法を踏まえて設置する組織に加わる

外部専門家の人選について支援した。 

高等学校では、生徒指導主事研修会を開催し、各学校の生徒指導主事の資質向上

を図った。また、県内 10 地区において生徒指導地区研究協議会を開催し、地区ご

との研究協議や情報交換を通して各学校における生徒指導の一層の充実を図った。 

      「静岡県いじめ問題対策連絡協議会」を７月と１月に実施し、関係機関間の情報

交換、連携の推進、方針や具体策等について協議した。また、「静岡県いじめ問題対

策本部」を８月と２月に実施し、いじめ防止のための方策及び具体的な事案につい

て協議、研究をした。 

今後の取組 不登校・いじめ・暴力行為等の未然防止に資するため、平成 26 年度に改訂した

「人間関係づくりプログラム」の活用の推進を図る。また、魅力ある学校づくり調

査研究事業（国立教育政策研究所指定）に取り組む袋井市立浅羽中学校区の研究成

果を県内に普及・啓発するために、研究発表会を開催する。 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 88.7％ 

（Ｈ25） 

小 87.6％ 

 

小 93％ 

中 83.1％ 中 84.5％ 中 90％ 

「学校が楽しい」と答える児童生徒の

割合 

高 82.4％ 高 85.7％ 高 87％ 

Ｂ 総 

（Ｈ24） 

小 86.5％ 

（Ｈ26） 

小 85.4％ 

 

小 100％ 

中 81.5％ 中 87.0％ 中 100％ 

「新体力テスト」で全国平均を上回る

種目の割合 

高 94.4％ 高 96.3％ 高 100％ 

Ｃ 総 
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不登校・いじめ・暴力行為等の早期発見・早期対応のための支援を充実させるた

め、各小中学校へスクールカウンセラーを配置する。また、各教育事務所に学校の

要請に応じて派遣するスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制の充実

を図る。 

高等学校においては、平成 27 年度においても、生徒指導主事研修会及び生徒指

導地区研究協議会を開催し、各学校における生徒指導の一層の充実を図るとともに、

生徒指導地区研究協議会における研究テーマを「いじめ問題に対する学校の組織的

対応のさらなる充実」とし、いじめの根絶に向けた各学校の取組を引き続き支援す

る。 

      「静岡県いじめ問題対策連絡協議会」及び「静岡県いじめ問題対策本部」をそれ

ぞれ２回開催し、関係機関との連携を図りながら、いじめの防止、いじめの早期発

見及びいじめの対処に取り組んでいく。 

 

（イ） スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用   

＜義務教育課・高校教育課＞ 

取組の内容 小・中学校では、いじめや不登校等の問題の解決や未然防止、早期発見、早期対

応を図るため、スクールカウンセラーを全ての学校で活用できるよう計画的に配置

します。また、スクールソーシャルワーカーを４市１町等に配置し、問題を抱えた

児童生徒の置かれた環境への働き掛けや、関係機関等とのネットワークの活用によ

り問題解決を図ります。 

高等学校では、不登校の生徒をはじめとする悩みを持つ生徒や、教職員、保護者

の相談等に対応するため、拠点校にスクールカウンセラーを配置し、要請により近

隣校にも対応します。また、必要に応じて最寄りの中学校に派遣されたスクールカ

ウンセラーとの連携を図ります。 

取組の評価 いじめや不登校等の生徒指導上の諸問題に対応するため、中学校区ごとに同じス

クールカウンセラーを配置し、中学校区内の小中学校の連携を強化するとともに、

悩み・不安・ストレス等を抱える児童生徒への相談体制の充実を図った。また、ス

クールソーシャルワーカーを４市１町に配置するとともに、学校の要請に応じて派

遣できるスクールソーシャルワーカーを各教育事務所に配置し、問題を抱えた児童

生徒が置かれた環境への働き掛けや関係機関と連携した組織的な対応の充実を図る

ことができた。 

高等学校では、拠点校（15 校）にスクールカウンセラーを配置し、生徒や保護

者の相談等に適切に対応した。また、重点巡回校（６校）を指定し、拠点校からス

クールカウンセラーを優先的に派遣するなど、近隣校からの要請にも対応した。各

スクールカウンセラーは年間140 時間（週４時間×35 週）を勤務し、悩みや問題

等を抱える生徒や、教職員、保護者の相談等に対応した。 

今後の取組 児童生徒の不登校や発達上の課題等に対応するため、引き続き中学校区ごとに同

じスクールカウンセラーを全小・中学校に配置し、地域の実態に応じて配置時数を

弾力的に運用できるようにする。また、スクールカウンセラーを活用した校内研修

の実施やスクールカウンセラーが教師と協働して実施する人間関係づくりプログラ
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ムの活用の推進を図る。 

スクールソーシャルワーカーについては、４市３町に拡大し、学校が必要に応じ

て活用することができるようにするため、各教育事務所に配置したスクールソーシ

ャルワーカーの活用の推進を図る。また、「子供の貧困対策に関する大綱」を踏まえ、

スクールソーシャルワーカーを全市町教育委員会へ配置するために、人材の確保と

資質の向上に努める。 

高等学校では、平成 27 年度については、スクールカウンセラーを拠点校 15 校

に配置し、引き続き、悩みを持つ生徒や、教職員、保護者の相談等への対応に積極

的な活用を図る。また、新たにスクールソーシャルワーカーを２校に配置し、いじ

め、不登校、暴力行為、児童虐待等の生徒指導上の問題に、社会福祉等の専門的な

知識・技術を用いた教育相談体制を整備して対応する。 

 

（ウ） 栄養教諭の配置の促進【新規】    ＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

取組の内容 健やかな心身の土台となる食に関する指導を充実するため、学校における食育推

進の中核的な役割を担う栄養教諭の計画的な増員を図ります。 

取組の評価 小中学校においては、任用替えによる新規栄養教諭を 24 人増員した。これによ

り、平成27 年度は122 人の栄養教諭が配置された。 

特別支援学校においては、平成 26 年度から、食育推進の中核的な役割を担う栄

養教諭を８人配置した。学校栄養職員からの任用替えである。学校栄養職員では難

しかった｢食」に関する指導の全体計画や個別の指導計画への参画のほか、｢食」に

関する授業を通して、児童生徒への直接的な指導を行うことができた。 

今後の取組 栄養教諭免許の取得を促し、栄養教諭選考受験資格を有する学校栄養職員につい

て受験を呼び掛け、今後も増員を図っていく。 

特別支援学校では、給食実施 21 校のうち 12 校に栄養教諭を配置することがで

きた。今後も計画的に栄養教諭の配置を進めていく。また、授業実践や個別の指導

計画への参画状況等を調査し、栄養教諭の配置による食育推進状況を検証する。 

 

（エ） 養護教諭の育成と支援体制の充実                ＜教育総務課＞ 

取組の内容 学校保健を推進していく中堅養護教諭の資質向上を図るため、校種別に養護教諭

指導リーダーを任命し、保健室公開や保健室訪問指導、各地区での研修会の企画等

を行います。 

取組の評価 養護教諭指導リーダー研修を実施し、経験の浅い養護教諭の指導や地区で開催す

る研修会の企画・運営を通して、リーダーに任命された養護教諭のスキルアップや

指導性を伸ばすことができた。 

今後の取組 引き続き、養護教諭指導リーダー研修会を年間３回開催し、最新の学校保健の動

向を学んだり、大学教授等から専門的な指導を受けることにより、各地区で指導的

役割を担う人材を育成していく。 
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（オ） 「新体力テスト」や「体力アップコンテスト しずおか」の実施 

＜スポーツ振興課＞ 

取組の内容 児童生徒の計画的、継続的な体力の向上に取り組む習慣の定着のため、全ての学

校において、「新体力テスト」を実施するとともに、その結果を分析し、新体力テス

ト重点種目を設定するなど、課題の改善を図ります。 

また、体力の向上を図るとともに、運動する習慣や好ましい人間関係を育むため、

運動習慣の形成期に当たる小学生を対象に、「体力アップコンテスト しずおか」を

実施し、優れた成果を上げた学級・学校を表彰します。 

取組の評価 新体力テストにおいて、全国平均を上回る種目の割合は全体で 88.7％という高

い水準であった。小学校においては男子のボール投げが全国最下位であり、重要な

課題となった。中学校においては握力、20m シャトルラン、持久走、50m 走で全

国平均を下回ったが、その他の種目は全国平均記録を上回った。 

「体力アップコンテストしずおか」では平成 25 年度に比べ、学校参加率が

-3.43%、学級参加率が-6.85%と減少したが、学校参加率は80.54%という高い

水準を維持している。 

今後の取組 すべての学校において、「新体力テスト」を実施するとともに、低下していると分

析された領域について強化を図る。平成 27 年度は有識者による体力向上推進委員

会において、静岡県の子どもたちの体力テストの結果について分析し、改善対策を

検討していく。 

また、運動の楽しさや達成感を味わい、体力の向上を図るとともに、運動する習

慣や好ましい人間関係を育むため、運動習慣の形成期に当たる小学生を対象に行っ

ている、「体力アップコンテスト しずおか」への参加を呼びかけるとともに、投能

力向上に向けた「みんなでドッチボールラリー」の参加率の向上に努める。 

さらに、県体育協会と連携し、希望する学校に対して巡回指導を行い、投能力の

改善のための取組を推進する。 

 

（カ） 学校体育（武道）の推進             ＜スポーツ振興課・総合教育センター＞ 

取組の内容 中学校における武道等必修化に伴い、教員の資質向上と指導の充実を図り、安全

性を確保した授業が行われるようにするため、学校体育指導者講習会を開催します。 

また、希望する学校へ実技指導協力者を派遣することにより、武道指導等に対す

る助言を行います。 

取組の評価 学校体育指導者講習会を実施し、安全な指導法及び授業で取り扱う指導内容の確

認、重篤な事故に対する医学的な知識等の習得に努めた。また、指導協力者を中学

校へ派遣したり、巡回指導を行ったりし、教員の指導力向上とともに、武道指導の

充実を図った。 

平成 26 年度は剣道を実施した。参加人数は 12 名とやや少なめであったが、剣

道連盟の指導者３名による熱心かつ、丁寧な指導により、個人課題の解決はもとよ

り、剣道の魅力に数多く触れることができた有意義な研修となった。アンケートか

ら見る研修員の満足度も大変高かった。 

今後の取組 中学校における武道必修化は３年が経過したが、引き続き、教員の資質向上と指
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導の充実を図り、安全性を確保した授業が行われるようにするため、学校体育指導

者講習会を開催する。 

また、希望する学校へ実技指導協力者を派遣することにより、武道指導に対する

助言を行っていく。専門家による質の高い講習を受ける機会があることは学校教育

にとって大変意味のあることだと考える。これまで通り、今後も剣道と柔道を隔年

で開催する。参加者を増やす取組についても検討していく。 

 

（キ） しずおか型部活動の推進                  ＜スポーツ振興課＞ 

取組の内容 部活動の一層の推進を図るため、指導者の資質向上のための研修会等を実施しま

す。また、地域のスポーツ指導者や大学生等のボランティア、学校教育活動支援員

等を学校に派遣するとともに、効果的・効率的な部活動の指導体制の構築及び指導

方法についての実践研究を行います。 

取組の評価 スポーツエキスパートは県立学校 75 人、21 種目の競技へ派遣された。大学生

ボランティアは県立学校 13 人６種目、公立中学校４人３種目、特別支援学校１人

１種目へ派遣された。スポーツエキスパートにおいては、外部指導者 112 人（運

動部顧問 62 人含）を対象に、生徒の発達特性を考慮した指導の在り方やスポーツ

クラブにおける学校との連携及び指導上の留意点に関する研修会を開催し、体罰禁

止の徹底についても解説した。 

また、大学生等による部活動支援ボランティア派遣事前指導者研修会を開催し、

大学生ボランティア 12 人が参加した。生徒の発達特性を考慮した指導の在り方や

体罰禁止等に関する研修会を開催した。 

学校教育活動支援員派遣事業は、15 校、運動部７種目 14 人、文化部３種目７

人が派遣された。 

今後の取組 部活動の一層の推進を図るため、外部指導者、大学生等のボランティア及び学校

教育活動支援員の派遣人数を拡大するとともに、日常の部活動を指導する指導者の

研修等の充実を図っていく。 

また、実践校において外部指導者を活用した運動部活動の指導体制及び効果的な

指導方法について実践研究を行い、運動部活動の適切かつ円滑な運営、指導につい

て研究した成果を広く県内に普及させる。 

 

（ク） 食育に関する研修の実施                    ＜教育総務課＞ 

取組の内容 食に関する指導の充実を図るために、栄養教諭、学校栄養職員を対象に、食育の

指導及び衛生管理に関する研修を実施します。 

取組の評価 新規採用研修や経年経験研修などの栄養教諭・学校栄養職員の研修会を実施し、

食に関する指導、衛生管理等に必要な知識や技術、実践力を伸ばすことができた。 

今後の取組 自校の食に関する指導の課題を自覚し、その解決に向けた方策を立案、実践、評

価をすることができるよう、講義、協議等、研修内容を充実させる。また、小中学

校における学級担任と栄養教諭等による授業の実施率（平成26 年度：74.0％）と

その質を高めることができるよう、学習指導のスキルに関わる実践的な内容も研修

の中に取り入れていく。 
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（ケ） 学校給食メニューコンクールの開催                   ＜教育総務課＞ 

取組の内容 学校給食に対する児童生徒及び保護者の興味・関心を高め、地場産物を活用した

学校給食の充実を図るため、学校給食メニューコンクールを実施し、入賞作品のメ

ニュー集を作成・配布します。 

取組の評価 平成 25 年度は 148 点、平成 26 年度は 170 点と応募総数を 22 点伸ばすこ

とができた。応募前の事前指導から、児童生徒の地場産物への理解を深めることが

できた。 

メニュー集を作成・配布（県内全中学校１年生）し、生徒の食に関する興味関心

を高めることができた。 

今後の取組 応募総数が 200 点以上となるよう、引き続き、栄養教諭等の研修会を通して、

本コンクールの実施とその意義について広報していく。 

優秀作品を実際の給食の献立に取り入れるなど、地場産物の活用と各校における

献立の充実に生かしていく。 

 

（３）「確かな学力」の育成 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 「静岡県の授業づくり指針」の活用   ＜義務教育課・高校教育課・総合教育センター＞ 

取組の内容 各学校での「確かな学力」の育成に向けた授業づくりのため、平成 23 年度に作

成した「静岡県の授業づくり指針」の一層の活用を推進します。 

取組の評価 各学校には、年度末に「静岡県の授業づくり指針」を増刷し、送付した。また、

センターの WEB サイトにも掲載され、ダウンロードした資料を研修会へ持参でき

るようになり、より効果的な研修ができるようになった。教員が授業づくりの際に、

必ず目を通す資料となっている。初任研・５年研・10 年研での活用、地域支援課

の訪問、教科等指導リーダーなどにより、活用について働き掛けている。 

高等学校では、義務教育段階の指導を意識させる目的で、県総合教育センター指

導主事による学校訪問時を中心に「授業づくり指針」を活用した。 

経年研修や希望研修において、「授業づくり指針」を基に具体的な授業の視点につ

いて指導・助言した。また、「授業づくり指針活用推進教科部会」において、大学教

授から助言を受けながら、各教科の「授業づくり指針」の追加資料を作成し、総合

教育センターホームページに掲載した。 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 88.0％ 

（Ｈ25） 

小 87.4％ 

 

小 90％ 

中 71.3％ 中 73.0％ 中 75％ 

「授業の内容がよく分かる」と答える

児童生徒の割合 

高 65.6％ 高 72.1％ 高 70％ 

Ｂ 総 

（Ｈ25） 

小    ０％ 

（Ｈ26） 

小 75.0％ 

 

 小 100％ 
全国規模の学力調査で、全国平均を上

回る科目の割合 
中  100％ 中  100％  中 100％ 

Ａ 総 
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今後の取組 引き続き、授業づくりの基本的な資料として、活用を促進していく。学力向上と

の関連では、日常の授業づくりが大切になるため、各研修会等での働きかけを行っ

ていく。 

「確かな学力」の育成に向けた授業づくりのため、教育課程研究委員会及び教科

等指導リーダー育成事業により教科指導力を高めるとともに、教育課程研究集会等

により研究成果等を周知する。また、総合教育センター指導主事による定期訪問等

において、引き続き、「静岡県の授業づくり指針」を活用することにより、授業改善

を図る。 

「よりよい自分をつくっていくために」「授業改善の視点」等、授業づくりの関す

る発行物との関連性を踏まえて、「授業づくり指針」の効果的な活用方法について研

修等で提案していく。 

 

（イ） 全国学力・学習状況調査結果を踏まえた授業改善の取組【新規】   

＜義務教育課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 全国学力・学習状況調査結果を踏まえた学校の授業改善を推進するため、小学校

学習支援事業として、国語・算数・理科の授業で、少人数指導を実施するための非

常勤講師を県内全市町へ配置し、小学生の「確かな学力」の向上を目指します。加

えて、地域人材を活用した学び方支援サポーターを県内全市町へ配置することによ

り、社会総がかりで学力向上に取り組む体制を整えます。また、研修主任を対象に、

学力向上に向けた授業改善についての研修会を開催します。 

さらに、市町教育委員会の学力向上に向けた取組を支援するため、県と市町教育

委員会の指導主事との連絡協議会を実施します。 

取組の評価 小中学校学習支援事業として、県内全市町に「学び方支援非常勤講師」（190 人）、

「学び方支援サポーター」（116 人）を配置し、きめ細かな学習指導を推進するこ

とができた。 

研修主任研修会では、県の教育方針、県内小中学校の学力の現状、授業改善の視

点等について共通理解を図るとともに、個々の教員の授業改善を支える校内研修の

計画・推進方法等について研修を行った。校内研修を推進するリーダーとして、参

加した研修主任の自覚を高めることができた。 

県教育委員会と市町教育委員会の学力担当指導主事等が一堂に会する学力向上連

絡協議会を３回実施し、県内小中学校の学力、授業改善の現状等について情報を共

有するとともに、より有効な学校支援の在り方について理解を深めることができた。 

今後の取組 全国学力・学習状況調査結果を踏まえた学校の授業改善を推進し、義務教育９か

年の学びの支援体制を確立するため、小学校学習支援事業として、国語・算数・数

学・理科の授業で、少人数指導を実施するための非常勤講師を県内全市町へ配置し、

小中学生の「確かな学力」の向上を目指す。また、地域人材を活用した学び方支援

サポーターを県内全市町へ配置することにより、社会総がかりで学力向上に取り組

む体制を整える。 

研修主任を対象に、学力向上に向けた授業改善についての研修会を開催する。さ

らに、学力調査分析会、学力向上推進協議会、学力向上連絡協議会を実施し、学校、
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市町教育委員会、県教育委員会の連携による「確かな学力」の育成に向けたＰＤＣ

Ａサイクルを確立する。 

学校において、確かな学力が身に付く授業が実施されるよう、教育事務所による

定期訪問及び総合教育センターによる研修を通じ、望ましい授業の在り方を指導・

助言していく。 

 

（ウ） 理科教育や職業教育等の充実                  ＜高校教育課＞ 

取組の内容 国際的に活躍できる科学技術者や研究者を育成するため、理数関係のコンクール

や大会に参加する高校生を支援する研修会や大学の研究室での本格的な研究体験を

実施します。また、より高度な知識・技術を習得する職業教育を推進するため、産

業界からの企業人の招聘や大学等における高校生の研究体験を実施します。 

取組の評価 理数科や職業系専門学科等を設置する高校と大学との連携を一層強化し、高校生

が高度な学問の一端に触れたり、研究体験や活動を行ったりする機会を提供する、

高校生アカデミックチャレンジ事業を実施した。オリンピックチャレンジには 76

人、イノベーションチャレンジには延べ 79 人、チャレンジラボには 58 人の高校

生が参加した。 

今後の取組 平成 27 年度においても、高校生アカデミックチャレンジ事業を実施し、自然分

野（物理、化学、生物、地学）や産業分野（農業・食品、工業、商業、芸術）にお

いて分野数の拡充を図り、国際科学オリンピックや学会発表等で活躍する人材の育

成を目指す。 

 

（エ） 国際理解教育・外国語教育の充実            

＜義務教育課・高校教育課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 児童生徒の国際理解教育を一層推進するため、英語を母国語とし、学士以上を取

得している海外青年を指導講師として招致し、小・中学生や高校生の英語力や異文

化を理解する力の向上を図ります。 

取組の評価 小学校においては、総合教育センター所属の外国語指導講師（ALT)が県内３校の

授業実施協力校を年間 20 回訪問し、学級担任等とのティーム・ティーチング授業

を実施した。年間を通じての訪問のため、児童がALT とのコミュニケーションを楽

しむことができ、異文化理解につながった。小学校外国語活動授業実践研修に中学

校や高等学校の英語担当教員の参加を促すことで、小中高の連携についても事後研

修で話し合うことができた。 

高等学校においては、平成 26 年度は、ALT95 人を高等学校 88 校、総合教育

センター及び高校教育課に配置し、英語によるコミュニケーション能力の向上に積

極的に取り組むとともに、スピーチコンテスト上位入賞や外部検定試験の資格取得

等においても成果を挙げた。特別支援学校 31 校（分校・分教室を含む）への定期

的な訪問など、多様な場面で異文化理解に努めた。 

今後の取組 グローバル人材の育成に向けて、小中高の連携は大変重要であると考え、本取組

を継続する。協力校の児童及び教員のアンケート結果から見えてきた課題について、

学校と総合教育センター担当指導主事との連絡会を実施し、情報共有を図るととも
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に、授業改善を推進する。平成 28 年度までに中学校において、ＣＡＮ－ＤＯリス

トの作成が求められているため、作成と活用についての研修を実施する。 

平成 27 年度は、ALT94 人を高等学校 87 校、総合教育センター及び高校教育

課に配置し、積極的な活用により、英語による実践的なコミュニケーション能力の

向上及びグローバル人材の育成に引き続き取り組む。また、特別支援学校への定期

的な訪問も継続する。 

学校において、国際理解を推進する授業が実施されるよう、教育事務所及び総合

教育センターによる定期訪問を通じ、望ましい授業の在り方を指導・助言していく。 

 

（オ） ＩＣＴ活用指導力の向上            ＜教育政策課・総合教育センター＞ 

取組の内容 学習活動の目的や学校等の実態に応じたＩＣＴ活用に関する多様な研修を行うと

ともに、授業におけるＩＣＴ機器を活用した指導力を向上するため、指導方法の開

発及び研修体制の構築を図ります。 

取組の評価 「ＩＣＴを活用した授業ができる教員の割合」は、平成 25 年度末は 64.3％で

あり、前年度と比較して 2.2％向上しているが、教員のＩＣＴ活用指導力に関して

は、全国的に低順位にあり、教員のＩＣＴ活用指導力に対する意識改革を図るため

「教育の情報化に関する研修」を継続して開催した。なお、平成 24 年度から全県

立学校において、ＩＣＴ活用指導力向上研修を実施している。 

教育の情報化に対応した基本研修、専門研修、学校等支援研修及びＩＣＴを活用

した教育を推進するための校内研修リーダー養成研修（平成 26 年度文部科学省委

託事業）を実施し、ＩＣＴ活用指導力の向上を図った。 

悉皆研修において、教育の情報化に関する講義を実施するとともに、希望研修と

して電子黒板やタブレット情報端末に関する研修等、多様な研修を実施した。また、

ＩＣＴ活用指導力向上研修として、高等学校 14 校、特別支援学校４校を訪問し、

各学校の環境に応じた研修を実施することで参加者のＩＣＴ活用意欲の向上を図っ

た。さらに、学校等支援研修において学校の要望に応じた研修を実施することでＩ

ＣＴ活用指導力の向上を図ることができた。 

今後の取組 総合教育センターによる県立学校等への訪問支援による実践的な研修、情報モラ

ル教育や情報セキュリティ対策等の研修を行っていく。また、ｅラーニング研修に

より、校外研修の事前・事後研修としての補完や、校内研修及び自己研修の充実を

図る。 

教育の情報化に対応した基本研修、専門研修、ＩＣＴ活用指導力向上研修及び学

校等支援研修を実施し、ＩＣＴ活用指導力の向上を図る。 

総合教育センターにおいて管理職研修等を行うことで、校長等が学校ＣＩＯとし

て校内のICT 化を推進していく体制を整え、教員がＩＣＴを活用していくような学

校運営を目指す。 

平成 27 年度は悉皆研修に加え、新たに管理職向けに教育の情報化に関する研修

を実施することで、各学校における教育情報化の推進を図る。また、最近の技術動

向を踏まえてＩＣＴ活用研修の内容の充実を図るとともに、授業での優れたＩＣＴ

活用事例を収集し、紹介することで、授業における教員のＩＣＴ活用指導力向上を
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目指す。 

 

（カ） 理科の観察・実験指導等に関する研究協議会の開催        ＜義務教育課＞ 

取組の内容 理科教員の観察・実験の指導力の向上を図るため、各学校の研修等で中核的な役

割を担う教員による、観察・実験の指導に関する研究協議会を実施します。 

取組の評価 平成26 年度は、12 地区（27 市町参加）で研究協議会を実施した。①小中学校

のスムーズな接続を目指し、教材や学習内容の系統性、子どもの科学認識の特性に

ついての理解、②系統的な指導を意識した観察・実験方法の理解や技能の向上につ

いて、参考になったと肯定的に回答した教員が95%以上であった。 

今後の取組 平成 27 年度は、４地区（７市町）で実施する予定である。３年間で全ての地区

で最低１回実施する事業であり、本年度がその３年目に当たる。観察･実験の指導に

関する授業参観及び研究協議をすることを通して、小中学校の理科教育の接続を充

実させるとともに、教員の理科の観察･実験の指導力の向上を図ることを目的に実施

していく。 

 

（キ） 中堅教員の資質向上のための研修等の実施【再掲】 ⇒1７頁    

＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

 

（ク） 校内研修の充実に向けた支援【再掲】 ⇒１８頁 

＜教育政策課・義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・総合教育センター＞ 

 

（４）キャリア教育の推進 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） キャリア教育の充実に向けた支援    

＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課・教育事務所・総合教育センター＞ 

取組の内容 児童生徒の勤労観・職業観を育み、キャリア発達を促すため、経済団体・就業支

援機関・ＮＰＯ・大学等の関係者で構成する協議会を設置し、キャリア教育推進の

ための体制を整備します。また、教職員を対象にキャリア教育研修会を開催し、学

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 80.9％ 

（Ｈ25） 

小 81.3％ 

 

小 85％ 

中 61.3％ 中 64.2％ 中 70％ 

高 64.5％ 高 64.9％ 高 70％ 

自分の将来に対するはっきりとし
た夢や希望を持っていると答える
児童生徒の割合 

特 63.9％ 特 79.0％ 特 70％ 

Ｂ  

（Ｈ24） 

小 21.9％ 

（Ｈ25） 

小 19.3％ 

 

小 60％ 

中 34.7％ 中 32.9％ 中 70％ 

高 47.0％ 高 45.2％ 高 75％ 

キャリア教育（進路指導を含む）
に関する研修を実施した学校の割
合 

特 87.9％ 特 85.7％ 特 95％ 

基準値

以下 
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校のキャリア教育への理解を深め、キャリア教育の一層の充実を図ります。 

さらに、地域との関わりを深めるため、高校生の社会貢献活動の推進や自らのア

イディアを地域に向けて発信する機会の充実に努めます。 

取組の評価 小中学校では、発達段階に応じたキャリア教育の在り方、校内外の連携を踏まえ

たキャリア教育の推進のための手だて、キャリア教育の改善方策等について、学校

のキャリア教育への理解を深めるため、キャリア教育説明会を実施した。説明会で

は、「未来マップ」や「みらいマップ Jr.」の啓発や、日々の活動の中でのキャリア

教育の実践を推奨した。平成 25 年度の顕著な取組をした教育委員会や学校の取組

を紹介することで、各学校に方向性を示すことができた。 

高等学校では、キャリア教育推進協議会の開催により、関係機関との連携やキャ

リア教育推進の体制整備の確立を図った。また、教職員を対象とする文部科学省の

事業を活用したキャリア教育研修会によって、学校のキャリア教育への理解が深ま

った。生徒については、「高校生ひらめき・つなげるプロジェクト」に、延べ20 校

から 678 点の応募があった。このような活動により、高校生の社会貢献活動や自

らのアイディアを地域に向けて発信する機会が充実した。 

特別支援学校では、個別の教育支援計画に基づき、①小学部からの自立に向けた

教育②作業学習等による職業教育③職場実習による職業教育④保護者の意識の確

立･向上をすすめることで、キャリア教育を充実させることができた。 

今後の取組 小中学校においては、発達段階に応じたキャリア教育の在り方、校内外の連携を

踏まえたキャリア教育推進のための手だて、キャリア教育の改善方策等について講

義とグループワークによる研修会を行い、学校におけるキャリア教育の推進を図る。

日頃の学校生活や授業において、キャリア教育を意識した取組が実践されるよう、

研修会の中で推進校の取組を紹介していく。 

高等学校においては、平成 27 年度も引き続き、協議会開催等によりキャリア教

育の一層の推進を図るとともに、高校生の社会貢献活動の推進や「高校生ひらめき・

つなげるプロジェクト」の成果を地域社会に向けて発信する機会の充実に努める。 

特別支援学校においては、労働意欲と作業能力の向上をめざし、地域の中学校と

一層の連携を図る。高等部卒業後の安定した生活のために地域による就業支援と生

活支援の体制作りをめざし、関連機関への働きかけや情報交換をしていく。 

学校において、キャリア教育を推進する授業が実施されるよう、教育事務所及び

総合教育センターによる定期訪問を通じ、望ましい授業の在り方を指導・助言して

いく。 

 

（イ） 就職指導・支援に向けた環境整備                ＜高校教育課＞ 

取組の内容 厳しい就職環境に置かれた高校生を支援するとともに、学校におけるキャリア教

育の充実を図るため、高等学校に求人先やインターンシップの受入れ先の開拓等を

行う就職支援コーディネーター等を配置します。 

取組の評価 平成 26 年度においては、ジョブ・サポート・ティーチャー配置事業により、就

職支援教員を４校に配置し、就職未内定の生徒が多い学校を支援した。就職支援教

員は、本務校（４校）に週３日、兼務校（各２校）に週１日勤務し、生徒の面接指
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導等の就職支援や、進路講話等のキャリア教育の支援を行った。 

今後の取組 平成 27 年度においても、ジョブ・サポート・ティーチャー配置事業を継続し、

就職支援教員を４校に配置することにより、就職未内定の生徒が多い学校を支援す

る。また、新たに高校生就職マッチング支援事業を実施し、県内４校を支援対象モ

デル校に指定し、就職マッチング支援員を配置し、カウンセリングや就職指導等に

より、厳しい就職環境におかれている生徒への支援を強化する。 

 

（ウ） 高校教育への民間活力の導入促進                 ＜高校教育課＞ 

取組の内容 産業教育の充実を図るとともに、高等学校と産業界との相互理解や地域に根差し

た教育を推進するため、企業や研究機関等からの講師の招聘や、最新の優れた技術

を持つ企業人の特別教諭としての任用（１年間）を実施します。 

取組の評価 企業や研究機関等から講師を招聘し、64 校において延べ1,518 時間の講義を実

施した。地域社会や企業を取り巻く情勢等について、高校生の理解が深まった。ま

た、最新の優れた技術を持つ企業人２人を１年間特別教諭として招請し、工業高校

２校に配置した。高校生は、最先端の技術に触れることができ、良い経験となった。 

今後の取組 平成 27 年度においても、引き続き、産業教育の充実を図るとともに、高等学校

と産業界との相互理解や地域に根差した教育を推進するため、企業や研究機関等か

らの講師の招聘を実施することにより、将来、郷土で活躍する人材の育成を図る。 

 

（エ） 日本の次世代リーダー育成研修の実施               ＜高校教育課＞ 

取組の内容 本県発展の中核的存在となる人材の育成を図るため、日本や世界を代表する研究

者や経済人を講師に招き、ディスカッションを積み重ねて、リーダーとして必要な

多面的な思考力や分析力等を養う「日本の次世代リーダー養成塾」に高校生を派遣

します。 

取組の評価 ７月25 日（金）から８月７日（木）まで、県推薦枠として10 人の高校生を派

遣した。各界を代表する講師陣による講義や全国から集まった高校生との交流等の

プログラムを通じ、リーダーとして必要な多面的な思考力や分析力を育むことがで

きた。 

今後の取組 引き続き、地域社会に貢献できるリーダー的な人材の育成をより促進するため、

各高等学校から参加者を募集し、県推薦枠として10 人の高校生を派遣する。（７月

25 日から８月７日まで） 
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  （５）魅力ある学校づくり 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 静岡式35人学級編制の拡充                    ＜義務教育課＞ 

取組の内容 きめ細かな学習・生活指導を実現するため、小学校３～６年生、中学校全学年で

実施している 35 人学級編制を継続します。また、学級担任外教員の減少に対応す

るため、小規模小学校に非常勤講師を配置します。 

取組の評価 義務教育全学年に35 人学級編制が適用されている。このことにより、「子どもた

ちが授業中に活躍できるようになった」「児童の自己肯定感が高まった」などの成果

がみられた。保護者からは、「子どもが学校の出来事や先生、友達の話をよくするよ

うになった」「宿題や作品等が丁寧に見てもらえる」などの声が聞かれた。 

静岡式35 人学級編制により、小学校においては平均9.7 人、中学校においては

平均7.3 人の学級規模縮小が実現した。 

今後の取組 静岡式 35 人学級編制の継続及び充実を図るため、小規模小学校支援非常勤講師

等の成果と課題を明確にし、その運用や具体的な支援方法を検討する。 

 

（イ） 県立学校における教育環境の整備【再掲】 ⇒1３頁    

＜財務課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

 

  （６）特別支援教育の充実 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 83.6％ 

（Ｈ25） 

82.3％ 

 

小 90％ 

中 73.4％ 75.7％ 中 80％ 

「学校生活に満足している」と答

える児童生徒の割合（公立学校） 

高 68.4％ 75.5％ 高 80％ 

Ｃ 総 

（Ｈ25:参考） 

小 81.8％ 

 

77.9％ 

 

小 85％ 

中 85.2％ 75.9％ 中 90％ 

授業や学校行事、部活動等におい

て、自分の考えや成果を発表する

機会が与えられていると思う生徒

の割合 高   - ％ 73.5％ 高 90％ 

基準値

以下 
 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

幼  75.0％ 

（Ｈ25） 

76.5％ 

 

85％ 

小中 91.5％ 91.5％ 95％ 

特別な支援が必要な幼児児童生徒
のための個別の指導計画を作成し
ている学校等の割合 

高  18.6％ 19.8％ 60％ 

Ｃ 総 

（Ｈ24） 

小  90.4％ 

（Ｈ25） 

88.2％ 

 

95％ 

中   72.3％ 71.7％ 85％ 

特別支援教育に関する校内研修を
実施した割合 

高  56.5％ 53.9％ 75％ 

基準値

以下 
総 
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Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 多様な障害に応じた特別支援学校における教育課程の研究   ＜特別支援教育課＞ 

取組の内容 多様な障害に対応した効果的な教育課程の在り方を研究するため、静岡県立特別

支援学校（聴覚障害）における校内組織や教育課程等について、研究推進校におい

て試行的・実践的な取組を行います。 

取組の評価 多様なニーズに対する教育課程の編成や指導方法の改善・充実に向けた静岡県立

特別支援学校（聴覚障害）の研究は、人口内耳装用の子どもに視点を当てた指導の

充実を図るものとして、一人一人の発達に沿った系統的かつ計画的な個別の指導計

画の作成や自立活動の指導形態や指導内容を検討する機会となり、成果を上げるこ

とができた。 

今後の取組 すべての子どもの一人一人の力を最大限に伸ばすために、実態把握の方向や子ど

もの見方、課題達成に向けた指導方法の見直し、配慮事項の共通理解等の課題を解

決できるよう、研究や実践を行っていく。 

 

（イ） 特別支援学校の整備【再掲】 ⇒1４頁        ＜財務課・特別支援教育課＞ 

 

（ウ） 発達障害等のある生徒への支援の実施              ＜高校教育課＞ 

取組の内容 発達障害等のある高校生の自立と社会参加を促進するため、対象生徒を集めて行

う専門的支援を東･西部地区に加え中部地区においても実施します。また、各学校に

おける支援の充実策として、学校支援心理アドバイザーによる巡回相談や生徒向け

支援教材の活用を推進するための指導者研修を実施します。 

取組の評価 高等学校段階における発達障害等のある生徒について、各学校における支援の取

組を充実するため生徒向け支援教材を活用する指導者研修を実施した。また、対人

関係の構築に困難のある高校生を対象とした「コミュニケーションスキル講座」を

旧県立周智高等学校及び県立静岡中央高等学校の３つのキャンパスを会場に実施し

た。 

学校支援心理アドバイザーについては、拠点校派遣と重点派遣を実施した。県内

７地区にそれぞれ拠点校を置く拠点校派遣では、年間 37 件の巡回相談を行い、県

内 16 校に派遣した重点派遣では、年間 575 件の相談があり、専門的な見地から

助言を行った。 

今後の取組 各学校における支援を充実するため生徒向け支援教材を活用する指導者研修を継

続して実施する。また、対人関係の構築に困難のある高校生を対象とした「コミュ

ニケーションスキル講座」については、ニーズを考慮しながら充実を図る。 

学校支援心理アドバイザーについては、平成 27 年度は、巡回相談については引

き続き県内７地区にそれぞれ派遣し、重点派遣については 22 校に拡充して配置す

る。 

 

（エ） 特別支援学校の生徒の職業自立に向けた支援         ＜特別支援教育課＞ 

取組の内容 就職希望率や就職実現率の上昇を目指し、生徒のニーズや個性に合った実習先の

開拓や進路担当職員による進路指導の充実等を支援するため、他部局との連携を強



第２章 ライフステージの円滑な接続による人づくりの推進 

 

 52 

化します。 

取組の評価 特別支援学校生徒が社会自立・社会参加を目指し、職場適応力や社会生活力を養

うために、就業促進強化対策事業として、産業現場等における実習が円滑かつ充実

して行われるための事業者開拓やアフターケア、事業主を招いて行う学校見学会等

を実施した。 

今後の取組 県教育委員会が主催する進路指導連絡協議会と地区別の就業促進協議会の連携を

深め、情報交換や課題解決に向けての協議を深めていくとともに、就労先や現場実

習先を開拓するための就労促進専門員を拠点校に12 人配置する。 

 

（オ） 視覚障害乳幼児の発達支援                 ＜特別支援教育課＞ 

取組の内容 視覚に障害を有する乳幼児（０～２歳児）に対し、早期からの教育を通して感覚・

認知・運動などの発達を促すとともに、その保護者に対して、望ましい親子関係の

形成やよりよい育児方法を身に付けることを支援します。 

取組の評価 ３校で２人配置された相談員が、個別相談、母親教室、乳幼児・母親の交流会、

学校見学を通して、母子関係や障害受容についての指導・相談を実施した。幼児の

状態によっては、視力検査や他の支援機関の紹介も行った。 

今後の取組 視覚障害に関する相談が中心であるが、総合的な療育についての相談が増えてい

る現状から、指導者間の情報交換、医師や視能訓練士等の専門家、その他の外部機

関とも連携を密にしていく。 

 

（７）私立学校の教育の充実 

     

 

 

 

 

 

 

※文化・観光部の取組となります。 

（８）学校種間の連携の充実 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「学校生活に満足している」と答
える児童生徒の割合（私立高等学
校） 

（Ｈ24） 

72.0％ 

（Ｈ25） 

71.6％ 
80％ 

基準値

以下 
総 

特色化教育実施校比率（私立高等
学校） 

（Ｈ24） 

93.0％ 

（Ｈ25） 

95.3％ 
100％ Ａ 総 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 99.4％ 

（Ｈ25） 

99.1％ 

 

100％ 

中 98.3％ 97.7％ 100％ 

高 79.8％ 86.8％ 100％ 

教育活動の円滑な接続に向けて、
異なる校種との連携を行った学校
の割合 

特 93.9％ 100％ 100％ 

Ｂ  

（Ｈ25） 

小 96.6％ 

 

98.4％ 

 

100％ 

中 97.7％ 99.4％ 100％ 

高 98.9％ 98.9％ 100％ 

異なる校種の経験がある教員が在
籍する学校の割合 

特  100％  100％ 100％ 

Ａ  
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Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 小・中学校の教科の系統性を踏まえた指導力の向上        ＜義務教育課＞ 

取組の内容 小・中学校の教科の系統性を踏まえた指導力を向上するため、理科の研究協議会

を実施し、小・中学校における理科教育の系統性を確認します。また、小学校外国

語活動では中学校の英語科との円滑な接続を図るため、授業実践研修を実施します。 

取組の評価 理科の観察・実験指導力向上事業の初年度であった。授業参観と協議会をセット

にすることで、より実践的な研修会となった。３年間で少なくとも１回実施という

ことで、年度ごと予定地区を設定している。小学校外国語活動における授業実践研

修については、４年目を迎え、趣旨の周知が図られてきた。小学校外国語活動の授

業を参観することは、貴重な研修の機会となっている。 

今後の取組 小学校外国語活動における授業実践研修については、中学校教員は悉皆研修とな

った。また、小学校は参加したことのない教員の参加を原則としているので、より

裾野の広がりが期待できる。これにより、小中での接続がよりスムーズになること

が考えられる。指導力の向上には、研修の継続と参加者による伝達が不可欠となる

ため、円滑な接続に向け、長期的なスパンで研修を継続していく。 

 

（イ） 理科教育や職業教育等の充実【再掲】 ⇒4５頁         ＜高校教育課＞ 

 

  （９）青少年の健全育成に向けた環境整備 

     

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 青少年を取り巻く社会環境の整備                ＜社会教育課＞ 

取組の内容 青少年が安全にインターネットを利用できる環境を整備するため、青少年を取り

巻く有害情報環境対策を官民一体となって実施します。 

また、青少年の健全な育成を図るため、興行・図書類等の優良推奨や有害指定を

行うとともに、市町や関係機関・団体と連携し、立入調査や環境実態調査を行うな

ど、良好な環境を整備します。 

取組の評価 携帯電話やスマートフォンの使用時間等について家庭でルールをつくることを推

奨する「ケータイ・スマホルール」カレンダーを、県内小学校5 年生と中学校2 年

生の保護者全員に配布し、子どもと保護者のインターネット等を安全に利用する意

識の醸成を図った。また、「小中学校ケータイ講座」（144 件）や「大人のためのネ

ット安全・安心講座」（33 会場）を開催し、子どものインターネット使用に関する

最新情報やトラブル対策等について教職員や保護者へ情報提供し、トラブルの未然

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「青少年の健やかな育成のための
環境が整備されている」と感じる
人の割合 

（Ｈ25） 

27.6％ 
31.3％ 36％ Ａ 総 

地域の青少年声掛け運動参加者数 

（Ｈ24年度末 

累計） 

333,966人 

（Ｈ26年度末 

累計） 

356,647人 

累計 

385,000人 
Ｂ 総 
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防止に取り組んだ。【７９頁にも掲載】 

      また、興行・図書類等の優良推奨や有害指定を行うとともに、市町や関係機関・

団体と連携して立入調査や環境実態調査を行うことにより、青少年のための良好な

環境を整備した。 

さらに、「地域の青少年声掛け運動」について、声掛け運動アンバサダーに女優の

藤田弓子氏を委嘱し、啓発用ポスターやリーフレットの作成、各種広報誌による広

報、声掛け運動アンバサダーの講演などを実施した。 

今後の取組 ケータイ・スマホルールについて効果的な広報を行うため、「ケータイ・スマホル

ール」カレンダーを現在の課題に対応した内容に見直すとともに、小中学生、教職

員、PTA を対象にした使い方講座等を実施する。また、学校や地域において活動し、

携帯電話やスマートフォンの使用における家庭でのルールづくりの必要性やインタ

ーネット等の安全な利用についてアドバイスする「ふじのくに『ケータイ・スマホ

ルール』アドバイザー」の養成や青少年問題協議会においてケータイ・スマホの利

用における課題について協議するなど、トラブルの未然防止につなげていく。【７９

頁にも掲載】 

青少年の健全な育成を図るため、興行・図書類等の優良推奨や有害指定を行うと

ともに、市町や関係機関・団体と連携し、立入調査や環境実態調査を行うなど、良

好な環境を整備する。 

また、「地域の青少年声掛け運動」について、県民参加型の運動として幅広く展

開していくため、藤田弓子氏を「声掛けアンバサダー」として委嘱し、市町等との

協働による基調講演の開催などにより、声掛け運動の拡大を図っていく。 

 

（イ） 困難を有する子ども・若者の支援体制の整備      ＜高校教育課・社会教育課＞ 

取組の内容 ニート、ひきこもり、不登校等の困難を有する子ども・若者の社会的自立や社会

参加を支援するため、市町及び公的支援機関・民間支援団体とともに、総合的な支

援体制の整備を推進します。 

また、高校生相当年齢から 30 歳代までの「社会的ひきこもり」傾向にある青少

年の円滑な社会復帰及びその家族を支援するため、カウンセリング機能とフリース

ペース機能を備えた交流スペース「アンダンテ」を開設・運営します。 

経済的に就学が困難な高校生に対し、授業料に充てるための高等学校就学支援金

や奨学のための給付金を給付することにより、高等学校における教育に係る経済的

負担の軽減を図ります。 

取組の評価 平成 26 年度入学生から、経済的に就学が困難な高校生等に対し就学支援金や給

付金を給付し、高校生等の就学に関する支援体制を整備した。 

      支援機関を紹介する「ふじのくにi(アイ）マップ2013」を2015 年版に更新し

て支援機関や支援団体、学校等に配布した。また、ニート、ひきこもり、不登校等

の困難を有する子ども・若者及びその家族を支援するため、開催地の市との共催に

より東部、中部、西部で各１回、合同相談会を実施し、516 件の相談を受けた。開

催にあたっては、公的支援機関・民間支援団体等と連携し、総合的な支援体制の構

築が図られた。 
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交流スペース「アンダンテ」と、県ひきこもり支援センターや静岡市精神保健福

祉センター、NPO 等の民間団体との連携を強化し、相談者の実情に応じた支援機関

を紹介できるよう取り組んだことにより、相談対応の幅が広がり、親の会に参加す

る保護者も増加した。 

今後の取組 平成 27 年度は、補習等のための指導員派遣事業により、生徒の基礎学力の定着

及び学習意欲の向上並びに就学の継続を図るため、外部支援員を派遣し、高等学校

の教育活動全般を支援するとともに、引き続き、就学支援金や給付金を給付し、経

済的に修学が困難な生徒を支援する。 

困難を有する子ども・若者支援合同相談会の開催時に、公的支援機関や民間支援

団体等との交流会を持つなどして連携を深め、支援体制の強化を図る。静岡県子ど

も・若者支援ネットワークを中心に、情報共有を図り、全庁体制での支援に取り組

む。引き続き、交流スペース「アンダンテ」と県引きこもりセンター等関連団体と

が相互の特性を活かせるよう連携を強化していく。また、関係部署や他団体と、ひ

きこもりの状況や状態に合わせた支援ができる体制の整備に関する研究会を実施す

る。 

 

（ウ） 青少年指導者の養成及び認定                    ＜社会教育課＞ 

取組の内容 青少年の健全育成に携わる青少年指導者の養成を図るため、一定の基準を設けて

級位認定をするとともに、市町やＮＰＯ等の団体での活用に向けた取組を行います。 

また、野外活動で活躍する青少年指導者の養成を図るため、県立青少年教育施設

を活用して、指導者として必要な知識・技術を習得する研修会を実施します。 

取組の評価 県立青少年施設や各市町・諸団体が実施する青少年指導者養成事業において、

2,823 人の指導者を認定した。市町やNPO 法人等に対し、養成した指導者が活動

できる場の提供を促し、活動の場が増加した。専門的な知識や技能を身につけた指

導者を活用するため、活動の場を増やしていく必要がある。 

今後の取組 引き続き、指導者の養成を進め、年間 3,000 人の認定を目指す。また、指導者

同士のネットワークづくりを進め、市町やＮＰＯ等での指導者の活用を図る。 

 

（エ） 青少年活動実施団体への支援                   ＜社会教育課＞ 

取組の内容 次代を担う心身ともにたくましい青少年の健全育成を図るため、青少年団体が実

施する指導者養成事業を支援します。 

取組の評価 青少年の健全育成における指導者を確保するため、ボーイスカウトやガールスカ

ウト、子ども会連合会等、県域で活動する団体が実施する指導者養成研修等の開催

を支援したことのより、青少年指導者の確保と資質向上が図られた。 

今後の取組 引き続き、青少年の健全育成のため、青少年団体が実施する指導者養成事業を支

援していく。 

 

（オ） 日中青年リーダーの交流推進             ＜教育政策課・社会教育課＞ 

取組の内容 日中青年の相互理解と信頼関係を深め、発展的協力関係を築くため、県内の経済、

産業、教育、行政等各分野の青年代表と、中国浙江省の青年団体幹部との交流を推
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進します。 

取組の評価 日中青年が各分野の代表として、浙江省と静岡県で相互交流を行った。日中相互

でホームステイを行い、ホームステイのパートナーだけではなく、その家族や友人

にも交流が広がった。参加後のアンケートでは、参加者満足度は96.5％と高評価を

得た。 

今後の取組 引き続き、経済、産業、教育、行政等各分野の代表である日中青年が、浙江省と

静岡県で相互交流を行う。双方の青年が今後発展的な関係を築くために、意見交換

の場を設定する。 

 

３ 高等教育の充実 

         公立大学法人への支援の充実のほか、大学間及び大学・地域連携の促進などにより、

高等教育機関の教育・研究機能の充実とその成果の地域還元を進めるとともに、留学生

支援の推進により世界に貢献するグローバル人材の育成を促進するなど、魅力ある高等

教育・学術の振興を目指す。 

  （１）公立大学法人への支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

※文化・観光部の取組なります。 

 

  （２）高等教育機関の教育・研究機能の充実とその成果の地域還元 

 

 

 

 

 

 

 

※文化・観光部の取組となります。 

 

 

 

 

 

 

（参考）成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「大学の教育内容に満足してい

る」と答える大学生の割合（静岡

県立大学・静岡文化芸術大学） 

（Ｈ25） 

81.1％ 

（Ｈ27） 

Ｈ28.1月 

公表予定 

85％ － 総 

学生が希望する進路への就職・進

学率（静岡県立大学・静岡文化芸

術大学） 

（Ｈ24） 

97.4％ 

（Ｈ25） 

97.7％ 
100％ Ｃ 総 

（参考）成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「大学の教育内容に満足してい

る」と答える大学生の割合 

（Ｈ25） 

79.2％ 

（Ｈ27） 

Ｈ28.1月 

公表予定 

85％ － 総 

県内の高等教育機関が行った受託

研究・共同研究の件数 

（Ｈ24） 

693件 

（Ｈ25） 

655件 
750件 

基準値

以下 
総 
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  （３）留学生支援の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※文化・観光部の取組となります。 

 

４ 成年期以降の教育の充実 

    成年期以降の学びの支援やこれからの社会を支える人づくりに取り組む。  

（１）学習環境や学習内容の充実 

     

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 学びの「宝箱」の活用                      ＜社会教育課＞ 

取組の内容 地域の人材活用を促進するため、退職教員、芸術家、スポーツ指導者等の人材情

報をデータベース「学びの『宝箱』」に登録し、学校等に情報を提供します。 

取組の評価 年度当初に全市町及び学校に活用を促し、年度末には定年退職予定の教員に人材

情報の登録を依頼した結果、新たに延べ16 人の情報が登録された。 

今後の取組 引き続き、市町及び学校にデータベースの活用を促すとともに、退職予定の教員

等に登録を呼びかけ、データベースの充実を図る。 

 

（イ） しずおか県民カレッジ連携講座の充実【再掲】 ⇒１１頁   

                           ＜社会教育課・総合教育センター＞ 

 

（ウ） 県立中央図書館の機能や資料の充実【再掲】 ⇒1２頁  

＜社会教育課・県立中央図書館＞ 

 

 

（参考）成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

県内高等教育機関から海外への留

学生数 

（Ｈ24年度） 

620人 

（Ｈ25年度） 

861人 
700人 

目標値

以上 
総 

外国人留学生数 
（Ｈ25年５月） 

1,217人 

（Ｈ26年５月）

1,030人 
2,500人 

基準値

以下 
総 

外国人留学生数の増加率・留学生数 

 中国・韓国 

  

 東南アジア・南アジア 

 

（Ｈ25年５月） 

903人 

 

250人 

 

（Ｈ26年５月） 

△21％ 

709人 

＋５％ 

262人 

＋100％・ 

1,806人 

＋30％・ 

325人 

Ｃ 総 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「それぞれのライフステージで、
学習へのニーズに応じた支援がさ
れている」と感じている人の割合 

（Ｈ25） 

37.0％ 
40.6％ 43％ Ａ  

１年間に図書館を利用した人の割
合 

（Ｈ25） 

42.6％ 
40.5％ 53％ 

基準値

以下 
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（２）キャリアアップに向けた職業教育の充実 

     

 

 

 

 

 

 

※経済産業部の取組となります。 

 

（３）社会参画に向けた教育・支援の充実 

  

 

 

 

 

 

 

※健康福祉部、経済産業部の取組となります。 

（参考）成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「誰もが働くことのできる環境が
整っている」と感じている人の割
合 

（Ｈ25） 

31.4％ 
36.7％ 38％ Ａ  

技能検定合格率 
（Ｈ24） 

47.9％ 

（Ｈ25） 

48.3％ 
55％ Ｃ 総 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「誰もが社会参画できる環境が整

っている」と感じている人の割合 

（Ｈ25） 

39.6％ 
40.9％ 45％ Ｂ  

障害者雇用率 
（Ｈ24） 

1.65％ 

（Ｈ26） 

1.80％ 
２％ Ｂ 総 
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第３章 社会総がかりで取り組む人づくりの推進 

 

 

 

 

 

 【成果指標の進捗状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値以上 Ａ Ｂ Ｃ 基準値以下 － 計 

０ ２ ３ ２     ２     ０   ９ 

【目標】 

「有徳の人」を「横の連携」で育むため、学校・家庭・地域の連携・協働による社会全体の

教育力の向上に向けた施策を推進する。 

【総括評価】 

○コミュニティ・スクール導入促進に向けて「地域とともにある学校づくり」検討委員会が

設置され、答申が出されたほか、学校支援地域本部に関係する学校数も増えた。また、学

校においてＮＰＯや企業をはじめとする外部人材の活用に向けた取組も増すなど、社会総

がかり、地域総ぐるみでの教育の実施に向けた取組は、前進しつつある。 

○「有徳の人」を「横の連携」で育む施策については、社会の大きな変化の中で、より一層、

有意な人材の参画も仰ぎ、学校、家庭、地域の連携を強化し、関係する方々がそれぞれの

役割を担い、一体となって地域総ぐるみで取り組んでいく必要がある。このためには、関

係する方々が人づくりの目標を共有し、活動の成果を評価し合い、一体となった取組を実

践することが不可欠である。  

 

【平成26年度 教育行政の基本方針】 

３ 社会総がかりで子どもたちを育む環境づくりの推進に向けて 

(1) 学校・家庭・地域の連携を強化するため、学校支援地域本部の設置や地域の実態

に応じたコミュニティ・スクールの導入を促進するなど、地域に開かれた学校づく

りに努めます。 

【成果と課題】 

○有識者会議「地域とともにある学校づくり」検討委員会を６回開催し、提言をまと

め、教育委員会と知事に報告した。また、有識者会議の御意見や県外視察等によっ

て、コミュニティ・スクールの導入に向けて県としての施策を準備することができ

た。 

○開かれた学校づくりに関して「地域とともにある学校づくり研修」を、学校と地域

の連携についてリーダー的な役割を期待される教職員を対象として実施した。参加

者からは、地域と学校の連携の意義や効果について理解できたという声がある一

方、より具体的な事例の紹介を求める意見が多かった。 

○学校教育の充実と地域全体の教育力向上を図る学校地域支援本部については、研修

会での実例紹介等により、学校支援地域本部に関係する学校数は26 校増加した。
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１ 連携・協働による学校教育の充実 

    家庭や地域、ＮＰＯ等との連携・協働による学校教育の充実に取り組む。 

（１）学校と家庭・地域との連携・協働の充実 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 95.7％ 

（Ｈ25） 

95.0％ 

 

小 100％ 

中 71.1％ 80.9％ 中 100％ 

高 53.0％ 60.5％ 高  81％ 

外部人材（ＮＰＯ、企業は除く）を教

育活動で活用した学校の割合 

特 87.9％ 94.3％ 特 100％ 

Ｂ  

「通学合宿」の実施箇所数 
（Ｈ24） 

162か所 

（Ｈ26） 

139か所 
190か所 

基準値

以下 
 

 

【今後の施策展開】 

○外部人材のＣＳディレクターを配置した推進地域の支援を行うとともに、有識者

や推進地域の担当者等で構成する、「しずおか型コミュニティ・スクール推進会

議」を開催し、静岡県に合ったコミュニティ・スクールの形を協議する。 

○開かれた学校づくりに関する研修を、一部見直しを含めながら継続していく。平

成27 年度については「地域とともに歩む学校づくり」と名称変更し、県内の先

進的な地域と学校の事例紹介を盛り込んだ。 

○学校支援地域本部の設置を促進するため、市町担当者等への研修と地域コーディ

ネーターの養成を実施する。 

 

(2) ＮＰＯや企業等との連携・協働による外部人材を活用した教育活動の充実に努め

るとともに、企業等に支援を求めながら、社会全体でキャリア教育を推進します。 

【成果と課題】 

○高校生の社会貢献活動の推進や自らのアイディアを地域に向けて発信する機会

の充実として、「高校生ひらめき・つなげるプロジェクト」に多くの高校生が参

加し、地域の活性化に貢献するアイディアが提案された。 

○就職指導・支援に向けた雇用環境は改善されてきているが、引き続き、厳しい就

職環境におかれた高校生を支援する必要がある。 

【今後の施策展開】 

○高校教育への民間活力の導入促進に向け、引き続き、産業界から特別教諭２人を

招聘するとともに、各学校においては、企業や研究機関等から講師を招聘するな

どして、産業教育の充実を図る。 

○日本の次世代リーダー育成研修として、平成 27 年度においても、「日本の次世

代リーダー養成塾」に県内高校生10 人を派遣する。 
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Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 学校運営協議会制度の導入に向けた取組への支援         ＜義務教育課＞ 

取組の内容 保護者や地域住民の声を直接学校運営に反映させるなど、保護者・地域・学校・

教育委員会が一体となって、地域に開かれた、地域とともにある学校づくりを進め

るため、文部科学省指定研究校の取組を他市町に情報提供するとともに、コミュニ

ティ・スクールの研究を深め、各市町教育委員会の課題に応じた学校運営協議会制

度導入に向けた取組への支援をします。 

取組の評価 地域の方の要望もあり、社会教育課が行っている「学校・地域の連携推進研修会」

において、コミュニティ・スクールの説明を５つの地域において、行うことができ

た。参加者は、市町教育委員会・学校・学校支援関係者で、それぞれの立場での話

を聞く良い機会とすることができた。 

今後の取組 「しずおか型コミュニティ・スクール推進事業」を実施する。CS ディレクター

を配置した３市（富士市・御前崎市・磐田市）をモデル地域とし、市教育委員会訪

問をしながら支援を進め、そこで調査・研究を行い、各種研修会、フォーラム等で

県内へ啓発していく。来年度の導入を予定している市町教育委員会との連携も図り

ながら、学校運営協議会制度導入に向けた取組を支援する。 

 

（イ） コミュニティ・スクール研究協議会の開催【新規】         ＜義務教育課＞ 

取組の内容 市町教育委員会における学校運営協議会制度導入推進のため、学校運営協議会制

度導入地域における実践報告等を研究協議会で行います。 

取組の評価 ４月から有識者会議「地域とともにある学校づくり」検討委員会を立ち上げ、６

月から３月までに、６回の協議を行い、様々な立場の方から貴重な意見をいただく

ことができた。さらに３月に提言をまとめ、それを知事に報告した。 

今後の取組 「しずおか型コミュニティ・スクール推進事業」の１つとして、調査・研究を行

うことを目的とした「しずおか型コミュニティ・スクール推進会議」を行う。有識

者、推進地域の関係者に入っていただき、静岡県に合ったコミュニティ・スクール

の形を協議する。また、推進地域や県外の推進地区を視察し、調査・研究機能を高

めていく。 

 

（ウ） コミュニティ・スクールの研究と成果の発信【新規】        ＜義務教育課＞ 

取組の内容 市町教育委員会における地域とともにある学校づくりを推進するため、コミュニ

ティ・スクールを研究し、学校運営協議会制度を導入・試行する市町教育委員会の

支援をしながら、その成果や課題を整理してWEBサイト等により情報発信します。 

取組の評価 「地域とともにある学校づくり」検討委員会の聴講を、市町教育委員会に広報し

た。また、年度末にまとめた提言を知事に報告するとともに、記者提供を行い、県

民等に広報した。 

今後の取組 事業の中に各種研修会を予定しているので、市町教育委員会や学校管理職、外部

人材等に、一歩進んだ地域連携を広報し、コミュニティ・スクールについて啓発活

動を進める。また、６月に研修会、11 月にフォーラムを開催する。情報発信は昨年

度同様、成果や課題を整理してWEB サイト等で行っていく。 
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（エ） 地域における通学合宿の推進                   ＜社会教育課＞ 

取組の内容 子どもの生活体験の拡大や、責任感・協調性・規範意識・忍耐力等の育成のため、

自治会、子ども会、老人会、ＰＴＡ等の地域の教育力を結集して、異年齢集団によ

る宿泊を伴った共同生活を行う「地域における通学合宿推進事業」を実施します。 

取組の評価 通学合宿の推進を図るため、実践事例や防災教育への取組を紹介したリーフレッ

トやマニュアルの配布、実施を検討している団体へのアドバイスや団体が主体的に

企画・運営できるようサポートを行ったが、前年度より５箇所少ない 139 箇所で

の実施となった。 

実施団体の実行委員や指導者の高齢化等により、実施できなくなる団体が増加し

ており、地域における後継者育成や、学生ボランティア（合宿卒業生を含む）を活

用する取組が必要である。 

今後の取組 通学合宿実施箇所の拡大を図るため、ＰＴＡ、自治会、老人会等に加え、ボーイ

スカウトや子ども会等に積極的に協力を呼びかける。また、引き続き、実施団体同

士の意見交換の機会となる推進研修会を県内２会場で開催し、指導者を養成すると

ともに、リーフレットの配布等による事業の広報を実施する。 

 

（オ） 学校支援地域本部設置の推進                  ＜社会教育課＞ 

取組の内容 学校教育の充実と地域全体の教育力の向上を図るため、運営委員会、地域コーデ

ィネーター、学校ボランティアからなる学校支援地域本部の設置を促進し、学校・

家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育む体制づくりに努めます。 

取組の評価 学校支援地域本部は18市町で44本部が設置され、対象校は153校となった。

「学校・地域の連携推進研修会」（県内５箇所：参加者172 名）での、実施市町の

運営状況や充実した支援の実例紹介等により、関係学校数は前年度から 26 校の増

加となった。また、学校支援地域本部の核となって活躍する地域コーディネーター

を育成するため、「地域コーディネーター養成講座」を県内２箇所で実施し、38 名

が修了した。今後、地域コーディネーターの存在が学校支援地域本部設置の鍵とな

るため、継続してコーディネーターの育成を行っていく必要がある。 

今後の取組 学校と地域の連携体制を構築し、学校支援地域本部の設置を促進するため、「学

校・地域の連携推進研修会」と「地域コーディネーター養成講座」を継続して実施

し、地域の子どもは地域で育てる機運の醸成を図る。 

 

（エ） 放課後子ども教室の設置の推進                  ＜社会教育課＞ 

取組の内容 子どもの安全な活動拠点（居場所）づくりを推進するため、地域の大人の参画を

得て、放課後や週末等に小学校や公民館等を会場として、子どもを対象としたスポ

ーツ・文化活動などの体験活動、地域住民との交流活動、学習活動等の機会を設け

ます。 

取組の評価 放課後子ども教室は 22 市町（市町単独実施を含む）で 137 教室が実施され、

昨年度より 13 校増加した。また、放課後子ども教室を安全に運営する教育活動サ

ポーターを育成するため「放課後子ども教室安全管理研修」（47 名参加）を実施し、
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資質向上を図った。放課後子ども教室の安全な運営が教室実施の推進につながるた

め、教育活動サポーターの資質向上を引き続き図っていく必要がある。 

今後の取組 「放課後子ども教室安全管理研修会」を年１回実施し、教育活動サポーターの資

質向上を図る。また、「学校・地域の連携推進研修会」を学校支援地域本部と合同実

施し、学校支援地域本部と連携した総合的な学校支援体制の構築を図る。 

 

（２）学校とＮＰＯ等との連携・協働の充実 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 地域の自然や特色を生かした活動の推進【再掲】 ⇒3５頁 

＜義務教育課・高校教育課＞ 

 

（イ） キャリア教育の充実に向けた支援【再掲】 ⇒４７頁 

＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

 

（ウ） 「ふじのくにゆうゆうｎｅｔ」の活用促進【再掲】 ⇒１０頁 

＜社会教育課・総合教育センター＞ 

 

２ 連携・協働による家庭教育・社会教育の充実 

 地域やＮＰＯ等との連携・協働による家庭教育・社会教育の充実に取り組む。 

（１）家庭・地域とＮＰＯ等との連携・協働の充実 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 56.8％ 

（Ｈ25） 

小 57.5％ 

 

小 80％ 

中 46.8％ 中 45.7％ 中 70％ 

高 46.1％ 高 57.9％ 高 70％ 

地域のＮＰＯや企業等の外部人材を教

育活動で活用した学校の割合 

特 81.8％ 特 85.7％ 特 90％ 

Ｂ 総 

「ふじのくにゆうゆうnet」情報提

供団体数 

（H24） 

548団体 

（H26） 

554団体 
600団体 Ｃ  

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「自分の住んでいるまちが子ども

を生み、育てやすいところ」と感

じている人の割合 

（H25） 

57.2％ 
53.3％ 

（H30） 

80％ 

基準値

以下 
総 

「しずおか子育て優待カード事

業」協賛店舗数 

(H25.3) 

6,263店舗 

(H26.3) 

6,520店舗 
7,500店舗 Ｂ 総 

ふじさんっこ応援隊の参加団体数 ― 
(H25) 

970団体 

（H26 新) 

1,100団体 

（現) 

1,000団体 

Ａ 総 
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Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 地域の家庭教育支援の充実                   ＜社会教育課＞ 

取組の内容 親の悩みや不安の深刻化を防ぎ、自信を持って子育てができるようにするため、

悩みの共有や相談、情報交換等、話し合いが深まることにつながる家庭教育ワーク

シートの活用を推進し、親同士で仲間づくりができる環境を整え、家庭教育を地域

で支援する気運を高めていきます。 

取組の評価 家庭教育ワークシート「つながるシート（未来の子育て世代版、乳幼児版、シニ

ア版）」を追加作成し、すべての世代の親が安心して家庭教育が行えるよう支援環境

を整えた。また、家庭教育支援条例の広報用ポスター及びリーフレットを作成し、

市町や子育て支援センター、企業等に配布することにより、家庭教育を地域で支援

する気運を高めた。 

今後の取組 親同士の仲間づくりや、相談し合える環境を整えるため、「家庭教育支援員養成研

修」（全２回受講）を実施して家庭教育支援員を養成するとともに、各市町に家庭教

育支援員を核とした「家庭教育支援チーム」を組織する。 

 

  （２）家庭・地域と行政との連携・協働の充実 

     

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 学校支援地域本部設置の推進【再掲】 ⇒６２頁         ＜社会教育課＞ 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

地域で子どもを育む活動に積極的

に参加した人の割合 

（Ｈ25） 

9.1％ 
9.6％ 20％ Ｃ 総 

ボランティア活動に参加した人の

割合 

（Ｈ25） 

16.1％ 
23.1％ 25％ Ａ  
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 第４章 生きがいや潤いをもたらす文化・スポーツの振興 

 

 

 

 

 

【成果指標の進捗状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値以上 Ａ Ｂ Ｃ 基準値以下 － 計 

０ １ ０ １     ７     １   10 

【目標】 

余暇を活用するなどして、生活に潤いを持ち、人生をよりよく生きる「有徳の人」を育むため、

文化・スポーツの振興に向けた施策を推進する。 

【総括評価】 

○文化財の調査･保存･修理、災害時における文化財等救済体制の整備は着実に推進されてき

ている。しかしながら、文化財等の持つ歴史的、自然的意義から、学校、市町、民間等と

連携しながら、さらなる普及・公開等による活用に努め、県民の文化財等への意識を醸成

していくことが必要である。 

○県民が広くスポーツに親しむ機会の充実や競技力の向上に努めてきたが、ライフステージ

に応じたスポーツの推進と競技力の向上についての成果指標は、目標値を下回るものであ

り、取組の抜本的な工夫・改革が必要である。このため、スポーツの果たす健康上の意義・

効果を前面に位置づけて、各種イベントの開催等を通じてスポーツを始めたり、親しんだ

りする機会を提供するとともに、関係団体等との連携やトップアスリート等の人材活用を

進め、指導者の養成と選手の育成･強化、運動部活動の強化支援を実施する。 

 

【平成26年度 教育行政の基本方針】 

４ 文化財の保護・活用とスポーツに親しむ環境づくりの推進に向けて 

(1) 文化財に誇りと愛着を持つ県民意識を醸成するため、富士山をはじめ、県民の歴史

的・文化的資産である文化財の適切な保護に努めるとともに、公開・活用を推進しま

す。 

【成果と課題】 

○文化財の調査や保存・修理などを着実に推進するとともに、これまで以上に文化財ク

ローズアップ等を通じて文化財の活用を図る施策の充実が求められる。 

【今後の施策展開】 

○地域の文化財を保護し、未来に確実に継承するために、市町及び文化財所有者に対し

て助成を行い、文化財の適切な保存を図る。 
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○県民の文化財への関心をより一層高めるために、各種の普及・公開活動、文化財

救済支援員（ボランティア）養成講座等を充実させ、各市町主催事業との連携を

図りながら、官民一体となって文化財保護に取り組んでいく。さらに、埋蔵文化

財の常設展示・巡回展示のほか考古学セミナーや講演会を行うとともに、引き続

き、小中学校等と連携し、各種の講座や出前授業、体験学習を行い、子どもたち

が文化財に興味を持つ機会を提供していく。 

 

(2) 東京で開催されるオリンピックに向けて、競技団体との連携を強化し、県民に夢

を与えるトップアスリートを育成します。 

【成果と課題】 

○県内トップレベルにある選手の支援強化など選手の成長を見据え、一貫した指導

が行われる体制づくりを進めるとともに、県体育協会、各競技団体との連携を深

め、選手への強化支援を行った。 

【今後の施策展開】 

○県内トップレベルにある選手の支援強化など選手の成長を見据え、一貫した指導

が行われる体制づくりを進めるとともに、県体育協会、各競技団体との連携を深

め、選手への強化支援を、引き続き、実施していく。また、全国トップを目指す

運動部活動の強化指定校を拡充し、ジュニア世代の強化を図るため、学校体育団

体とも連携を深め、運動部活動への強化支援を、引き続き、実施していく。 

 

(3) 県民が多様な形でスポーツに関わることができるよう、スポーツ施設の充実や

スポーツ交流の促進など、スポーツに親しむ環境づくりを推進します。 

【成果と課題】 

○成人の週１回以上のスポーツ実施率については、前年度から減少した。また、「ス

ポーツを通じた交流が行われている」と答える県民の割合についても、前年度か

ら減少した。スポーツ交流の状況や交流体制が市町によって様々で、地域差があ

る状況となっていることが影響していると想定される。 

【今後の施策展開】 

 ○スポーツに親しむ環境づくりを進めるためには、スポーツを実施しない理由を踏

まえた方策を検討していくことが必要である。今後も「ふじのくにスポーツ推進

月間」等を実施するとともに、スポーツを始めるきっかけづくりの促進を図るた

め、地域や競技団体等と連携し、利用者数の増加が見込める大会やイベントを実

施していく。 
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１ ふるさと“ふじのくに”の多彩な文化の創出と継承 

    豊かな感性や人間性を育む文化活動の振興とともに、歴史的、文化的遺産である文化

財を保護・活用し、今に生きる人々の学びの源泉とするため、文化財を「守る、育てる、

つなげる」ことに取り組む。 

（１） 地域の多彩で魅力的な文化の創造と発信 

 

 

 

 

 

 

 

 ※文化・観光部の取組となります。 

 

  （２）文化財の保存・活用と未来への継承 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 文化財の調査                ＜文化財保護課・埋蔵文化財センター＞ 

取組の内容 地域の大切な文化遺産である文化財を保護し、未来に確実に継承するため、伊豆

地域の石丁場遺跡の調査、県内遺跡の確認調査、記録保存のための本発掘調査、国

及び県指定文化財や埋蔵文化財に係る巡回調査、特別天然記念物カモシカの特別調

査等の取組を実施します。 

取組の評価 伊豆石丁場遺跡調査では、東海岸の詳細な踏査を実施するとともに伊豆西海岸や

沼津地区に存在する石丁場が新たに確認でき、文献資料と合わせた調査報告書を刊

行し、知見の拡大を図ることができた。 

また、指定文化財や埋蔵文化財の巡回調査を年２回ずつ行うことにより、第三者

による文化財の状況確認ができ、保護の補完的な役割を果たすことができた。 

特別天然記念物カモシカについては、特別調査を行い生息状況の把握を行った。 

今後の取組 神楽調査は、学術的な文化財的価値を明らかにするため、芸能、古文書、楽器等

の調査を引き続き行い、報告書を作成する。 

伊豆石丁場遺跡調査は、平成 27 年度中に調査報告書（資料編）を発刊し、国の

史跡指定につなげる。また、新規事業として中近世墓の調査を3 年計画で行う。 

特別天然記念物カモシカについては、引き続き、長野･山梨県と三県合同の特別調

（参考）成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

１年間に芸術や文化を鑑賞した人
の割合 
１年間に芸術や文化の活動を行っ
た人の割合 

（Ｈ24年）
63.3％ 

（Ｈ24年） 
20.2％ 

今後、公表予定 
90％以上 

 
50％以上 

― 総 

県内で活動するアートＮＰＯの団
体数 

（Ｈ24） 
263団体 

（Ｈ25） 
272団体 

350団体 Ｃ 総 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

文化財に関心のある人の割合 
（Ｈ25） 

71.7％ 
70.8％ 75％ 

基準値

以下 
総 

国・県指定文化財の新指定件数 

（Ｈ21～25 

5年平均） 

５件 

（Ｈ26年度） 

４件 
年５件以上 

基準値

以下 
総 
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査を実施し、報告書を刊行する。 

 

（イ） 文化財の保存・修理や埋蔵文化財調査等への助成         ＜文化財保護課＞ 

取組の内容 県内に所在する国及び県の指定文化財や埋蔵文化財の保存と活用を図り、後世に

継承するため、文化財の保存・修理事業及び埋蔵文化財調査事業等を実施する市町

や文化財所有者等に対して助成します。 

取組の評価 指定文化財の保護のため、修理費や防災施設設置費用の一部を負担することで、

所有者や保存管理団体の負担を軽減し、指定文化財の保護につなげた。 

また、埋蔵文化財の発掘調査費用の一部を補助することで、個人住宅建設等にお

いて、一般県民に過度の費用負担を求めることなく埋蔵文化財の保護を図ることが

できた。 

今後の取組 引き続き、｢静岡県補助金等交付規則」、｢静岡県文化財保存費補助金交付要綱」、｢指

定文化財管理事業費補助金交付要綱」により、規定の範囲内で市町及び文化財所有

者に対して助成を行い、適正な文化財の保存・修理及び活用を図る。 

 

（ウ） 文化財等救済の体制整備                    ＜文化財保護課＞ 

取組の内容 大規模災害時における被災文化財等救済の体制を整備するため、静岡県文化財等

救済ネットワーク会議を開催するとともに、救済活動に関わるボランティア「静岡

県文化財等救済支援員」を養成します。 

取組の評価 静岡県文化財等救済ネットワーク会議の一環として、シンポジウム「記憶をつな

ぐ－災害の歴史を知り・伝えるために－」を開催した。また、「静岡県文化財等救済

支援員」の養成を継続的に行った結果、現在の登録者は約270 人と増加した。 

今後の取組 「静岡県文化財等救済支援員」が災害時により迅速に、効果的に活動できるよう、

「静岡県ふじのくに災害ボランティアコーディネーター」との協力体制を構築する。

また、支援員の資質向上のため、文化財知識を学習するための「ステップアップ講

座」を開催する。 

 

（エ） 文化財クローズアップの実施                    ＜文化財保護課＞ 

取組の内容 県民が、楽しみながら気軽に文化財と触れ合い、学習できる機会を提供するため、

各市町と連携して文化財の公開、実演、シンポジウム等を、文化財クローズアップ

として開催します。また、文化財に対する県民の関心を高めるため、しずおか文化

財ウィーク推進事業を展開し、各市町が主催する事業との相乗効果を図ります。 

取組の評価 11 月上旬の「しずおか文化財ウィーク」では、県内各地の文化財所有者や団体

等が50 の公開活用事業を開催し、延べ107,279 人が参加した。また、県内初の

重要伝統的建造物群保存地区に選定された焼津市で、文化財ウォークとシンポジウ

ムを開催し、290 人の参加を得た。 

今後の取組 県民が、楽しみながら気軽に文化財と触れ合い、学習できる機会を提供するため、

引き続き、シンポジウムや文化財見学事業を「文化財クローズアップ」として開催

し、同時にしずおか文化財ウィーク推進事業を展開し、各市町や所有者が主催する

事業との相乗効果を図る。 
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（オ） 民俗芸能フェスティバルの開催                ＜文化財保護課＞ 

取組の内容 県内の民俗文化財の継承を推進し、ふるさと文化の創出に結び付けるため、県内

各地に連綿と引き継がれる民俗芸能の素晴らしさを紹介し披露する、静岡県民俗芸

能フェスティバルを開催します。 

取組の評価 7 月 20 日に熱海市で開催された民俗芸能フェスティバル「夏空に舞う～国指定

重要無形民俗文化財・遠江森町の舞楽～」では、専門家の解説を交え、伝統芸能の

素晴らしさを披露することで、演者や来場者（480 人）に伝統芸能の素晴らしさを

堪能してもらうことができた。 

今後の取組 文化財保存協会と連携し、県内の民俗芸能を解説を交えながらわかりやすく紹介

するイベントを開催する。 

（カ） 埋蔵文化財の公開の充実・出土文化財の適正な管理     ＜埋蔵文化財センター＞ 

取組の内容 県民の文化財への関心を高め、地域固有の文化財に誇りと愛着を持つ県民意識を

醸成するため、埋蔵文化財の常設展示を充実させるとともに、県内での巡回展や考

古学セミナー・歴史講演会を開催します。また、出土文化財の適切な管理と一層の

活用を図るため、埋蔵文化財センターと保管庫の移転・集約化の準備を進めます。 

取組の評価 常設展示は、「よりわかりやすく」をコンセプトに解説パネル等の改善を一部実施

した。巡回展示は初めて東部地域で開催したが、地元市教育委員会等と連携し、学

校・学年単位や社会教育講座での見学など、見学者の幅を広げた。また、考古学セ

ミナーは講座と関連した現地見学を行うなど、内容・会場等を見直した結果、参加

者がほぼ倍増した。これらにより、県民の文化財への関心を高めることができた。 

保管庫の移転については、磐田保管庫を完了させた。 

今後の取組 平成27 年度も同様の取組を行う。巡回展示は未実施地域である中部地区で行い、

セミナーは参加者等の意見を反映し、改善を図る。 

また、保管庫の移転・集約については計画に沿って進める。 

 

（キ） 発掘体験講座等の開催                    ＜埋蔵文化財センター＞ 

取組の内容 文化財を適切に後世に伝える埋蔵文化財保護の業務に対する県民の理解を促進す

るため、発掘調査や出土文化財の保存処理などの具体的な体験の機会を提供します。 

取組の評価 技術体験講座として、３回シリーズで保存処理の実技体験、発掘調査体験を行っ

た。文化財保護に必要不可欠ながら、日頃は目にする機会が少ない保存処理等を経

験することにより、その必要性等業務に対する理解を深めることができた。 

今後の取組 体験を伴う講座への要望は大きいことから、実施方法の見直し等により参加定員

を増やすとともに、内容の改善等を行う。また、児童生徒への体験活動として、学

校と連携し、授業を補完するような体験授業等の充実を図る。 

 

（ク） 東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査支援    ＜文化財保護課＞ 

取組の内容 東日本大震災による被災地の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査を支援す

るため、埋蔵文化財専門職員を派遣します。 

取組の評価 専門職員１名を１年間岩手県に派遣した。宮古市、大槌町で本発掘調査とその他
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沿岸部での試掘確認調査に従事し、埋蔵文化財の保護と早急な復興事業の進捗に貢

献し、地元の人々にも感謝された。（文化庁長官より感謝状授与） 

今後の取組 平成 27 年度についても新たな専門職員１名を１年間岩手県に派遣し、復旧・復

興に貢献する。 

 

（３）富士山の後世への継承 

     

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 富士山周辺の文化財調査                   ＜文化財保護課＞ 

取組の内容 世界文化遺産に登録された富士山を、後世に引き継ぐ貴重な遺産として継承する

ため、富士山の展望地点を名勝として保護するための調査や、周辺地域に残る神楽

の文化財的価値あるいは富士山信仰との関わりを明らかにする調査を実施します。 

取組の評価 富士山の展望地点の調査を終了し、展望地点の歴史的変遷や学術的価値を明らか

にして報告書を刊行した。富士山周辺に残る神楽については、現地調査と文献調査

を実施したことで、山梨、御殿場、箱根の各神楽が富士山信仰との結びつきによっ

て成立したことが判明した。 

今後の取組 富士山の展望地点の調査の結果を受けて、調査地点の国文化財指定・登録を目指

す。富士山周辺に残る神楽については引き続き調査を継続し、調査報告書を刊行す

る。 

 

２ スポーツに親しむ環境づくりの推進 

生涯にわたりスポーツに親しむ環境づくりを推進し、生涯スポーツ社会の実現を目指

す。 

（１）ライフステージに応じたスポーツの推進と競技力の向上 

     

 

 

 

 

 

  Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 生涯スポーツの振興                     ＜スポーツ振興課＞ 

取組の内容 県民の誰もが、それぞれのライフステージに応じて、スポーツに親しむことがで

きる「“ふじのくに”生涯スポーツ社会」を実現するため、市町・クラブ担当者研修

会などによるスポーツの企画、スポーツ推進月間（10 月）等に関する情報発信、

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

富士山に関心のある人の割合 
（Ｈ25） 

79.6％ 
77.7％ 100％ 

基準値

以下 
総 

富士山の日協賛事業の数 
（Ｈ24） 

361件 

（Ｈ25） 

418件 
500件 Ａ 総 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

成人の週１回以上のスポーツ実施

率 

（Ｈ25） 

41.4％ 
37.7％ 50％ 

基準値

以下 
総 

国民体育大会における総合成績 
（Ｈ25） 

20位 
26位 ８位以内 

基準値

以下 
総 
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親子運動遊びプログラムの普及・啓発、県民スポーツ・レクリエーション祭、しず

おかスポーツフェスティバル等を開催します。 

取組の評価 スポーツ実施率は昨年度の 41.4％から 37.7％へ減少した。４割を超える人が

「仕事、家事、育児などで忙しくて時間がなかった」と回答している。 

「ふじのくにスポーツ推進月間」における県主催イベント以外に、市町協力イベ

ントが平成26 年度は18 市9 町で開催されたことでイベント数も増え、多くの県

民が参加し、スポーツに親しむ機会の提供につながった。 

平成 26 年度の地域スポーツクラブの設置市町数は 26 市町（クラブ数は 62）

である。創設準備中のクラブも複数あり、地域の実情に合わせた既存のスポーツ団

体等によって、地域スポーツの推進が図られている状況である。 

今後の取組 引き続き「“ふじのくに”生涯スポーツ社会」の実現のため、市町・クラブ担当者

研修会などによる生涯スポーツの企画、スポーツ推進月間（10 月）等に関する情

報発信、県民スポーツ・レクリエーション祭、しずおかスポーツフェスティバル等

を開催する。 

 

（イ） 競技力向上対策の推進                    ＜スポーツ振興課＞ 

取組の内容 県民に夢と希望と感動を与える「スポーツ王国しずおか」を実現するため、国内

外で活躍するトップアスリートの育成に向けた選手強化や指導者養成を行う競技団

体を助成するとともに、スポーツ医・科学の活用を図ります。また、国民体育大会

に選手等を派遣します。 

取組の評価 国体に出場する選手の強化に加え、特にジュニア世代の強化を重点的に進めたが、

国体男女総合成績（天皇杯）については、入賞者数は前年の 102 競技から 86 競

技となり、優勝数も15 から９と前年を下回った。運動部活動の強化では、中体連・

高体連・高野連を通じて支援を行ったが、全国高等学校総合体育大会では入賞者数

が79 人から51 人、優勝数も10 から８といずれも前年を下回る成績となった。 

今後の取組 国民体育大会における総合成績８位の達成に不可欠な少年種別の強化、平成 30

年度に東海ブロックで開催される全国高校総合体育大会で主力となる選手の長期強

化のため、公益財団法人静岡県体育協会や県高等学校体育連盟及び競技団体と連携

をとり、併せて優秀な指導者の養成等を継続して実施する。 

 

（ウ） 2020年東京オリンピックに向けた選手育成・強化        ＜スポーツ振興課＞ 

取組の内容 2020 年東京オリンピックに本県から多くの選手を輩出し、その活躍により、県

民に誇りと喜び、夢と感動を与え、県民のスポーツへの関心を高めることを実現す

るため、出場が期待できるアスリートの強化に要する費用を助成するとともに、中

学校の運動部活動へトップアスリートを派遣し運動部活動の活性化を図ります。 

取組の評価 東京オリンピック指定強化選手 50 人に対して、強化に要する自己負担額に対す

る一定の割合を補助する支援を実施した。 

トップアスリート等派遣事業では、10 種目、全 47 回を中体連全 14 支部で実

施した。生徒一人ひとりに行きわたる指導を重視したことで、アンケート結果から

参加者の86.2％が「大変満足」、12.9%が「まあまあ満足」と回答し、運動部活動
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の活性化を図ることができた。 

今後の取組 東京オリンピックに本県から多くの選手を輩出するため、候補選手に対する効果

的な補助金の投下方法を検討し、支援内容を一層充実させる。 

また、運動部活動の活性化とジュニア選手の競技力向上に寄与するトップアスリ

ート等派遣事業は、新たな種目を積極的に開催するとともに、内容の充実と実施回

数を増やすことで、より多くの中学生に参加機会を提供し、満足度の高い事業を展

開する。 

  

（２）スポーツを支える環境づくり 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 生涯スポーツの振興【再掲】 ⇒７０頁             ＜スポーツ振興課＞ 

 

（イ） スポーツ施設の管理運営                   ＜スポーツ振興課＞ 

取組の内容 県民の健康増進や競技力向上等を目指したスポーツの振興と、利用満足度の向上

を図るため、県立水泳場、県富士水泳場、県武道館について、県民サービスの向上

を目的とした指定管理者制度による管理運営を行います。 

取組の評価 利用者アンケートや利用者との意見交換会、社会体育施設指定管理者評価委員会

を実施し、大時計の修繕等、利用者から要望の出た点について速やかに改善できた。 

今後の取組 引き続き、県民の健康増進や競技力向上等を目指したスポーツの振興と、利用満

足度の向上を図るため、県立水泳場、県富士水泳場、県武道館について、県民サー

ビスの向上を目的とした指定管理者制度による管理運営を行う。 

 

（ウ） 青少年のスポーツ交流の推進                 ＜スポーツ振興課＞ 

取組の内容 青少年の相互交流を図るため、台湾の６市縣教育局(處)と締結した協定を基に、

静岡県高校野球選抜チームを台湾に派遣し、交流親善試合を実施します。 

取組の評価 12 月 23 日から 27 日まで台湾の台中市・嘉義市の球場で現地４校の高校野球

チームと本県高校選抜チームとが交流親善試合を実施した。 

今後の取組 平成 26 年度で台湾６市縣との交流が一巡することから、高校野球選抜チームの

交流は休止し、平成 27 年度以降はものづくりに関する技術交流や工場見学を通じ

て高校生の交流を推進していく。 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「スポーツを通じた交流が行われ

ている」と答える県民の割合 

（Ｈ25） 

49.3％ 
47.1％ 54％ 

基準値

以下 
総 

スポーツ施設利用者数 

（Ｈ24） 

水泳場 

214,493人 

武道館 

284,822人 

（Ｈ26） 

水泳場 

165,659人 

武道館 

307,712人 

 

水泳場 

27万人以上 

武道館 

27万人以上 

基準値

以下 
総 
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 第５章 現代の重要課題に対応した教育の推進 

 

 

 

 

 

【成果指標の進捗状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値以上 Ａ Ｂ Ｃ 基準値以下 － 計 

０ ５ ６ ７     ８     ０   26 

【目標】 

未来社会からの要請に応え、現代社会が抱える様々な課題を解決し、望ましい社会づくりに

積極的に参画し行動できる「有徳の人」の育成に向けた施策を推進する。 

【総括評価】 

○現代の重要課題に対応した教育をすることは重要なことである。このため、教育行政の質

的向上や時代の流れを把握し対応できる取組が求められる。教育委員をはじめとする教育

関係者のこうした問題への意識の改革と取組の改善が不可欠である。その中で、教育現場

に臨む教員の養成と資質の向上、必要な環境整備は喫緊の課題である。 

○高度情報社会への対応については、情報教育機器の整備や情報ネットワークの運用促進、

教材等データベース化の推進等に努めてきている。今後、「ネットいじめ」等に対応する

ため、児童生徒が情報を扱う上での責任感を養っていくことが求められる。 

○多文化共生社会の形成は我が国の将来にとって、必然の課題であり、特にこの問題に直面

している静岡県では、喫緊の課題である。成果指標のいずれからも十分な取組が講じられ

ているとは言い難く、抜本的な教育機会の在り方を検討していかなければならない。なお、

異文化という対象には、国籍のみにとどまらず、他者を思いやる社会をどう形成するかと

いう問題にまで拡げる必要がある。 

○知識基盤社会と科学・技術の発展への対応として、「『自然科学やものづくりに関心がある』

と答える児童生徒の割合」が高まってきているのは評価できる。この背景には、県立高校

におけるオーバードクター等の活用、小学校への理科専科教員の配置等の種々の取組が成

果をもたらしたものと考える。今後は、こうした革新的な取組を一層充実させていくこと

が必要である。なお、知識基盤社会の構築には、科学技術一辺倒ではないバランスのとれ

た取組が求められる。 

○「命を守る教育」をさらに推進するため、学校、青少年教育施設等の安全確保対策を着実

に実施するとともに、防災教育、防犯教育、交通安全教育を地域や警察、知事部局等と連

携して推進していく必要がある。なお、その教育の際、幼児児童生徒等が自ら危険を予測

し回避できる力を育成する観点からの充実強化が必要である。 

○人と人とを結ぶコミュニティの創造の取組は着実に実施され、成果指標からも一定の成果

が見られる。教育を含む地域の課題の解決には、その計画作成段階から共に作業しあうと

いったことが求められる。 
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【平成26年度 教育行政の基本方針】 

５ 現代社会が抱える様々な課題に対応した教育の推進に向けて 

(1) 授業におけるＩＣＴ機器を活用した教員の指導力向上を図るとともに、情報活

用能力を基盤として、児童生徒一人一人が情報を扱う上での責任感等を養う情報

モラル教育を推進します。 

【成果と課題】 

○教員のＩＣＴ活用指導力向上のため、多種多様な研修を実施できた。課題として

は、日常的に授業でＩＣＴを活用できていない教員が多い、校内における教育情

報化の推進体制が十分でないことが考えられる。【３０頁にも掲載】 

○青少年が安全にインターネットを使用できる環境を整備するため、「ケータイ・

スマホルール」カレンダーを配布し、フィルタリングの設定率と利用マナーの向

上を図るとともに、「小中学校ケータイ講座」や「大人のためのネット安全安心

講座」を開催して、トラブルの未然防止に取り組んだ。また、教師の指導力を高

めるための研修を実施した。 

【今後の施策展開】 

○ＩＣＴの授業活用事例の紹介を増やして活用意欲の向上を図る。また、管理職に

対して教育情報化に関する研修を実施し推進体制を構築する。【３０頁にも掲載】 

○ケータイ・スマホルールについて効果的な広報を行うため、「ケータイ・スマホ

ルール」カレンダーを現在の課題に対応した内容に見直すとともに、インターネ

ット等を安全に利用できる環境を整備するため、学校や地域でアドバイスする

「ふじのくに『ケータイ・スマホルール』アドバイザー」を養成する。 

 

(2) 獲得した知識の活用や知識の体系化を推進するとともに、専門的知識・能力を

持つ人材を学校に配置するなど、科学・技術に関する先進的な教育を推進します。 

【成果と課題】 

○科学・技術の発展に対応した教育の推進に向け、高等学校におけるオーバードク

ターの活用により、生徒の学習意欲や教員の指導力の向上に役立った。一方では、

産業教育施設・設備について、老朽化した設備の更新が必要な学校が多くある。 

【今後の施策展開】 

○高等学校におけるオーバードクター等の活用については、今後、大学院卒業生の

採用拡大等により対応していく。また、「高校生アカデミックチャレンジ事業」

等の取組を充実させることにより、高校生の確かな学力の育成等を図る。 

○産業教育施設・設備の整備について、老朽化した施設・設備の更新を継続するこ

とにより、専門学科等における職業教育の充実を図る。 

 

(3) 子どもたちを災害や犯罪、交通事故やいじめの被害などから守るため、地域社

会と連携して、「命を守る教育」を推進します。 
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 １ 持続可能な社会の形成  

    持続可能な社会の形成のために行動できる人の育成に取り組む。 

 （１）持続可能な社会を目指す環境教育・環境学習の推進 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 各学校における農業体験活動等の推進【新規】     ＜義務教育課・高校教育課＞ 

取組の内容 地域の自然や産業との触れ合いを通じて身近な環境を大切にする心を育むため、

教科や総合的な学習の時間、特別活動等において農業体験活動等を推進します。 

取組の評価 小中学校では、「大地に学ぶ」農業体験推進事業において、高等学校の協力校とし

て、伊豆市立土肥小学校、伊豆市立土肥中学校、伊豆の国市立長岡中学校が参加し、

農業に関する興味を高めるとともに、食糧問題、地域の環境問題を考える契機とな

った。 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

環境保全活動を実践している県民

の割合 

（Ｈ25） 

72.0％ 
85.2％ 100％ Ａ 総 

（Ｈ24） 

小 85.9％ 

（Ｈ25） 

82.9％ 

 

小 90％ 

中 79.1％ 77.8％ 中 85％ 

高 75.1％ 73.2％ 高 80％ 

「環境を守ることの大切さを理解

した行動をしている」と答える児

童生徒の割合 

特 78.5％ 73.5％ 特 80％ 

基準値

以下 
 

【成果と課題】 

○「地域や学校における防災・防犯のための取組が十分に行われている」と感じてい

る人の割合は、やや下降傾向にある。実践的な防災訓練や体験型防犯講座の実施を

一層推進する必要がある。 

○防災キャンプは、地域住民の協力を得て、富士宮市、富士市、袋井市、森町で実施

し、防災意識の向上に取り組んだ。 

○児童生徒の年間交通事故死傷者数は、引き続き減少傾向にあるが、学区・校種間の

連携による系統的交通安全教育の事例を活用し、交通安全教育の一層の推進を図る

状況にある。 

【今後の施策展開】 

○薬学講座（薬物乱用防止教室）は、「薬学講座基本方針」に基づいて、県薬事課、

県薬剤師会等の関係機関と連携して開催しており、学校における実施率は 100％

を目指している。今後も関係機関と連携を図り、子どもの健康の保持増進と命を守

る教育を推進していく。 

○青少年の防災教育と地域の絆づくりを推進するため、引き続き、学校、地域、行

政が連携、協力して防災キャンプを実施する。また、「地域プラットフォーム」

を形成し、持続的に取組可能な体制を整えるための支援を行う。 
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高等学校では、県内４校（定時制高校や特別支援学校高等部を含む）の推進校の

生徒が、協力校７校（幼稚園、小・中・高等学校）の園児児童生徒と農業体験活動

を行い、農業や地域の環境に対する理解を深めるとともに、相手を思いやる心や地

域社会に貢献する意欲と態度等を育むことができた。 

今後の取組 「大地に学ぶ」農業体験推進事業において、伊豆市立土肥小学校が協力校として

活動する予定である。また、ESD（持続可能な開発のための教育）の視点を取り入

れた環境教育について、関係部局と連携しながら周知を図る。 

平成27 年度は、事業開始3 年を経過した14 校が県事業から自立し、遊休農地

等において、公立小・中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園や保育所と作物、

草花の栽培等の独自の活動を行う。残る２校（高等学校及び特別支援学校）につい

ては、推進校として指定し、推進校が指定する協力校とともに実施する農業体験等

の活動を、引き続き支援していく。 

  

２ 高度情報社会への対応 

    高度情報社会を生きていくために必要な資質・能力の育成に取り組む。 

（１）ＩＣＴ環境の整備 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） ＩＣＴ教育推進のための情報教育機器の整備            ＜教育政策課＞ 

取組の内容 急激な変化を続けるＩＣＴ社会を生き抜く人材を育成するため、県立学校に校内

ＬＡＮやパソコン等を整備・更新し、ＩＣＴを活用した授業の実践に必要なＩＣＴ

環境の構築を図ります。 

取組の評価 全ての学級において、情報通信ネットワークを活用した授業を展開するため、児

童生徒や教員が「いつでも、どこでも」コンピュータやインターネットを利用でき

るＩＣＴ環境の構築として、県立学校のパソコン教室 16 校、普通教室用パソコン

223 台を整備をした。 

今後の取組 教育情報化推進委員会専門部会を立ち上げ、「ＩＣＴを活用した教育のあり方」、

「ＩＣＴ環境の整備計画」、「教員のＩＣＴ活用指導力向上策」について検討し、「静

岡県教育情報化推進基本計画（第２期計画）」の着実な推進を図る。 

「ＩＣＴ環境の整備計画」に基づき、ＩＣＴを活用した授業の実践に必要なＩＣ

Ｔ環境の整備充実を図る。 

国の「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」の教育環境自体のＩＴ化、情報通信技術の

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

ＩＣＴを活用した授業ができる教

員の割合 

（Ｈ24） 

62.1％ 

（Ｈ25） 

64.3％ 
75％ Ｃ  

（Ｈ24） 

小 88.0％ 

（Ｈ25） 

88.6％ 

 

小 100％ 

中 90.1％ 90.2％ 中 100％ 

高 94.6％ 95.7％ 高 100％ 

普通教室の校内ＬＡＮ整備率 

特 90.3％ 89.3％ 特 100％ 

Ｃ  
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動向及び新学習指導要領等に基づき、ＩＣＴ環境（無線LAN、タブレット端末等の

導入、児童生徒への１人１台情報端末の普及、学校・家庭・地域の連携における教

育・学習システム）に関する検討及び整備充実を図る。 

 

（イ） 情報ネットワークシステムの運用                 ＜教育政策課＞ 

取組の内容 教員の授業準備時間や生徒への指導時間を確保し、授業の質の向上や生徒に対す

る指導の充実など教育の質の向上のため、県立学校の教職員に配備した校務用パソ

コンの活用促進や、教育総合ネットワークシステムの保守・運用を行います。 

取組の評価 県立学校の教職員に配備した校務用パソコンを活用し、各種システムを利用した。 

全県立高校における成績処理システムの運用により、平成 24 年度入学生から指導

要録が電子化された。 

今後の取組 県立学校の教職員に配備した校務用パソコンを活用し、各種システムを導入して

いく。全県立高校における成績処理システムの運用及び改善を行い、県立高校中等

部及び県立特別支援学校における指導要録の電子化に向けて検討する。 

教育総合ネットワークシステムの保守運用を適切に行い、日常的に活用しやすい

情報通信環境の維持、情報教育環境維持の負担軽減、様々な情報に対する脅威から

守られた情報教育環境の提供を行う。 

教員の授業準備時間や生徒への指導時間を確保し、授業の質の向上や生徒に対す

る指導の充実など教育の質の向上のため、県立学校の教職員に配備した校務用パソ

コンの活用促進や、教育総合ネットワークシステムの保守・運用を行う。 

 

（ウ） 教材等データベース化の推進           ＜教育政策課・総合教育センター＞ 

取組の内容 教育の質の向上や児童生徒の生きる力の育成に向け、学習指導案や教材等、教育

に関わる情報の共有化を図るため、教材等のデータベース化を推進します。 

取組の評価 「『静岡県の授業づくり』データベース」に、県内公立学校教職員が作成した学習

指導案・教材等 55 点を追加した。また、同 DB には、平成 26 年度の１年間で

19,439 件のアクセスがあった。 

      「あすなろ学習室」に、総合教育センターで作成した自学自習用教材 163 点を

追加した。また、同ページには、平成26 年度の1 年間で2,602,261 件のアクセ

スがあった。 

今後の取組 教育の質の向上や児童生徒の生きる力の育成に向け、学習指導案や教材等、教育

に関わる情報の共有化を図るため、教材等のデータベース化を推進していく。 

      「『静岡県の授業づくり』データベース」については、内容の一層の充実と、教職

員への周知の徹底を図る。 

      事例の収集にあたっては、教育事務所地域支援課との連携・協働により、すべて

の校種について、優れた教材を収集可能な体制を構築する。 

      「あすなろ学習室」については、新たなコンテンツの定期的な追加に努めるとと

もに、掲載済みの教材についても見直しをすすめ、より効果的な自学自習支援を行

う。 

      教材の作成にあたっては、総合教育センターの学校３班（小中学校班・高校班・



第５章 現代の重要課題に対応した教育の推進 

 

 78 

特別支援班）の連携・協働を図り、系統的な学習を保障する。 

 

（エ） 学校と家庭の連携による教育・学習システムの構築        ＜教育政策課＞ 

取組の内容 学校、家庭、地域の連携のために、ＩＣＴを活用し、ライフステージに応じた学

びの場の充実や現代の重要課題への対応を図ります。 

取組の評価 総務省の「学習・教育クラウド・プラットフォームのアイデア募集」に県立学校

２校が応募し採択され、実証事業で構築された学習クラウドで提供されている教

材・コンテンツを学校、家庭等で日常的に利用した。 

今後の取組 ライフステージに応じた学びの場の充実や現代の重要課題への対応を図るために、

ＩＣＴを活用した学校、家庭、地域の連携のための教育学習システムの構築を図っ

ていく。 

 

（オ） ＩＣＴ活用指導力の向上【再掲】 ⇒4６頁   ＜教育政策課・総合教育センター＞ 

 

（２）情報教育の推進 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 情報教育に関する研修・情報モラルに関する研修等の実施     ＜教育政策課＞ 

取組の内容 児童生徒一人一人に情報を扱う上での責任感等を養うため、情報活用能力を基盤

とした情報モラル教育を推進します。 

取組の評価 小中学校、高等学校及び特別支援学校教員の「10 年経験者研修」（悉皆研修）に

おける講義の実施や「情報モラル教育入門研修」（希望研修）を実施することで、情

報活用能力の育成の基盤となる情報モラル教育の指導力の向上を図った。また、生

徒指導総合研修において、生徒指導としての情報モラル教育について研修を実施し

た。学校等支援訪問やＩＣＴ活用指導力向上研修では学校の要望に応じた情報モラ

ル教育に関する研修を実施することで教員の指導力の向上を図った。 

今後の取組 情報モラル教育については情報社会の変化に伴う新たな課題に対応する具体的な

指導方法のあり方、発達段階に応じた体系的なカリキュラムの構築等に課題がある

ため、27 年度は情報モラル教育の基本的な知識の習得と具体的な指導力の向上が図

られるように、大学や民間企業と連携した「小中学校における情報モラル実践研修」

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 77.0％  

（Ｈ25） 

76.8％ 

 

小 90％  

中 66.6％  67.4％ 中 85％  

高 71.6％ 74.9％ 高 85％ 

情報モラル等を指導できる教員の

割合 

特 56.3％ 58.2％ 特 80％ 

Ｃ  

（Ｈ24） 

小  100％  

（Ｈ25） 

99.0％ 

 

小 100％  

中 99.4％  99.5％ 中 100％  

高 98.2％ 98.3％ 高 100％ 

情報モラルに関する教育活動を実

施した学校の割合 

特 99.9％ 97.2％ 特 100％ 

Ｃ  
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を新規に実施する。今後、情報社会の進展に伴って必要となる情報モラル教育を基

盤とした情報教育のあり方について検討していく。 

 

（イ） 「静岡県のケータイ・スマホルール」の普及           ＜社会教育課＞ 

取組の内容 インターネットに接続可能な情報端末のフィルタリング率と利用マナーの向上に

向け、家庭における子どもと保護者の話し合いを促すため、講座開催やリーフレッ

ト配布による普及活動を行います。 

取組の評価 携帯電話やスマートフォンの使用時間等について家庭でルールをつくることを推

奨する「ケータイ・スマホルール」カレンダーを、県内小学校5 年生と中学校2 年

生の保護者全員に配布し、子どもと保護者のインターネット等を安全に利用する意

識の醸成を図った。また、「小中学校ケータイ講座」（144 件）や「大人のためのネ

ット安全・安心講座」（33 会場）を開催し、子どものインターネット使用に関する

最新情報やトラブル対策等について教職員や保護者へ情報提供し、トラブルの未然

防止に取り組んだ。【５３頁にも掲載】 

今後の取組 ケータイ・スマホルールについて効果的な広報を行うため、「ケータイ・スマホル

ール」カレンダーを現在の課題に対応した内容に見直すとともに、小中学生、教職

員、PTA を対象にした使い方講座等を実施する。また、学校や地域において活動し、

携帯電話やスマートフォンの使用における家庭でのルールづくりの必要性やインタ

ーネット等の安全な利用についてアドバイスする「ふじのくに『ケータイ・スマホ

ルール』アドバイザー」の養成や青少年問題協議会においてケータイ・スマホの利

用における課題について協議するなど、トラブルの未然防止につなげていく。【５４

頁にも掲載】 

 

３ 多文化共生社会の形成 

    国籍の異なる人々が共に支え合い、共に学び合う教育の充実に取り組む。 

（１）異文化理解・交流の推進 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） モンゴル国ドルノゴビ県高校生との相互交流【再掲】 ⇒3６頁 

 ＜教育政策課・高校教育課＞ 

 

（イ） 国際理解教育・外国語教育の充実【再掲】 ⇒4５頁   ＜義務教育課・高校教育課＞ 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「多文化共生」という言葉の認知

度 

（Ｈ25） 

30％ 
32.7％ 51％ Ｃ 総 

（Ｈ24） 

小 57.9％ 

（Ｈ25） 

59.1％ 

 

小 65％  

中 42.3％ 45.0％ 中 55％  

高 33.8％ 36.2％ 高 45％ 

外国人や外国の文化に積極的に接

している児童生徒の割合 

特 32.6％ 38.1％ 特 45％ 

Ｂ  
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（ウ） 高校生の留学支援【再掲】 ⇒3６頁               ＜高校教育課＞ 

 

（２）外国人児童生徒の教育の充実 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 外国人児童生徒トータルサポート                 ＜義務教育課＞ 

取組の内容 日本語指導を必要とする外国人児童生徒の教育に対応するため、母語及び日本語

が堪能で、指導対象児童生徒の出身国での生活経験がある者又はそれと同等と認め

られる者を任用し、市町への助言・指導や広域的な支援、指導担当者等への助言、

援助などを総合的に行うとともに、連絡協議会を開催して情報交換を行います。 

取組の評価 各学校からの要請に応じ、外国人児童生徒相談員等が学校を訪問し、児童生徒へ

の適応指導や学習支援、担当教員等への助言等を行った。支援を受けた児童生徒及

び学校にアンケートを実施したところ、ほぼ 100％が大変役に立ったと回答した。

また、外国人児童生徒担当教員等研修会において、外国人児童に配慮した授業を参

観したり、特別な教育課程の編成・実施や日本語能力測定方法（ＤＬＡ）の活用に

ついて確認をしたりすることができた。外国人児童生徒連絡協議会では、各市町の

外国人児童生徒への対応や特別な教育課程の実施状況についての情報交換を行った。

さらに、国際交流協会や多文化共生課からも担当者に参加してもらうことで、これ

まで以上に連携を図ることができた。 

今後の取組 大学と県教育委員会で共同開発した指導支援冊子「はじめての日本語とクラスの

仲間づくり」の活用方法の研修等を通して、経験の浅い外国人児童生徒担当教員や

外国人児童生徒教育に携わる支援員やボランティアの指導の充実につなげていく。 

引き続き、特別な教育課程の編成･実施の状況や日本語能力測定方法（ＤＬＡ）に

ついて、各市町の取組を確認したり、情報交換を行ったりする場を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 78.1％ 

（Ｈ25） 

72.7％ 

 

小 90％ 

中 65.3％ 70.3％ 中 86％ 

高 77.2％ 54.2％ 高 90％ 

外国人児童生徒に対して、必要な

支援が実現できている学校の割合 

特 50.0％ 85.7％ 特 75％ 

Ｃ  

プレクラス等外国人児童生徒の初

期指導体制を整備している市町の

数 

（Ｈ25） 

７市 
７市 ９市町 

基準値

以下 
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４ 知識基盤社会と科学・技術の発展への対応 

    獲得した知識の活用や新たな知識や技術を生み出す教育の推進に取り組む。 

（１）知識を体系化し活用する教育の推進 

     

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 「静岡県の授業づくり指針」の活用【再掲】 ⇒4３頁 

＜義務教育課・高校教育課・総合教育センター＞ 

 

（イ） しずおか県民カレッジ連携講座等の充実【再掲】 ⇒１１頁  

＜社会教育課・総合教育センター＞ 

 

（ウ） 学校図書館の活用推進【新規】【再掲】 ⇒3６頁 

＜義務教育課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

 

（２）科学・技術の発展に対応した教育の推進 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 県立高等学校におけるオーバードクター等の活用          ＜高校教育課＞ 

取組の内容 生徒の「確かな学力」及び「健やかで、たくましい心身」を育成するとともに、

教員の指導力の向上等を図るため、主に県内大学在籍又は県内出身のオーバードク

ター（博士号学位取得者）等を高等学校に配置します。 

取組の評価 平成26 年度は、専門支援員12 人を配置した。支援員が専門的な知識を活かし、

課題研究や部活動などで大いにその能力を発揮することにより、生徒の学習意欲や

教員の指導力が向上した。アンケート調査では、本事業が学校及び支援員にとって

有益であったと回答した学校の割合は100%であり、高い評価を得た。 

今後の取組 本事業におけるオーバードクター等の雇用対策については、雇用情勢が回復して

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

学校や社会で学んだことを、他の
学習や生活に十分に活用している
人の割合 

（Ｈ25） 

59.7％ 
56.9％ 65％ 

基準値

以下 
 

「静岡県の授業づくり指針」を活
用したと答える教員の割合 

（Ｈ24） 

小 57.3％ 

中 45.8％ 

（Ｈ25） 

57.5％ 

43.9％ 

 

小 70％ 

中 60％ 

Ｃ  

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

（Ｈ24） 

小 78.0％ 

（Ｈ25） 

79.5％ 

 

小 85％ 

中 61.8％ 62.2％ 中 70％ 

高 53.8％ 58.0％ 高 65％ 

「自然科学やものづくりに関心が

ある」と答える児童生徒の割合 

特 70.4％ 67.5％ 特 80％ 

Ｂ  

県内の高等教育機関が開催した公
開講座・シンポジウムの回数 

（Ｈ24） 

412回 

（Ｈ25） 

322回 
500回 

基準値

以下 
総 
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いるため、今後、教員採用試験において大学院卒業生の採用拡大等により対応して

いく。教職員の資質向上については、学び続ける教員支援事業において修士学位取

得を推進していく。また、生徒の確かな学力の育成については、サイエンススクー

ルや大学との連携による高校生の大学での講座受講などにより対応する。 

 

（イ） 理科専科教員の配置等                     ＜義務教育課＞ 

取組の内容 理科教育の充実を図るため、小学校４年生以上の理科授業において専科体制をと

る理科専科教員体制実施校 50 校を指定し、実施校に対して週 18 時間勤務の非常

勤講師を配置します。 

取組の評価 小学校において、理科授業の専科体制をとる50 校に、理科専科教員を配置した。 

指定校からは、理科の授業が充実し、子どもたちも授業を楽しみにしているとの報

告がされている。また、専科教員により、理科室が整備され、理科の実験等がスム

ーズに実施されるようになっている。 

今後の取組 指定校における実践の成果と課題を分析し、地域バランスを考慮しながら、新た

な指定校選定や事業の充実を図っていく。 

 

（ウ） 理科教育や職業教育等の充実【再掲】 ⇒4５頁          ＜高校教育課＞ 

 

（エ） 理科の観察・実験指導等に関する研究協議会の開催【再掲】 ⇒4７頁＜義務教育課＞ 

 

（オ） 科学の甲子園ジュニア県大会の開催【新規】  ＜義務教育課・総合教育センター＞ 

取組の内容 理科の学習に意欲的な子どもたちの興味関心を更に高めるために、「科学の甲子園

ジュニア」全国大会の予選として県大会を実施し、本県の理科教育の推進を図りま

す。 

取組の評価 第1 回県大会には19 チーム（57 人）の中学生が参加し、3 人1 チームで協力

して理科・数学に関する筆記競技と実技競技に臨んだ。成績上位２チーム(６人)が静

岡県代表合同チームとして全国大会に出場した。アンケート結果から、県大会、全

国大会ともに参加した生徒全員が「難しかったが、楽しかった。」と好意的に答えて

いた。 

意欲的に取り組む生徒の姿とサポートをする保護者の姿から、本県理科教育推進

の一助となっていると感じた。 

今後の取組 平成 27 年度は、県内２カ所（東部会場と西部会場）で予選会を行い、予選会の

成績上位チームは総合教育センターで決勝を行い、静岡県代表２チーム(６名)を決定

する。科学好きの裾野を広げるとともに理数教育への興味・関心を高めるために、

本事業を県内中学校に周知し、多くの参加者を募っていく。 

 

（カ） 県立高等学校への産業教育施設・設備の整備            ＜高校教育課＞ 

取組の内容 専門学科等における職業教育の充実を図り、地域産業の担い手となる将来のスペ

シャリストを育成するため、老朽化した設備の更新や先端技術を学ぶための設備等

の整備を推進します。 
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取組の評価 専門高校等を主として、老朽化した設備の更新や先端技術を学ぶための設備等の

整備を計画的に実施した。 

今後の取組 老朽化した設備の更新や先端技術を学ぶための設備等の整備の推進に計画的に取

り組むとともに、新たな時代に対応した適切な施設・設備の整備の推進を図り、専

門学科等における職業教育の改善・充実に努めていく。 

 

５ 「命を守る教育」の推進 

    社会総がかりで安全な社会の構築に向けた機運を高め、安心で健全な社会生活を営む

ことができるよう、家庭、学校、地域、行政の連携による防災、防犯・交通安全の取組

や知識の習得を進めるとともに、幼児児童生徒等が自ら危険を予測し回避できる力を育

成する「命を守る教育」を推進する。 

（１）安全管理体制と安全教育の充実 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 学校の危機管理体制の充実              ＜教育総務課・社会教育課＞ 

取組の内容 児童生徒を取り巻く様々な危機事案に対し、学校が組織的に適切な対応を行うた

めの「学校の危機管理マニュアル作成の手引き」と、初動対応に関し教職員が身に

付けておく必要がある知識・行動を集約した「危機対応BOOK」を活用し、各学校

の安全対策の一層の推進を図ります。 

取組の評価 学校防災担当者研修会及び新規採用職員研修において「学校の危機管理マニュア

ルの作成の手引き」と「危機対応ＢＯＯＫ」の活用方法に関する研修を行い、44％

の公立学校で「危機対応ＢＯＯＫ」を活用した校内研修が実施された。 

また、青少年教育施設の利用に当たって引率教員が活用する「青少年教育施設を

利用する教職員のための利用者ガイド」において、児童生徒に事前に安全指導を行

うよう周知した。 

今後の取組 平成 27 年度新規採用職員に対し「危機対応ＢＯＯＫ」の配付を継続する。あわ

せて、学校防災担当者研修会や出前講座等の機会を捉え、危機事案に対する組織・

個人両方向からの安全対策の重要性について指導する。 

また、継続して学校に対して「青少年教育施設を利用する教職員のための利用者

ガイド」の活用を促進していくとともに、青少年教育施設等安全対策委員会におい

て施設の安全管理体制を確認し、児童生徒の安全確保に努める。 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「地域や学校における防災・防犯
のための取組が十分に行われてい
る」と感じている人の割合 

（Ｈ25） 

75.0％ 
73.9％ 80％ 

基準値

以下 
総 

学校施設の耐震化率 

（Ｈ24） 

市町立小中 

99.2％ 

私立高 

88.0％ 

（Ｈ26） 

市町立小中 

99.7％ 

私立高 

90.5％ 

（Ｈ27） 

市町立小中 

100％ 

私立高 

100％ 

Ｂ 総 
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（イ） 県立学校における教育環境の整備【再掲】 ⇒1３頁 

  ＜財務課・高校教育課・特別支援教育課＞ 

 

（ウ） 県立学校の外壁等落下防止                     ＜財務課＞ 

取組の内容 県立学校における安全な教育環境の充実を図るため、建築基準法第 12 条に基づ

く外壁全面打診検査の結果により、対応が必要と判断された建築物について、外壁

等の改修を行います。 

取組の評価 平成24 年度及び平成25 年度に実施した建築基準法第12 条に基づく定期点検

外壁全面打診調査の結果、「要是正」と判定された建築物（14３棟）について、平

成 27 年度の修繕工事に向けた設計業務を行うとともに、平成 23 年度調査、25

年度設計実施の建築物（54 棟）の改修工事を行った。また、特別支援学校等の建

築物（３３棟）の改修工事を、前倒しして実施することができた。 

今後の取組 生徒等の安全を確保するため、年次計画に基づく外壁落下防止対策を着実に進め

る。 

 

（エ） 県立学校等の大規模な吊り天井の落下防止【新規】          ＜財務課＞ 

取組の内容 学校等教育施設における安全な教育環境の充実を図るため、屋内運動場等の天井

等の落下防止対策を実施します。 

取組の評価 特定天井（天井高６ｍ超かつ水平投影面積 200 ㎡超）を有する建物（11 施設、

14 室）の吊り天井の落下防止対策工事を実施し、安全な教育環境の向上を図るこ

とができた。 

今後の取組 引き続き、特定天井に準じる天井（天井高６ｍ超又は水平投影面積 200 ㎡超）

を有する体育館等（８施設、９室）の吊り天井落下防止対策工事を実施する。 

 

（オ） 緊急地震速報受信システムのモデル的整備             ＜教育総務課＞ 

取組の内容 大規模地震に伴う、津波や建物倒壊等の災害から児童生徒の安全を確保するため、

地震の強い揺れが来る前に情報を知らせる緊急地震速報受信システムを、市町立学

校及び県立学校にモデル的に整備します。 

取組の評価 県立学校４校、市町立学校３校に緊急地震速報受信システムを設置し、避難訓練

を実施するとともに、しずおか型緊急地震速報活用プログラムを開発し、県教育委

員会のＨＰに掲載することで、県内の学校に周知した。 

今後の取組 平成 27 年度中に第４次地震被害想定で浸水域に立地する全県立学校への設置を

完了する。あわせて、しずおか型緊急地震速報活用プログラムの内容の改善を図る。 

 

（カ） 防災教育の推進                        ＜教育総務課＞ 

取組の内容 平成 25 年２月に改訂した「静岡県防災教育基本方針」に基づき、登下校時や自

宅、外出先等、いつ、どこで想定を超えた規模の自然災害に遭っても、児童生徒が

命を守り抜くため「主体性を持って行動する態度」を身に付けることのできる防災

教育を推進します。 

取組の評価 「実践的防災リーダー育成研修会」や「高校生被災地ボランティア研修」を通じ
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て地域防災の新たな担い手の育成を推進した。また、高等学校で抜き打ちの防災訓

練の実施率が前年度比で３倍に上昇するなど、実践的な防災訓練の導入が推進され

た。 

今後の取組 引き続き、児童生徒に対し、発達段階に応じた防災対応力を身に付けさせるとと

もに、兵庫県教育関係者を講師とした研修会を実施するなど、過去の災害の教訓を

踏まえた防災教育を実践する。 

       

（キ） 学校における系統的・横断的な安全教育の推進           ＜教育総務課＞ 

取組の内容 児童生徒が自ら危険を予測し回避する力を育成するため、学校安全教育指導資料

を活用し、各学校において学校安全教育計画書を学校安全計画に反映させることに

より、学校教育活動全体で安全教育を推進します。 

取組の評価 学校教育活動全体を通じて教科間で関連が図られた安全計画が作成されるよう、

学校安全指導資料「命を守る力を育てる」の活用を推進し、特に「学校施設の安全

確認」「通学を含めた安全指導」「職員その他の研修」の３点について、安全計画に

重点的に盛り込むよう指導した。 

今後の取組 引き続き、学校教育活動全体を通じて教科間で関連が図られた安全計画が作成さ

れるよう、学校安全指導資料「命を守る力を育てる」の活用を推進し、特に「学校

施設の安全確認」「通学を含めた安全指導」「職員その他の研修」の３点について安

全計画に重点的に盛り込むよう指導する。 

 

（ク） 不登校・いじめ・非行等の問題行動の未然防止と対応のための支援【再掲】 ⇒３８頁 

  ＜義務教育課・高校教育課＞ 

 

（ケ） 防犯教育の推進                         ＜教育総務課＞ 

取組の内容 学校管理下における事件・事故が問題となっている近年の状況を踏まえ、関係機

関と連携した防犯教室研修会を実施し、教職員及び児童生徒の危険予測・回避能力

を高めるなど、安全対策の推進を図ります。 

取組の評価 学校における防犯体制の充実を図るため、小中学校教員を対象に防犯教室研修会

を実施した。また、くらし交通安全課と連携し、体験型の防犯講座を実施した。 

今後の取組 子ども達が犯罪に巻き込まれることがないよう自衛心を養い防犯意識の高揚を図

るため、くらし交通安全課と連携して、子どもの体験型防犯講座の実施や講座を行

うための人材養成の推進に取り組む。 

 

（コ） 防災キャンプの推進                       ＜社会教育課＞ 

取組の内容 青少年の防災教育と地域の絆づくりを推進するため、学校等を避難所とした生活

体験等の防災教育プログラムを実践する防災キャンプを実施するとともに、その成

果の普及に努めます。 

取組の評価 県内７か所（富士宮２、富士、袋井３、森）で防災キャンプを実施した。児童生

徒、地域住民、行政職員等約 600 名が参加し、避難所運営の流れを体験したり、

防災に関する学習に取り組んだりして、防災意識の向上につなげた。 
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今後の取組 県内４か所（富士、河津、南伊豆、掛川）の学校・地域・行政等が連携、協力し

て防災キャンプを推進する。また、防災キャンプ実施地域において「地域プラット

フォーム」を形成し、持続的に取り組み可能な体制を整えるための支援を行う。さ

らに、リーフレット等で実施内容や防災キャンプの趣旨を広報することにより、地

域に根ざした防災活動を推進する。 

 

（２）健全な生活を営むことができる知識の習得 

      

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 健康教育の推進                        ＜教育総務課＞ 

取組の内容 子どもたちの健康教育を推進するため、学校薬剤師・地域の関係機関等と連携し、

最新の情報等を取り入れた薬学講座(薬物乱用防止教室)を全小中学校、高等学校で実

施します。 

取組の評価 研修会等を通して、主に学校薬剤師と連携して実施するよう依頼してきたが、全

校実施には至らなかった。 

今後の取組 引き続き、学校薬剤師等と連携し、全校で薬学講座が実施されるよう依頼する。 

県薬事課、県薬剤師会と連携する中で、新しい健康課題（危険ドラッグ等）につ

いても薬学講座に取り入れていく。 

 

（イ） 学校における消費者教育の推進【新規】        ＜義務教育課・高校教育課＞ 

取組の内容 小中学校においては、児童生徒の発達の段階に応じて、社会科、技術・家庭科を

中心に、身近な消費生活・消費活動の学習を通じて、正しい金銭感覚を育成すると

ともに、経済活動の意義、消費者の基本的な権利と責任に対する理解を深めます。 

高等学校においては、生徒が社会生活において自ら考え行動できるようにするた

め、関係する教科等において経済の仕組みや消費生活の諸課題について考える授業

を推進します。 

取組の評価 小中学校では、正しい金銭感覚の育成、経済活動の意義、消費者の基本的な権利

と責任に対する理解を深めるため、社会科、技術・家庭科等において、身近な消費

生活・消費活動の学習を積極的に取り入れるよう学校訪問の際、啓発を行った。ま

た、消費者推進会議等で関係機関と情報を交換し、今後の取組と課題について共通

理解を図った。 

高等学校では、公民科や家庭科、商業科の科目を中心に、個人と企業の経済活動

における社会的責任、消費者問題と消費者保護のあり方を考えさせるとともに、消

費者の権利と責任についての理解を深めた。 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

事故や事件等のトラブルに遭わな
いよう、日頃から必要な知識の習
得に努めながら生活している人の
割合 

（Ｈ25） 

71.6％ 
77.6％ 82％ Ａ  

県が実施する消費者教育講座の受
講者数 

（Ｈ24） 

10,078人 

（Ｈ25） 

9,185人 
11,600人 

基準値

以下 
総 
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今後の取組 静岡県消費者教育推進計画に基づき、各教科等における消費者教育が一層推進さ

れるよう「ふじのくに消費者教育推進県域協議会」において、関係機関と情報を交

換し、消費者教育の効果的な推進方法について協議する。 

関係機関と連携を図りながら、実際の消費活動や具体的な消費者問題に主体的に

対応できる能力を育てるとともに、生産者や販売者として消費者の視点に立った各

学校の活動を引き続き支援していく。 

 

  （３）地域と連携した防災教育の推進 

     

 

 

 

 

 

   Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 防災教育の推進【再掲】 ⇒８４頁                ＜教育総務課＞ 

 

（イ） 学校の防災計画書の充実                     ＜教育総務課＞ 

取組の内容 各学校が作成する防災計画書を実効性のある内容に改訂するため、津波防災等に

専門的な知見を有する有識者を学校に招聘するなどして、児童生徒の安全な避難行

動について検証及び評価を実施します。 

取組の評価 各学校のマニュアルの実効性を検証するためのイメージトレーニングの手法を開

発し、防災担当者研修会で実践した。あわせて、第４次地震被害想定浸水域付近の

学校についても津波対策を充実させるため、学校防災アドバイザーを派遣した。 

今後の取組 津波対策については継続して行うとともに、富士山火山対策マニュアル（暫定版）

を有識者等の最新の知見を得ながら改訂する。あわせて、マニュアル検証の手法に

ついても出前講座等を通じ普及していく。 

 

（ウ） 防災キャンプの推進【再掲】 ⇒８５頁             ＜社会教育課＞ 

 

（４）交通安全意識の向上 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

地域で行われる防災教育への幼児
児童生徒の参加率（公立） 

（Ｈ25:参考） 

41％ 
59.0％ 70％ Ａ 総 

「防災教育推進のための連絡会
議」の開催率（公立） 

（Ｈ25） 

99％ 
99.0％ 100％ Ｂ  

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

児童生徒の年間交通事故死傷者数 
（Ｈ24） 

3,966人 

（Ｈ25） 

3,534人 
3,400人以下 Ａ 総 

交通ルールを守り、交通マナーの

向上に努めている人の割合 

（Ｈ25） 

96.4％ 
95.9％ 100％ 

基準値

以下 
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Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 交通安全教育の推進                       ＜教育総務課＞ 

取組の内容 児童生徒が、交通事故の当事者にならないようにするため、警察署等関係機関と

連携した交通安全教室や各学校の交通安全教育担当者に対する研修会、二輪車通学

許可生徒に対する講習会等を開催します。また、通学路の安全確保のため、市町教

育委員会に通学路安全対策アドバイザーを派遣するなど安全教育の充実を図ります。 

取組の評価 交通安全指導者研修会を実施し、高等学校における交通安全指導者の資質の向上

を図るとともに、二輪車通学許可生徒に対する二輪車グッドマナー講習会を開催し、

運転マナー、知識及び技能の向上を図った。また、沼津市、静岡市に通学路安全対

策アドバイザーを派遣し危険箇所を点検することにより、安全対策に必要な様々な

視点を得ることができた。 

今後の取組 引き続き、重大事故につながる恐れのある、自転車や二輪車による事故防止対策

や乗車マナーの向上、知識及び技能の習得を目的とした講習会を実施する。 

 

６ 人と人とを結ぶ新たなコミュニティの創造  

    地域の課題や悩みを話し合い、その解決に向けて住民が主体となって取り組むなど、

同じ目的を共有する新たなコミュニティ活動やそのための支援体制の整備に取り組む。 

（１）様々な活動を通した新たなコミュニティづくりの推進  

     

 

 

 

 

 

 

Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 地域における通学合宿の推進【再掲】 ⇒６２頁          ＜社会教育課＞ 

 

（イ） 学校支援地域本部設置の推進【再掲】 ⇒６２頁          ＜社会教育課＞ 

 

（２）市町の教育行政の課題などに対応した支援体制の整備                                                                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

県民の地域活動への参加状況 
（Ｈ25） 

73.1％ 
72.6％ 83％ 

基準値

以下 
総 

コミュニティカレッジ修了者数 

（Ｈ25までの 

累計） 

640人 

（Ｈ26までの 

累計） 

712人 

1,000人 Ｂ 総 

 

成果指標 基準値 現状値（Ｈ26） 目標値（Ｈ29） 
進捗 
状況 

 

「それぞれの地域の特色を生かし
た教育行政が進められている」と
感じている人の割合 

（Ｈ25） 

40.3％ 
44.8％ 50％ Ａ  

県教育委員と市町教育委員が意見
交換をした市町の数 

（Ｈ23～25） 

35市町 
10市町 

（Ｈ26～29） 

35市町 
Ｂ  
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Ｈ26年度の主要な取組 

（ア） 市町教育委員会との連携強化             ＜教育総務課・教育政策課＞ 

取組の内容 静岡県教育振興基本計画第２期計画の着実な推進を図るため、市町教育委員会事

務局訪問を実施し、各市町との連携に努めます。 

また、市町教育委員会における共通の課題について研究協議及び情報交換を行い、

相互の連携を通して計画的・組織的に教育行政の推進を図るため、市町教育委員長・

教育長会、教育委員・教育長研修会において研修、協議を実施します。 

取組の評価 共通の課題について、県・市町教育長代表者による協議及び情報交換を行うとと

もに、相互の連携を通して計画的・組織的に教育行政の推進を図るため、市町教育

委員長・教育長会、教育委員・教育長研修会において研修、協議を実施するなど、

市町教育委員会と県教育委員会の更なる連携強化を図ることができた。 

県教育振興基本計画第２期計画の着実な推進と、各市町との連携を図るため、全

35 市町教育委員会事務局を訪問し、市町教育委員会事務局における共通の課題等

について協議及び情報交換を行った。 

今後の取組 今後も同様の取組を継続するとともに、新たに始まる総合教育会議の情報提供等

を通じ、更なる連携強化を図る。また、県教育振興基本計画第２期計画の着実な推

進を図るため、全 35 市町教育委員会事務局を訪問し、各市町教育委員会事務局と

のさらなる連携の強化に努めていく。 

 

（イ） 教育事務所地域支援課による市町の学校支援            ＜教育総務課＞ 

取組の内容 市町の自立に向けた取組を支援するため、教育事務所に「地域支援課」を設置し、

人事・指導機能の一体化を図り、学校支援充実に向けた助言・指導を実施します。 

取組の評価 「地域支援課」の指導主事訪問により、人事・指導の一体化した学校支援を行う

ことができた。 

今後の取組 今後も引き続き、学校指導の充実に向けた助言・指導を行っていく。 

 

（ウ） 県費負担指導主事の小規模自治体への時限配置           ＜教育総務課＞ 

取組の内容 小規模自治体における指導主事ゼロ配置状態を解消するため、自立に向けた条件

を付した上で、県費負担指導主事を時限配置します。 

取組の評価 賀茂地域５町に県費負担指導主事を配置し、学校における指導力向上を図るとと

もに、５町の自立に向けた課題整理と検討を進めることができた。 

今後の取組 引き続き、指導主事を時限配置するとともに、平成 27 年度は、５町による共同

配置に向けた方針を決定する。 
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Ⅷ 学識経験者からの御意見 

   ※重川委員については、会議当日は御欠席されたため、各章の総括評価について書面にて御意見をいた

だきました。 

第１章 生涯学習社会の形成 

１ 生涯学習推進体制の充実と教育施設の整備 

武井委員： だいたいの進捗状況は「C」評価である。施設整備や啓発活動など、い

くらかの影響は及ぼせても、実際に生涯学習をするかどうかは市民の意

識次第であり、自分自身の意欲によって行うのが前提である。そのため、

この進捗状況に振り回される必要はなく、それに向けて何をしたのかを

評価すればよい。 

         「学校関係者評価を公表している学校の割合」の進捗状況は「基準値

以下」であるが、学校関係者評価はどの学校でも行われている。あとは

公表しているかどうかであるが、この指標の「公表」の意味は web サイ

ト上ということか。 

松永委員： 「しずおか県民カレッジ連携講座の充実」が「基準値以下」であるが、

これは社会教育活動・生涯学習活動の促進が目標であって、講座数は関

係ない。実際に連携が社会教育活動・生涯学習活動の参加を促したのか

どうか。促したとしたら第５章の県民カレッジが成果につながっていく

と思う。生涯学習推進体制を作っていくとなると、出口の作り方に課題

がある。この取組では「称号を付与します」がゴールになっている。社

会教育活動・生涯学習活動参加の促進を考えるなら称号の付与がゴール

ではなく、それを使って学校支援コーディネーターになるなど発展して

いける出口の作り方が大切。 

         「県立中央図書館の年間利用者数」は基準値よりも下がっているが、

現在は市立図書館の資料を県立図書館で取り寄せるなどネットワークで

の活用もある。そのような活用のされ方を、来館者数だけではかること

はできないので、評価の仕方を考えるべき。 

         「学校関係者評価を公表している学校の割合」も減っているが、教育

環境整備の人的資源の視点からいえば、県民カレッジ修了生の学校支援

コーディネーターとしての活用も検討していくべき。 

 

２ 生涯学習社会を支える指導者の養成 

武井委員： 「生涯学習を支える指導者の養成」に関して、指導者養成のキーパー

ソンは校長である。しかし、頼もしい教職員を育てる校長に対する取組

がこの中にはない。管理職研修等はやっているわけなので、「学び続ける

管理職」のような施策を来年度に入れてほしい。 

         「メンタルヘルス対策」であるが、静岡県は 20 代の女性教員の精神性

疾患による休職者数が多い。また、採用者数の増加により校内のベテラ

ン教員が減少しているので、新規採用教諭の質の維持も難しくなる。そ

うすると、研修だけでなく、ピア・サポートのような形で指導体制を組
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んでいかないと難しいのではないか。また、休職に入ったり、数年で辞

めたりすると、その弊害は対策にかかる資源よりもはるかに大きなマイ

ナスを学校現場に及ぼすことになる。もっと手厚くすべきであると思う。 

松永委員： 「市町の公民館等で行われている事業・活動に参加した人の割合」が

出ているが、この成果指標はどのように使っているのか。 

「学校運営の改善に向けた取組の推進」として多忙化解消をあげてい

るが、学校運営にかかわることなのでコミュニティ・スクールもここに

盛り込むべき。コミュニティ・スクールの導入には、多忙化解消も理由

に挙げられているからである。 

 

３ 共生社会を支える人権文化の推進 

武井委員： 人権文化の推進という非常に壮大なテーマであるが、それを評価する

際にアンケートを用いている。しかし、文化については、教育委員会の

取組でどのような変化が出るのか。例えば、「性別にかかわりなく個性と

能力を発揮できる機会が確保されていると思う人の割合」について、基

準値の 32%を 50%にするのが目標だが、これは文化の問題であり、何をど

うやって達成しようというのか。 

         アウトプット指標とアウトカム指標を分けていくという考えは、今も

まだ残っているのか。こうしたことは、結果として教育委員会が何を努

力したのか、また何をやったのかで評価すべきだと思う。 

松永委員： 「人権尊重の意識が定着した社会の構築」は教員に対するものであり、

健康福祉部や経済産業部ではなく、人権文化の推進であれば学校が主導

すればいいのではないか。教員以外の大人がどう考えているのかは、子

どもにも大きく影響するので、そのような取組の記載があってもいい。    

また、いじめや暴力の対応は人権意識にもとづくところがすごく大き

いと思う。「いじめはダメ」といくら訴えても、一人一人に大切な命とい

う人権意識がないと、いじめは撲滅できない。もっと積極的に踏み込ん

でほしい。 

 

４ 新しい時代を展望した教育行政の推進 

武井委員： 「事務局教員の計画的な学校配置」の取組が本当に学校を良くするこ

とに繋がるのか、きちんと検討してほしい。 

松永委員： 派遣社会教育主事制度がなくなって、先生方が社会教育について知る

機会が減ってしまった。学校教育だけをやってきた先生は、外で起こっ

たことが分からず、地域と連携が取れないのではないか。学校と地域の

連携についてのキーパーソンとなる先生が、そのことを分かっていない

と、取組も広がっていかない。 

 

第１章の総括評価について 

武井委員： 学校教育の義務教育段階とは異なっていて、生涯学習社会の形成を求
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めるのも実施するのも、それは市民自身であって、教育委員会はあくま

でもサポートするに過ぎない。サポートの姿勢がどうあるべきかの議論

を、今後深めてほしい。責任の範囲も限定的に考えていくべきだと思う。

生涯学習社会の形成を事務局だけで行うのは現実的ではない。目的と行

政の立場の関係を考えてほしい。  

松永委員： この章が筆頭章なので、生涯学習のことが書かれているが、この章の

取組は他の章とも関わっていることが多い。そのため、総括評価も第 1

章だけでなく、他の章の施策との関連の中で成果としてでてきたもの、

まだ足りないものであるので、そのような書き方になった方が総括にな

るのではないか。 

重川委員： 生涯学習社会の形成のために設定されている取組が非常に幅広い項目

であることからも分かるように、多様なステークホルダーが我が事とし

て取り組んでいかねば実現困難な目標と考えられる。そのため、教育委

員会事務の管理・執行に関する点検評価が低くなることはやむを得ない

面もある。 
一方、この課題を達成していくためには，長期間にわたって、家庭、

地域、職場、学校、社会教育施設がそれぞれ具体的な取組をしてくこと

が求められている。そのための情報発信をしていくことが教育委員会と

して重要な役割と言える。現在、ホームページ、フェイスブック、広報

紙、ガイドブックなどを通じた情報発信をしているが、「作って配布」す

ることが最終目標とならぬように、これらの媒体を通じてどの程度の人

がその情報を得られているのか、さらに情報を得たのちにどのようなア

クションを起こしているのか、その先を視野に入れた施策展開をしてい

くことが望まれる。 

 

第２章 ライフステージの円滑な接続による人づくりの推進 

１ 幼児期の教育の充実 

武井委員： 「幼児教育を支援する活動拠点機能の設置の検討」について、特に僻

地では有効な事業であり、今後も積極的に推進してほしい。幼児期につ

いて、県教育委員会ができることはここに挙げられている程度である。

あとは市町にゆだねられているので、研究や支援の機能を充実させてほ

しい。 

松永委員： 「家庭における教育力の向上」について、青少年期にも家庭教育は重

要なので、その点も配慮してほしい。 

また、幼児期の教育で県教育委員会ができるのは、幼稚園や保育所へ

の支援程度である。保育の場と教育の場での、幼児教育の公平性や質の

いい教育・保育が担保されているのか。教育的観点から、施設を整備す

るだけでなく、子どもへの教育をどうとらえるか、親への啓発も含めた

取組を考えてほしい。 
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２ 青少年期の教育の充実 

武井委員： 総じて見ると、静岡県の教育は相当に安定していると相対的に位置付

けられる。むしろ心配なのは、これだけの膨大な事業を抱え、新しい課

題が出てくる中で、県教育委員会が対応できるゆとりを持っているかと

いうことである。現状としてはよくできている。しかし、教育的には相

当優れた県であることを県民が共有しているかというと、そうではない。

それが問題の本質であり、そのことを周知していくべき。教育界全体に

対して、暖かい空気を醸し出していかないと、せっかくの良さが活きて

こない。 

「特別支援教育の充実」の特別支援学校のセンター的機能について、

これは概念としては易しいが、一方は県立の特別支援学校でもう一方が

市町立の小中学校なので、個々の校長の判断ではセンター的機能を発揮

するのは難しい。特別支援教育についてはそれぞれの自治体の中で充実

させていて、県立と市町立の学校の連携が希薄である。そこは力を入れ

てほしい。 

「ふじのくにｉマップ」は他の自治体にはあまり見られないユニーク

な取組である。学校が疲弊していく中で、学校外で居場所を見つけて成

長していく子が増えていくかもしれない。そのようなことにネットワー

ク的な機能を働かせてほしい。 

こうした創意工夫が生まれていくためにも、時間的にも人材的にも、

県教委にゆとりが必要である。 

松永委員： 「キャリア教育に関する研修を実施した割合」は、小中学校では目標

値に比べてかなり低い上に、前の年よりさらに下がっている。キャリア

教育の捉え方が、先生の中で「特定の職業を決めること」となっている

からで、「どのような人生観をもって生きるか」のようにもっと広くとら

えれば小中学校でも伸びるのではないか。目標値の設定や小中学校での

取組を検討してはどうか。キャリア教育に関しては後段で大人の活用に

も触れるが、スペシャリストだけでなく、身近な大人の姿をキャリア教

育に活かしてほしい。 

         なお、この項目のボリュームが多いのは、青少年期の教育にしっかり

取り組んでいるということで、教育としては望ましい姿で、評価されて

いい。 

 

３ 成年期以降の教育の充実 

武井委員： 人材データベースは人材活用のために全国で作られたが、結果的には

形骸化が見られる地域が多い。人を介して相談できるようにしないとい

けない。データバンクだけでは活用できない。 

松永委員： 学びの「宝箱」の活用と県民カレッジがつながらない。カレッジを修

了すると、称号ではなく「宝箱」に登録して活用する、のようにすれば
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つながりもできるのではないか。 

「キャリアアップに向けた職業教育の充実」は、キャリア教育も関連

する。指標が教育振興基本計画に載っている以上、教育委員会として何

か発言してもいいのではないか。 

         また、文化・観光部所管であるが、「学生が志望する進路への就職・進

学率」は目標値が 100%だが、100%になりうるのか。今回も 97.7%で「Ｃ」

評価であるが、どうやってもミスマッチもあるし、一人でもダメなら目

標達成できないことになるので、この目標値は現実的ではない。進捗状

況の調査も検討してほしい。 

 

第２章の総括評価について 

武井委員：  この章は教育委員会の取組の中でも中核的な章である。総じて言えば、

円滑に事業が推進できている。しかし、それは今後も同じ状態が続くこ

とを意味しない。教育環境はこれから難しい状況になってくると思うの

で、教育委員会事務局はじめ教育関係者の力をどうやって高めていくの

か、未来的な施策展開を期待したい。 

松永委員： それぞれの施策は充実している。しかし、第２章のタイトルである「ラ

イフステージの円滑な接続による人づくりの推進」の部分では、青少年

期の小・中・高はいいが、青少年期から成年期の接続、成年期になって

幼児期の子育てにもかかわるという視点が不十分である。家庭教育をす

るのは成年期であり、親の学習支援という考えでいけば、「１ 幼児期」

ではなく、「４ 成年期以降」に書くという方法もある。家庭教育を入れ

る場所についても、今後考えてほしい。 

重川委員： 第２章のテーマである「ライフステージの円滑な接続による人づくり」

のためには、幼・小・中・高を通じた教育に加え、高等教育～成年期以

降の教育の充実に施策の重点を置くことが必要である。この取組は、文

化・観光部や経済産業部など他の部局とあるが、教育委員会からの働き

かけや連携を強めるなど、文字通り「ライフステージの接続」を念頭に

置いた、途切れのない教育プログラムの検討が求められる。 

 

第３章 社会総がかりで取り組む人づくりの推進 

１ 連携・協働による学校教育の充実 

武井委員： コミュニティ・スクールはどれだけ導入するかではなく、課題である

学校の負担を地域で分かち合うことである。そうであれば、導入の数を

増やすことではなく、どのようにして学校を支援する体制をつくるのか

に問題の核心がある。学校も大変になっているが、地域でも高齢化が進

むなど、人材にも限りがある。ある人は PTA で、ある人は学校支援地域

本部で、ある人はコミュニティ・スクールで、というように力が分散す

ると総体として学校を支援する力は弱体化する。それらを可能なところ

はまとめて一つの地域が学校を背負っていけるようにしなければならな
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い。そのためにはそれらをつなぐネットワークのプロをつくっていかな

いと、十分には機能しないと思う。他県と比べてコミュニティ・スクー

ルが多いとは言えないが、逆に言えばコミュニティ・スクールをつくら

なくても、静岡県では地域と学校の距離が近いということであると思う。 

松永委員： 仕組みをつくるのが目的ではなく、学校と地域の協力体制をつくるこ

とが大事である。仕組みができていなくても、協力体制ができていると

ころは多い。その事例を紹介することで、取組が不十分な地域に啓発す

ることの方が大切ではないか。 

連携する相手である地域を育てることも大事なことである。学習や教

育のイメージがどういうものかで、協力したときの教育の在り方が変わ

ってくる。土曜日の使い方でも、授業を行うのか、子どもに対して学校

ではできない体験をさせるのか。学習だと「宿題を与える」「勉強をやら

せる」に話がいってしまうが、コミュニティ・スクールで本当にやりた

いのは、人格の完成を含めた調和のとれた機会の提供である。教育を与

えるのではなく、主体的にやる子を育てないといけない。地域としての

差が出るのはいいが、制度を作ったから連携しているということではな

く、実質的な啓発や指導が県としてなされるべきである。 

 

２ 連携・協働による家庭教育・社会教育の充実 

武井委員： 教育を受ける立場、推進する立場から見ると家庭からどれだけ支援を

引き出すかということになるが、参画した大人、地域やボランティアの

立場から見れば、協力したことでどれだけ充実感があったかが重要にな

る。単発的に支援を得られればいいということではなく、支援を継続的

にしていくことで関わった人々も成長していく、それで生きがいを見出

していく、そういう視点が必要である。成果指標への疑問はあるが、基

本は人を増やすということではなく、人が参加したくなる状況を作るこ

とである。 

松永委員： 住民がどのように地域をとらえ、主体的に取り組む市民性を育ててい

かないと、これからも人口流出が続く。地域のことを自分のことと考え

られる人をどのように増やすかがポイントである。その意味で今は、学

校教育の主体性も叫ばれている。NPO と関わることで、教育に主体的に

取り組む大人を増やしていくことが大切である。 

 

第３章の総括評価について 

武井委員： コミュニティ・スクールの導入など、静岡は比較的スローである。し

かし、それは連携がそれなりにできているから焦っていないだけである。

学力向上もそうである。そのこと自体は問題であるとは思わないが、視

点を変えた方がいいのは、長期的に見て、戦略的かどうかという問題で

ある。 

松永委員： 「家庭教育支援条例が制定される中、家庭教育ワークシート「つなが
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るシート」の追加版作成なども行われ、家庭教育支援に向けた動きも強

くなっている」と出ているので、家庭教育支援の項目をこの第３章にも

ってくるべきか。 

第３章は「１」が学校教育で「２」が家庭教育に分かれているが、総

括評価の点では家庭と地域の連携を書いていけばいいと思う。コミュニ

ティ・スクールだけでなく、実質的な連携の事例を蓄積して、「静岡型社

会総がかり」の姿を提示していくのはどうか。 

重川委員： 家庭・地域と行政との連携・共同の充実は本章の課題解決に非常に重

要な取組と考えられるが、成果指標の一つである「地域で子どもを育む

活動に積極的に参加した人の割合」は 1 割以下となっている。何らかの

形でこの問題解決に関わりたいと考える県民の数は決して少なくないと

思うが、具体的に参加できる場がまだまだ少ないことが課題の一つでは

ないだろうか。縦割りの行政を通じて展開されている施策にとらわれず、

柔軟に様々な立場の人たちが、その人ができる事を活かして参加できる

プログラムを提供していくことが必要と考える。 

  

第４章 生きがいや潤いをもたらす文化・スポーツの振興 

１ ふるさと“ふじのくに”の多彩な文化の創出と継承 

武井委員： 特にない。今後とも、着実に事業を推進してほしい。 

松永委員： 継続的に「文化財に関心のある人の割合」が一定の水準であれば評価

していいと思う。ただ、韮山の反射炉など、世界遺産に指定されたとた

んに観光客が押し寄せている。世界遺産効果で急に単発的に伸びるより

も、平均７割が継続的に存在していることが大事であると思う。 

 

２ スポーツに親しむ環境づくりの推進 

武井委員： 静岡県はスポーツも盛んで、日常生活への定着は他県に類を見ないく

らい進んでいる。実施率や協議会は充実しているが、もう少し、健康教

育の観点から啓発があってもよい。 

地域スポーツについては、県教委がすべきことはノウハウを提供する

ことで、後は地域で対応するべき。 

松永委員： 「生涯スポーツの振興」に重点を置くのか、「競技力向上対策の推進」

「2020 年東京オリンピックに向けた選手育成・強化」に重点を置くかで

方向性が違ってくる。オリンピックに向けてトップアスリート養成に重

点が置かれているのか。 

地域スポーツについては、教員のアイデンティティを奪うことにもな

りかねない。また、伊豆などの地域では連携にも限界がある。 

文化財における世界遺産と同じく、生涯スポーツも流行に左右される

ので、一定の基準に対してどのような取組がなされているかという見方

が大切であると感じる。 
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第４章の総括評価について 

武井委員： 静岡県には豊かな文化資源、スポーツ潜在力があるので、着実に施策

を進めてほしい。 

松永委員：  どの年代に対しても幅広く文化的・スポーツの環境が提供できるよう、

今後も維持してほしい。 

重川委員： 子どもの体力や運動能力の低下は大きな課題であり、学校教育の場の

みで解決できる問題ではない。また、高齢者の身体機能低下を防ぐため

の取組も、高齢化社会に向けて重要と考えられる。本章の取組の中でこ

れらの点に関する項目が見受けられないが、行政として力を注いでいく

べき対策と考える。 

 

第５章 現代の重要課題に対応した教育の推進 

１ 持続可能な社会の形成 

武井委員： 地方消滅という課題の中で、地方が持続するための教育をどうするの

か。環境を守ることだけではなく、教育を核として地域創生や社会活性

化を議論していくべき。 

松永委員： 「持続可能な社会の形成」だけでなく、第５章全体が現在の重要課題

に対応したものである。もっと他の章にも絡んでくる取組もあるので、

そこも視野に入れて考えていくべき。「持続可能な社会を目指す環境教

育・環境学習の推進」も、環境だけでなく道徳性を育むことなども関係

してくる。そのような視野に立って、この問題への取組を考えたい。 

 

２ 高度情報社会への対応 

武井委員： とりわけ変化のスピードが早い領域なので、条件整備も重要だが、そ

れ以上に研究機能を持っておくべき。情報教育の推進は成果指標の質を

問うべきであり、情報モラル教育ができる教員の割合ではなく、研究会

の立ち上げなどの項目を検討することが必要なのではないか。 

松永委員： 「情報モラルに関する教育活動を実施した学校の割合」も、青少年問

題協議会など社会教育の取組もあるのでその議論を入れてほしい。 

 

３ 多文化共生社会の形成 

武井委員： この本義は外国人とのふれあいではなく、自分と考え方や生活習慣が

異なる人とどう折り合いをつけていくかである。広くライフスキルの視

点から捉え直すことを進めてほしい。 

松永委員： 行政で多文化共生に取り組む際には、男女共同参画と一緒になって課

が組織される自治体が増えている。多文化や異文化とは国が違う印象だ

が、国の中でも世代間など異文化はある。外国人を理解できれば共生に

なるわけではなく、国内にある異文化も理解し合えるという観点も入れ

てほしい。 
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４ 知識基盤社会と科学・技術の発展への対応 

武井委員： 「知識基盤社会」の事業構成は、理系重視という誤解を与えかねない。

本来は、知識基盤社会とは知識が社会の主要な構成要素となり、日々、

自分たちの知識が塗り替えられていく社会のことで、文理を問わず自分

の生き方に関わっていくことである。アクティブ・ラーニングにも関わ

るが、広く捉えて自らの主体の在り方を再定義できるような教育の在り

方を考えてほしい。幅広い議論を期待したい。 

松永委員： 「科学」は理系としてではなく、科学的な思考法のことで、そこを教

育できることを強調した書き方にしてほしい。 

 

５ 「命を守る教育」の推進 

武井委員： 最近の論調を見ると、自然災害にクローズアップされ、不審者対策へ

の意識が薄くなっている。問題は忘れた頃に起きるので、防犯教育の視

点を持って今後も推進してほしい。 

松永委員： 危害があったときの自己防衛方法を教えることが強いが、それと同時

に大人に対し、子どもに危害を加えないことを啓発してほしい。 

 

６ 人と人とを結ぶ新たなコミュニティの創造 

武井委員： 地域支援課が新たにつくられ、県教委としても新たな取組を進めてい

る。コミュニティの創造で大きな役割を果たすのが、特に僻地の学校で

ある。そのような地域では、学校が地域の最後の砦になっている。コミ

ュニティの核としての学校は何をどうするべきか。県教委としては、経

営のノウハウで支援していくべき。地域支援課は指導・助言をしている

が、一方で経営支援の視点も入れてほしい。 

松永委員： 学校が地域の知の拠点となって、地域づくりの核となることも教育振

興基本計画には載っていることである。このコミュニティの創造は重要

な課題として捉えていくべきである。 

  

第５章の総括評価について 

武井委員： この章は、それまでの章とは内容を異にしている。策定当初以後に変

化によって、枠組み自体が変わっている。ツイッターや LINE の問題、東

日本大震災や教育委員会制度改革など、大きな変化が見られる。そのた

め、この第５章については常に枠組み自体を柔軟に見直すことが大事で

ある。 

松永委員： 平成 26 年度の課題を解決するために各課が取り組んだことが、第１～

４章にちりばめられている。この章は再掲だけでよい。この課題を解決

するために各課が取り組んでいるので、第４章までとは違う可変的なも

のであり、その検証の仕方も検討してほしい。 

重川委員： 「命を守る教育」の推進では、「社会総がかりで安全な社会の構築に向

けた機運を高め」とされているが、具体的な取組についてはいずれも、
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学校で実施されるものが多数を占めている。防災・防犯・交通安全・消

費者知識など生活安全全般にわたるこれらの知識素養を身に付けるため

には、学校よりもむしろ家庭や地域・職場が果たす役割が大であり、さ

らに成年期以降や高齢者に対する知識提供の機会を増やしていくことが

さらに重要性を増していくと考えられる。 
 

全体の総括について 

武井委員： 静岡県教育委員会は「『有徳の人』づくりアクションプラン」に基づき、

生涯学習社会の構築に向け、社会総がかりでの施策展開を念頭に置き、

５つの柱のもとに諸事業を推進している。本年度においても、非常に多

岐にわたる事業を総じて活発に展開していると評価することができる。

折しも平成２６年度は県の教育振興基本計画の第２期計画の初年度に当

たり、また国レベルでは教育委員会法制の改正も行われており、まさに

教育委員会行政の転機となった年度でもあったと言えよう。こうした時

代背景をふまえ、今後の課題として以下の３点を挙げておきたい。 

第一に、点検評価における評価指標と事業目的についての整合性の検

討である。教育委員会の活性化は「県教育委員会の取組に関心がある人

の割合」だけで測られるものではないし、富士山の後世への継承は「富

士山に関心のある人の割合」が高ければ達成されるものではないだろう。

これらの事業目的と評価尺度の間の内容のギャップは、事業成果の可視

化を追求してアカウンタビリティを担保する観点から不可避的に生じる

ものであろうが、であればこそ、両者の整合性について不断の検討が必

要なのではないないだろうか。成果指標のわかりやすさや実効性と併せ

て検討されたい。 

第二に、こうした教育委員会諸事業の評価・改善プロセスにおける教

育委員のリーダーシップについてである。現行制度上、教育委員会は教

育委員会諸事業の責任主体として位置づけられている。実際の運用にお

いてはその多くの事業について教育長を長とする教育委員会事務局に委

任されていることをふまえたとしても尚、そうした委任事務事業が適切

に運用されているかをチェックし、必要に応じて改善を提案する第一義

的な責任は執行機関としての教育委員会にあると理解されるだろう。こ

のように考えるとき、教育委員会事業の評価・改善プロセスに、教育委

員会が組織として参画した形跡が可視化されるものになるよう求めると

ころである。 

第三に、教育委員会の意思形成に関する評価の必要性についてである。

行政委員会としての教育委員会の最も基礎的な責務は教育行政に関する

意思形成を行うことである。今回の教育委員会点検評価においては教育

委員会事務の管理・執行に関しては評価・検討されているものの、今年

度において、教育委員会は諸施策についてどのように総括し、今後の発

展の方向性をどのように見据えているのかといった、行政委員会として
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の意思形成に関する議論の内実は外部からはわかりにくい。とりわけ、

昨年度は教育委員会制度の改定がなされたのに加え、教育委員会制度の

運用におけるいくつかの課題も明らかになった。こうした時代の転換期

にあって、どのような方向で議論が行われているかについては教育の受

益者や県民の関心事であるはずであり、今後は評価検討されていくこと

が望ましいのではないか。 

これまで教育現場の実態を踏まえ、着実な推進体制のもとで多くの成

果を挙げてきた静岡県教育委員会あればこそ、今後の積極的な展開に期

待したい。 
松永委員： 各事業が適切に行われたことは分かったが、トータルとしてこれによ

って静岡の教育がどうなったかという全体像への言及が必要である。こ

の事業があって、そのために次にこの事業を行う、という優先順位があ

ってはじめて事業が有効に機能していく。計画ではどうしても事業が羅

列形式で示されてしまうが、本来の事業の組み立てとしては、これがあ

るからそれをするという構造があるので、評価の際にはそのことが見え

るようにすべきである。そうすることで、改善につながる評価になる。 

         また、県民に「生涯学習社会」は理解されているのか。教育や学びと

は各自の体験に基づくものが先行してしまいがちであるが、本来の教育

のあり方が重要であるので、意識啓発を大事にしてほしい。静岡県全体

の教育の向上を考えたときに、県民ぞれぞれの教育観が左右してくるの

で、意識啓発を行ってほしい。 
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Ⅸ 平成26年度 教育委員 活動実績 

 

４月 

日 曜日 行事等 

２ 水 定例会 

７ 月 天竜高校開校式（県立天竜高等学校） 

８ 火 市町教育委員長・教育長会 

10  木 清流館高校開校式（大井川ミュージコ） 

14 月 定例会 

15 火 協議 

22 火 山中伸弥教授講演会 

25 金 保護司選考会 

 

５月    

日 曜日 行事等 

12 月 定例会 

16 金 移動教育委員会（県立伊豆総合高等学校） 

20 火 １都９県全委員協議会（茨城県） 

21 水 １都９県全委員協議会（茨城県） 

23 金 京都市長講演会 

23 金 協議 

26 月 定例会 

30 金 事務職員協会総会 

 

６月    

日 曜日 行事等 

３ 火 第１回地域とともにある学校づくり検討委員会 

４ 水 定例会 

５ 木 参議院公聴会 

13 金 移動教育委員会（浜松市引佐北部小中学校） 

16 月 西野氏宅訪問 

18 水 定例会 

20 金 点検評価会議 

26 木 県議会答弁 
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７月    

日 曜日 行事等 

７ 月 定例会 

14 月 移動教育委員会（三島市立錦田こども園） 

16 水 第２回地域とともにある学校づくり検討委員会 

17 木 連合会総会 

18 金 連合会総会 

25 金 定例会 

 

８月    

日 曜日 行事等 

５ 火 移動教育委員会（県総合教育センター、警察学校） 

６ 水 定例会 

18 月 教員採用試験面接 

19 火 教員採用試験面接 

20 水 教員採用試験面接 

21 木 定例会 

28 木 １都９県委員長協議会（長野県） 

29 金 １都９県委員長協議会（長野県） 

 

９月    

日 曜日 行事等 

１ 月 臨時協議会 

３ 水 知事へのデータ手交 

９ 火 協議 

11 木 定例会 

17 水 移動教育委員会（御前崎市立白羽小学校） 

21 日 高文祭発表会・開会式 

22 月 協議 

24 水 定例会 

26 金 第３回地域とともにある学校づくり検討委員会 
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10 月    

日 曜日 行事等 

１ 水 協議 

７ 火 定例会 

10 金 知事との意見交換会 

12 日 定時制通信制生徒生活体験発表会 

15 水 協議 

17 金 感謝状贈呈・任命式 

21 火 安全対策委員会 

27 月 定例会・政令市との意見交換会 

29 水 移動教育委員会（島田市立大津小学校） 

 

11 月    

日 曜日 行事等 

３ 月 知事表彰式 

５ 水 定例会 

14 金 子ども・若者育成支援強調月間静岡県大会 

17 月 定例会・教育委員会表彰式 

21 金 三ケ日安全対策委員会 

28 金 日中青年代表交流レセプション 

 

12 月    

日 曜日 行事等 

２ 火 定例会 

３ 水 県議会答弁 

４ 木 あすなろ夢講座 

10 水 協議 

11 木 移動教育委員会（県立富士特別支援学校富士宮分校） 

17 水 定例会 

18 木 第４回地域とともにある学校づくり検討委員会 
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１月    

日 曜日 行事等 

７ 水 定例会 

９ 金 コンプライアンス委員会 

13 火 人事案件 

14 水 人事案件 

19 月 人事案件 

20 火 人事案件 

20 火 第５回地域とともにある学校づくり検討委員会 

21 水 定例会 

23 金 移動教育委員会（東伊豆町立稲取中学校） 

26 月 連合会総会（東京都） 

29 木 人事案件 

30 金 移動教育委員会（菊川市立河城小学校） 

 

２月    

日 曜日 行事等 

２ 月 定例会 

６ 金 就学前教育シンポジウム 

16 月 定例会 

20 金 県議会答弁 

 

３月    

日 曜日 行事等 

２ 月 知事との意見交換 

６ 金 定例会 

９ 月 第６回地域とともにある学校づくり検討委員会 

16 月 定例会 

17 火 浜松市教育委員会との意見交換会 

24 火 臨時会 

27 金 静岡市教育委員会との意見交換会 

 



議案番号 定例会 公開 案件

1 ４① 非 平成25年度永年勤続者表彰被表彰者（追加）の決定

2 ４② 静岡県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

3 ４② 静岡県教育委員会会議規則の一部を改正する規則

4 ４② 非 静岡県就学支援委員会委員の委嘱及び任命

5 ５① 非 教職員の懲戒処分

6 ５① 非 教職員の懲戒処分

7 ５② 非 知事の権限に属する事務を補助執行することに係る協議

8 ５② 非 教職員の懲戒処分

9 ５② 非 静岡県いじめ問題対策連絡協議会及び静岡県いじめ問題対策本部委員の構成

10 ５② 非 静岡県産業教育審議会委員の任命

11 ６② 非 知事の権限に属する事務を補助執行することに係る協議

12 ６② 非 教職員の懲戒処分

13 ６② 非 静岡県スポーツ推進審議会委員の委嘱

14 ７① 西部特別支援学校の敷地の選定

15 ７① 平成27年度静岡県立高等学校学科改善

16 ７① 非 静岡県立中央図書館協議会委員の任命

17 ７① 非 平成26年度指導力不足教員審査委員会委員の委嘱

18 ７① 非 教職員の懲戒処分

19 ７② 県議会９月定例会に提出する報告書（点検評価）

20 ７② 非 教職員の懲戒処分

21 ７② 非 第34期静岡県社会教育委員の委嘱

22 ８② 平成27年度使用教科書の採択

23 ８② 非 教職員の懲戒処分

24 ８② 非 教職員人事異動

25 ８② 非 教職員人事異動

26 ８② 非 知事の権限に属する事務を補助執行することに係る協議

27 ８② 非 処分取消請求事件

28 ９① 非 平成26年度９月県議会定例会に提出する議案

29 ９② 県立土肥高等学校及び県立佐久間高等学校の将来計画

30 ９② 非 教職員人事異動

31 10① 静岡県教育委員会表彰規程の一部を改正する規則

32 10② 非 平成26年度末教職員人事異動方針

33 10② 非 平成26年度静岡県教育委員会表彰被表彰者の決定

34 10② 非 教職員の懲戒処分

35 11① 静岡県市町立学校職員の退職手当に関する規則の一部を改正する規則

36 11① 平成27年度静岡県立高等学校生徒募集計画

37 11① 静岡県立高等学校学則の一部改正

38 11② 非 平成26年12月県議会定例会提出議案の概要

39 11② 非 教職員の懲戒処分

40 12① 平成27年度教育行政の基本方針の策定

41 12① 静岡県立特別支援学校学則の一部を改正する規則

42 12① 非 平成26年度静岡県教育委員会優秀教職員表彰　被表彰者の決定

43 12① 非 教職員の懲戒処分

44 12① 非 教職員の懲戒処分

45 12② 静岡県市町立学校職員の退職手当に関する規則の一部を改正する規則

46 12② 非 「静岡県いじめ問題対策本部」委員の変更

47 12② 非 教職員の懲戒処分

平成26年度教育委員会定例会議案

Ⅹ　平成26年度教育委員会定例会　議案＆報告事項＆協議会案件一覧
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議案番号 定例会 公開 案件

48 １① 非 教職員の懲戒処分

49 １① 非 教職員の懲戒処分

50 １① 非 教職員の懲戒処分

51 １① 平成27年度全国学力・学習状況調査の県立学校の参加について

52 １② 静岡県立学校処務規程の一部改正

53 １② 第2回スポーツ推進審議会への諮問内容

54 １② 非 教職員の懲戒処分

55 ２① 非 平成26年度２月県議会定例会に提出する議案

56 ２① 非 教職員の懲戒処分

57 ２② 非 教育委員会委員の辞任

58 ３① 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う関係規則の整備に関する規則

59 ３① 非 平成26年度永年勤続表彰被表彰者の決定

60 ３②
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
関係規則の整備に関する規則

61 ３② 静岡県教育委員会事務局内部組織規則の一部を改正する規則

62 ３② 静岡県教育委員会文書管理規則の一部を改正する規則

63 ３② 静岡県教育委員会事務局処務規程の一部改正

64 ３② 静岡県教育委員会事務決裁規程の一部改正

65 ３② 静岡県教育委員会文書管理規程の一部改正

66 ３② 静岡県へき地手当支給規則の一部を改正する規則の制定

67 ３② 静岡県総合教育センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則

68 ３② 教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する規則の制定

69 ３② 非 平成27年度再任用教職員の決定

70 ３② 非 平成26年度末教職員人事異動

71 ３② 非 教科用図書選定審議会委員の任命

72 ３② 非 静岡県文化財保護審議会臨時委員の任命

73 ３② 非 平成26年度永年勤続者表彰被表彰者（追加）の決定

74 臨時
知事の権限に属する事務を補助執行することについての協議書の修正に係る協
議

75 臨時 非 教職員の懲戒処分
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番号 定例会 公開 案件

1 ４① 1 平成26年度教育委員会事務局所属長等
2 ４① 2 監査結果に関する報告
3 ４① 3 天竜高校等施設の完成
4 ４① 4 平成26年度静岡県公立高等学校入学者選抜結果の概要
5 ４① 5 県内文化財の重要文化財指定
6 ４② 1 第4回学力向上対策本部会
7 ４② 2 「地域とともにある学校」の推進
8 ４② 3 平成25年度第２回青少年教育施設等安全対策委員会結果報告
9 ５① 1 県立学校ICT活用事業

10 ５① 2 スーパーグローバルハイスクール、スーパープロフェッショナルハイスクールについて
11 ５② 1 「有徳の人づくりアクションプラン」の進行管理等
12 ５② 2 平成25年度　教職員の健康診断結果及び休職者等の状況
13 ５② 3 平成26年度第1回学力向上連絡協議会
14 ５② 4 平成25年度　体罰に係る実態把握の結果について
15 ５② 5 全国高等学校体育連盟　体罰根絶全国共通ルールについて
16 ５② 6 平成30年度全国高等学校総合体育大会について
17 ５② 7 静岡県スケート連盟について
18 ５② 配付 焼津市花沢地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定
19 ５② 8 非 平成25年度静岡県教職員人事評価の評価結果の概要
20 ５② 9 非 富士水泳場天井改修工事について
21 ６① 1 教育行政の点検及び評価
22 ６① 2 平成26年度全国学力・学習状況調査を活用した早期対応策の結果
23 ６① 3 平成26年度　第１回静岡県ネット安全・安心協議会
24 ６① 配付 教育委員会における県立特別支援学校高等部生徒の職場実習の受け入れについて
25 ６① 配付 声掛け運動アンバサダー藤田弓子氏による知事表敬訪問
26 ６① 4 非 平成26年６月県議会定例会への報告事項
27 ６② 1 通報制度の運用状況
28 ６② 2 吉田特別支援学校の施設整備
29 ６② 3 第1回地域とともにある学校づくり検討委員会
30 ６② 4 静岡県教科用図書選定委員会
31 ６② 5 平成27年度教員採用選考試験志願状況
32 ６② 配付 公務災害及び通勤災害
33 ６② 配付 平成26年度特別支援体制整備研究協議会の開催について
34 ６② 6 非 教職員の分限処分
35 ７① 1 監査結果に関する報告
36 ７① 2 平成26年度全国学力・学習状況調査を活用した早期対応策の結果分析及び対応策の公表
37 ７① 3 補助教材の選定等についての調査結果、補助教材使用届等による採択状況調査
38 ７① 配付 静岡県ゴルフ場協会によるゴルフ振興について
39 ７① 配付 静岡県スポーツ推進計画（案）に対するパブリックコメントへの対応について
40 ７② 1 第33期静岡県社会教育委員会の報告
41 ７② 2 第２回地域とともにある学校づくり検討委員会

42 ７② 3
平成27年度静岡県公立高等学校入学者選抜実施要領、平成27年度静岡県立高等学校中等
部入学者選抜実施要領

43 ７② 4 平成26年度学校経営予算「重点事業枠」の配分
44 ７② 配付 「ICTを活用した教育の推進に資する実証事業」の実証研究
45 ７② 配付 静岡県情報化推進ワークショップ2014
46 ７② 配付 国登録有形文化財への新規登録について
47 ８① 1 教職員コンプライアンス委員会の開催結果
48 ８① 2 平成27年度教員採用第1次選考試験の結果（義務）
49 ８① 3 平成27年度教員採用第1次選考試験の結果（高校）
50 ８① 4 平成27年度教員採用第1次選考試験の結果（特支）
51 ８② 1 平成27年度使用教科用図書採択結果
52 ８② 2 西野光美氏作成絵本「光奏でる友と　夢があるっていい」の寄贈
53 ８② 配付 あすなろ夢講座21　「有徳の人」づくり講演会の開催
54 ９① 1 静岡県情報化ワークショップ2014の実施報告
55 ９① 2 平成26年度全国学力・学習状況調査について（分析速報、文科への報告）
56 ９① 3 朝霧野外活動センター指定管理者の指定管理期間評価及び次期指定管理者の公募
57 ９① 4 静岡県社会体育施設指定管理者評価委員会による平成25年度業務の評価結果
58 ９① 5 授業改善モデルプラン等のセンターHP掲載について
59 ９① 6 「事業レビュー」実施報告
60 ９① 7 平成26年度条件附採用教職員（６月）の正式採用について
61 ９② 1 平成26年度全国学力・学習状況調査について
62 ９② 2 「静岡県生涯学習情報発信システム」運用開始について
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番号 定例会 公開 案件

63 10① 1 第2回本庁監査結果
64 10① 2 全国学力・学習状況調査結果分析の中間報告
65 10① 3 補助教材採択状況調査結果の報告
66 10① 4 平成27年度教員採用第2次選考試験の結果
67 10② 1 定例会会議録の公開見直し
68 10② 2 平成25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果
69 10② 配付 第3回学力向上推進協議会
70 10② 配付 第3回地域とともにある学校づくり検討委員会
71 10② 配付 しずおか文化財ウィーク2014イベントガイド
72 11① 1 「地域とともにある学校づくり検討委員会」の視察
73 11① 2 朝霧野外活動センター指定管理者候補者の選定結果
74 11① 3 平成26年度静岡県スポーツ推進審議会
75 11② 1 第2回県・市町教育長代表者会議の開催結果
76 11② 2 全国学力・学習状況調査提言
77 11② 3 特別支援学校高等部及び専攻科入学者選考の実施
78 11② 4 特別支援学校高等部及び専攻科入学者選考に関する要領及び要綱
79 11② 5 県立特別支援学校寄宿舎指導員採用第1次選考試験の結果
80 11② 6 朝霧野外活動センター指定管理者候補者の選定結果【追加報告】
81 11② 7 非 平成27年度当初予算部局調整案の概要
82 11② 配付 学力学習状況調査　保護者・地域の方向けリーフレットの配布
83 12① 1 「ICTを活用した教育の推進に資する実証事業」の実証研究
84 12① 2 全国学力・学習状況調査意見書提出
85 12① 3 学力向上推進協議会報告書手交
86 12① 4 県指定文化財の指定
87 12① 5 非 平成28年度教員採用選考試験の変更点について
88 12① 配付 平成26年度県民対象調査の結果
89 12① 配付 知事褒賞授与対象者の決定
90 12① 配付 第2回青少年教育施設等安全対策委員会報告
91 12② 1 監査結果に関する報告
92 12② 2 県教育委員会事務局による市町教育委員会事務局訪問
93 12② 3 平成27年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領
94 12② 4 非 平成27年度再任用候補者選考の経過及び結果
95 12② 5 非 静岡県教育職員特別免許状審議委員会の結果
96 12② 配付 「『有徳の人』づくりアクションプラン」第２期計画の進行管理等【学校対象中間調査の結果】
97 12② 配付 平成27年度県立高等学校実習助手採用選考試験結果
98 12② 配付 県立特別支援学校寄宿舎指導員採用2次選考試験の結果
99 12② 配付 静岡県家庭教育支援条例広報用リーフレット

100 12② 配付 静岡県生涯学習情報発信システム愛称決定
101 １① 1 第4回地域とともにある学校づくり検討委員会
102 １① 配付 防災キャンプ実績リーフレット
103 １① 配付 家庭教育支援条例の一部を改正する条例
104 １② 1 ハラスメントの防止等に関する指針
105 １② 2 第6回学力向上対策本部
106 １② 3 静岡県総合計画後期アクションプラン評価
107 １② 4 教師用指導資料「よりよい自分をつくっていくためにⅣ」の配布
108 １② 5 平成27年度全国学力･学習状況調査の参加及び協力の確認調査
109 １② 6 第28期青少年問題協議会協議題及び委員の選定方針
110 １② 7 学校におけるインフルエンザへの対応について
111 １② 配付 平成27年２月の主要行事予定
112 １② 配付 平成27年度船舶職員採用試験の結果
113 １② 配付 日中青年代表交流報告
114 ２① 1 教職員コンプライアンス委員会の開催結果
115 ２① 2 第５回地域とともにある学校づくり検討委員会
116 ２① 3 静岡県行財政改革推進委員会（補助教材関係）
117 ２② 1 不祥事根絶取組データベースの開設
118 ２② 2 県教育振興基本計画「『有徳の人』づくりアクションプラン」第2期計画の平成26年度進捗状況
119 ２② 3 人間関係づくりプログラム改編について
120 ２② 4 平成26年度特別支援体制整備研究協議会報告
121 ２② 5 非 平成26年度末校長退職者状況報告
122 ２② 6 非 主幹教諭の希望降任について
123 ２② 配付 平成27年３月主要行事予定
124 ２② 配付 静岡県のケータイ・スマホルールカレンダー及び店舗用卓上啓発物

平成26年度教育委員会定例会報告事項

108



番号 定例会 公開 案件

125 ３① 1 監査結果に関する報告
126 ３① 2 「系統的交通安全教育事例」の作成
127 ３① 3 指導主事の学校訪問報告
128 ３① 4 非 平成26年度公立学校校長教頭等登用選考結果
129 ３① 5 非 平成26年度末主幹教諭選考試験の結果について
130 ３① 6 非 栄養教諭特別選考試験結果と今後の見通しについて
131 ３① 7 非 平成26年度条件附採用教職員（１年）の正式採用について
132 ３① 配付 平成26年度青少年施設指定管理者外部評価委員会の評価結果
133 ３① 配付 「親子読書」啓発リーフレット
134 ３② 1 「学校に勤務する教職員の多忙化解消検討委員会」報告
135 ３② 2 静岡県次世代育成支援行動計画の策定
136 ３② 3 監査結果に関する報告
137 ３② 4 静岡県行財政改革推進委員会意見書（補助教材関係）
138 ３② 5 平成26年度学校指導体制強化検証協議会　報告書
139 ３② 6 静岡県教育情報化推進計画（第２期計画）の平成26年度進捗状況
140 ３② 7 地域とともにある学校づくり検討委員会
141 ３② 8 児童生徒の安全に関する緊急確認調査
142 ３② 9 静岡県指定文化財の指定等について
143 ３② 10 非 平成27年度新規採用教職員の決定
144 ３② 11 非 平成26年度条件附採用職員（６月）の正式採用について
145 ３② 配付 「『学校へ行こう』プロジェクト　定期訪問への同行」実績報告
146 ３② 配付 平成27年度教職員研修の変更点
147 ３② 配付 家庭教育ワークシート「つながるシート」の追加

148 ３② 配付
静岡県事務処理の特例に関する条例の施行のための静岡県教育委員会の権限に属する事
務に関する規則の一部を改正する規則の制定

149 ３② 配付 ユニバーサルデザインリーフレット
150 ３② 配付 平成27年４月の主要行事予定
151 臨時 1 第３回自立支援協議会学齢部会報告
152 臨時 配付 児童生徒の安全に関する緊急確認調査対象児童生徒の状況について
153 臨時 配付 非 静岡県立学校処務規程の一部を改正する規程
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番号 定例会 公開 案件

1 ４① 静岡県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の制定

2 ４② 静岡県スポーツ推進計画（案）

3 ５① 全国学力・学習状況調査結果の公表等

4 ５① 静岡県スポーツ推進計画（案）

5 ５② 交通安全対策

6 ６② 非 県立高校の小規模校のあり方

7 ８① 非 地教行法改正の勉強会

8 ９② 非 平成26年度末教職員人事異動方針意見伺

9 ９② 非 教員採用選考に関する課題と今後の方向

10 10① 非 平成26年度末教職員人事異動方針１次案

11 10② 非 平成27年度当初予算部局調整案の検討

12 11① 非 平成27年度当初予算部局調整案の検討状況

13 11① 非 全国学力・学習状況調査提言案

14 11② 非 不祥事案件に係る臨床心理士による説明

15 12① 平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の報告について

16 １② 非 平成27年度当初予算調整状況
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月 日 担当課 件名

4 1 教育総務課 西伊豆町教育長の任命

高校教育課 平成26年４月開校の県立高等学校２校の開校式典

3 文化財保護課 文化財建造物をシロアリの被害から守れ！第７回文化財（建造物）の蟻害・腐朽検査

7 教育政策課 第４回学力向上対策本部会

10 義務教育課 教職員の逮捕について

15 義務教育課 平成26年度第１回静岡県教材用図書選定審議会の開催

17 スポーツ振興課 「ＦＩＦＡ　Ｕー17女子ワールドカップ2014」知事顕彰式

中央図書館 目指せ650点突破！葵レク「中級ＴＯＥＩＣ対策講座」の開催

22 社会教育課 「地域の青少年声掛け運動」ポスター、リーフレットの紹介

中央図書館 「ピーターラビットの世界展」の開催

24 社会教育課 日中青年代表交流参加者募集

28 総合教育センター 関東地区の教育関係者が集まり小中連携教育など現代的な課題等についての協議

30 高校教育課 浜松湖北高等学校の校章募集

5 7 高校教育課 第64回静岡県高等学校長協会総会・研究協議会の開催

12 教育政策課 第１回移動教育委員会

義務教育課 平成26年度第１回学力向上連絡協議会の開催

義務教育課 教職員の懲戒処分

高校教育課 知事が農業高校生を激励

スポーツ振興課 シャンソンＶマジックの選手が中学生を指導

19 スポーツ振興課 ニュースポーツふれあいフェスタ春の開催

スポーツ振興課 大相撲富士山場所実行委員会関係者が知事を表敬訪問

26 義務教育課 教職員の懲戒処分

27 社会教育課 平成26年度静岡県青少年育成会議総会及び研修会の開催

社会教育課 平成26年度第１回静岡県ネット安全・安心協議会の開催

中央図書館 葵レク「館長の庭談義・庭歩き」の開催

29 社会教育課 日中青年代表交流参加者募集

30 教育政策課 平成26年度第１回就学前教育推進協議会

義務教育課 第１回地域とともにある学校づくり検討委員会の開催

社会教育課 静岡県遊戯業協同組合からの寄附目録の贈呈について

6 2 義務教育課 平成26年度第２回静岡県教科用図書選定審議会の開催

中央図書館 絵本で知る世界の国々

4 特別支援教育課 株式会社第一不動産等からの寄附金への感謝状授与

スポーツ振興課 プールの安全管理講習会の実施

参考　平成26年度記者提供資料件名一覧
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6 9 教育政策課 第２回移動教育委員会

中央図書館 授業の種「静岡と戦争」～本土決戦体勢と県下の大空襲～公開

11 社会教育課 「声掛け運動アンバサダー」女優藤田弓子氏の知事訪問

13 高校教育課 三島北高校スーパーグローバルスクール事業始動

16 社会教育課 県立青少年教育施設等「安全確認の日」

文化財保護課 史跡等の指定について

中央図書館 「伊豆歴史散歩」～東伊豆編～公開

18 高校教育課 教職員の懲戒処分

19 高校教育課
国際生物学オリンピックインドネシア大会に出場する那須田さん（浜松北高校）によ
る教育長表敬訪問

埋蔵文化財センター ふじのくに考古学セミナーの開催

20 義務教育課 小学校用教科書調査研究報告書の手交

30 社会教育課 日中青年代表交流開講式・第１回セミナー開催

中央図書館 清水みなと祭りの魅力満載！「清水みなと祭り展」

7 3 文化財保護課
県内民間企業で初めてトヨタカローラ静岡株式会社が静岡県文化財等救済ネット
ワークに加盟

中央図書館 夏休みは図書館へ「夏休み子ども図書ウィーク」

7 教育政策課 第３回移動教育委員会

高校教育課 平成27年度静岡県立高等学校学科改善等

特別支援教育課 教職員の不祥事

特別支援教育課 西部特別支援学校移転改築に係る敷地の選定

社会教育課 「地域の青少年声掛け運動」推進研修会の開催

8 教育総務課 第１回教職員コンプライアンス委員会の開催

義務教育課 教職員の逮捕について

10 中央図書館 県立中央図書館「えほんのひろば一次移転」・「子ども図書研究室解放」のお知らせ

14 文化財保護課 夏空に舞う～国指定重要無形民俗文化財の公演～

スポーツ振興課
第28回全日本小学生男子・女子ソフトボール大会へ出場する静岡チェリーズソフト
ボールクラブが教育長を表敬訪問

15 義務教育課 第２回地域とともにある学校づくり検討委員会の開催

高校教育課
平成27年度静岡県公立高等学校入学者選抜実施要領、平成27年度静岡県立高等
学校中等部入学者選抜要領に関する記者発表について

18 スポーツ振興課 元新体操日本代表選手が中学生を指導

埋蔵文化財センター ふじのくに考古学セミナーの開催

22 スポーツ振興課 靜甲女子ソフトボール部が中学生を指導

中央図書館 中学生・高校生が図書館の仕事を体験
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7 24 社会教育課 第33期社会教育委員会報告

スポーツ振興課 第38回全日本少年サッカー大会出場ＶｉｖａｃｅＦＣによる副知事表敬訪問

スポーツ振興課
第96回全国高等学校野球選手権大会に出場する本県代表校が大須賀副知事を表
敬訪問

埋蔵文化財センター 最先端技術によって復元された原分古墳出土銀象嵌円頭大刀柄頭の贈呈

中央図書館 葵レク 戦国時代の城址講座「徳川家康の五ヶ国領有時代の城」の開催

25 教育総務課 県・市町教育長代表者会議の開催

義務教育課 教職員の懲戒処分

スポーツ振興課 東レアローズ（男子）の選手が中学生を指導

29 教育政策課 第４回移動教育委員会

高校教育課 オリンピックチャレンジ（科学オリンピックへの挑戦支援事業）の開催

高校教育課 フィールドワーク（富士山の地形観察事業）の開催

高校教育課 チャレンジラボ（大学での研究体験事業）の開催

30 高校教育課 第１回静岡県産業教育審議会の開催

社会教育課 日中青少年代表交流第２回セミナー開催

31 中央図書館 ブックレクチャー 今森光彦氏講演会「里山の楽しみ方」

8 1 教育総務課 「実践的防災リーダー育成研修会」の開催

社会教育課 子ども・若者の悩みにこたえる合同相談会の開催

5 中央図書館 「夏休み子ども図書ウィーク」関連展示の開催

7 社会教育課 日中青年代表交流

8 高校教育課 高校生アカデミックチャレンジ事業（産業分野）の開催

スポーツ振興課 平成26年度静岡県スポーツ推進委員研究大会

13 社会教育課 心に響く中学生のメッセージ

14 教育総務課 平成26年度高校生被災地ボランティア研修

中央図書館 大人のたしなみセミナー「古文書からみた静岡の地震・津波」

15 教育総務課 「親子でつくる学校給食メニューコンクール」第２次審査会及び表彰式

教育政策課 静岡県教育情報化推進ワークショップ2014の開催

埋蔵文化財センター フェスタ埋文2014の開催

中央図書館 葵レク「初心者のための音楽講座」

18 高校教育課 平成26年度第１回静岡県いじめ問題対策連絡協議会

スポーツ振興課 浜松・三河フェニックスの選手が中学生を指導

19 義務教育課 平成26年度科学の甲子園ジュニア第１回静岡県予選大会の開催

20 高校教育課 全国高等学校文化祭等で活躍した高校生が教育長に報告

スポーツ振興課 静岡県のスポーツ振興のために寄附いただいたサッポロビール㈱に知事感謝状を授与
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8 20 スポーツ振興課
「第98回日本陸上競技選手権大会」「第15回世界ジュニア陸上競技選手権大会」
「第14回世界ジュニアシンクロ選手権大会」知事顕彰式

21 義務教育課 平成26年度全国学力・学習状況調査の結果について

義務教育課 教職員の懲戒処分

22 義務教育課 教職員の人事異動

25 高校教育課 三島北高校生がスーパーグローバルハイスクール事業でシンガポールを訪問

スポーツ振興課 イオン株式会社と県の連携事業「親子ふれあい遊び」

総合教育センター あすなろ夢講座21 アルピニスト野口健氏講演

27 中央図書館 葵レク 健康医療情報講演会「知ってなるほど食中毒」

28 スポーツ振興課 全国高等学校総合体育大会の開催

9 3 スポーツ振興課 ベトナム・クワンニンＵ－14サッカーチームによる教育長表敬訪問

4 高校教育課 平成26年度第１回いじめ問題対策本部会議

5 スポーツ振興課 サッカー元日本代表の齊藤俊秀氏が中学生を指導

8 高校教育課 国際生物学オリンピック金メダル受賞者に知事顕彰状を贈呈

9 中央図書館 「伊豆歴史散歩」～南伊豆・西伊豆編～公開

10 スポーツ振興課 バレーボール元全日本代表の近藤茂氏が母校を訪問

11 中央図書館 大竹省二写真展～昭和の歌姫～

12 教育政策課 第５回移動教育委員会

16 義務教育課 平成26年度第２回科学の甲子園ジュニア全国大会に出場する静岡県代表チームが決定

24 教育総務課 静岡県教育委員会教育長の選出について

高校教育課 浜松湖北高等学校の校章の決定

総合教育センター
子どもから大人までの生涯学習をサポートします！「新生涯学習情報発信システ
ム」稼動！＆愛称募集！

25 義務教育課 教職員の人事異動

義務教育課 第３回地域とともにある学校づくり検討委員会の開催

中央図書館 すべての子どもに本の喜びを！「世界のバリアフリー絵本展2014」の開催

中央図書館 企画展「静岡県の動物化石」

26 スポーツ振興課 大相撲の栃飛龍関が中学生力士を指導

29 教育政策課 第５回学力向上対策本部会

30 義務教育課 第２回学力向上推進協議会の開催

社会教育課
静岡県ＰＴＡ連絡協議会が携帯電話・スマートフォン等の安全な使用について県教
育委員会に協力要請

10 1 中央図書館 第22回静岡県図書館大会の開催

2 社会教育課 日中青年代表交流第３回セミナーの開催

3 スポーツ振興課 「ニュースポーツふれあいフェスタ」ふじのくにスポーツ推進月間ＰＲ版の開催
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10 7 義務教育課 教職員の逮捕について

義務教育課 知事と教育委員の意見交換会

高校教育課 第２回産業教育審議会の開催

文化財保護課 シンポジウム「文化財を守る」の開催

スポーツ振興課 「ふじのくにスポーツ推進月間」イベントの開催

9 中央図書館 武田美穂氏講演会「武田美穂ワールドへようこそ！～えほんは楽しい～」の開催

10 高校教育課 モンゴル国ドルノゴビ県高校生来静

高校教育課 「高校生留学フェア」の開催

スポーツ振興課 県民スポーツ・レクリエーション祭「ニュースポーツふれあいフェスタ2014秋」の開催

14 特別支援教育課 特別支援体制整備研究協議会の開催

15 義務教育課
文部科学省平成25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調
査（静岡県の実態）

埋蔵文化財センター ムセイオン静岡で文化芸術の秋を楽しもう！～ふじのくに文化の丘フェスタ2014～

20 教育政策課 「ＩＣＴを活用した教育を推進するための校内研修リーダー養成研修」の開催

21 高校教育課 モンゴル高校生訪問団教育長表敬

22 教育総務課 静岡県防災教育推進委員会の開催

教育政策課 第７回移動教育委員会

高校教育課 高校生「科学の甲子園静岡県大会（県一次予選）」の開催

24 義務教育課 平成26年度魅力ある学校づくり調査研究事業ブロック協議会（東部地区）の開催

27 高校教育課 教職員の懲戒処分

特別支援教育課 静岡県立掛川特別支援学校の校章の決定

特別支援教育課 静岡県立吉田特別支援学校の校章の決定

文化財保護課 文化財クローズアップ・シンポジウム「重伝建地区焼津市花沢の魅力」の開催

総合教育センター 静岡県生涯学習推進フォーラム「防災教育から、人づくり地域づくりを考える！」の開催

29 特別支援教育課 ふじのくに中学生・高校生のための教職セミナーの開催

文化財保護課 平成26年度第１回静岡県文化財保護審議会の開催

30 埋蔵文化財センター 遺跡調査報告会「ふじのくにの原像をさぐる」の開催

11 4 高校教育課 平成27年度静岡県公立高等学校生徒募集計画一覧

5 社会教育課 浙江省青少年民族芸術団教育長表敬

スポーツ振興課 平成26年度第１回静岡県スポーツ推進協議会の開催

6 スポーツ振興課 親子運動遊び指導者研修会の開催

中央図書館 企画展「昭和ノスタルジー」～懐かしの戦後昭和コレクション～

7 社会教育課 静岡・子ども体験フェスティバルの開催

社会教育課 平成26年度優良公民館等静岡県教育長表彰式の開催

10 教育総務課 第２回県・市町教育長代表者会議の開催
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11 11 社会教育課 平成26年度子ども・若者育成支援強調月間静岡県大会の開催

13 文化財保護課 第７回文化財（建造物）の蟻害・腐朽検査結果報告会の開催

中央図書館 葵レク 防災講座「静岡県の地震対策」の開催

14 文化財保護課 県内の建造物10件が国登録有形文化財に登録

17 義務教育課 教職員の懲戒処分

社会教育課 優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰

18 教育総務課 平成26年度市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック）

社会教育課 平成26年度社会教育功労者表彰

スポーツ振興課 「ニュースポーツふれあいフェスタ秋　特別版」の開催

19 中央図書館 健康医療情報講演会「在宅介護の基本知識」参加者募集

20 社会教育課 中国浙江青年友好代表団来静

スポーツ振興課 柔道のオリンピック金メダリストらが中学生を指導

スポーツ振興課 柔道オリンピック金メダリストの井上康生氏が中学校を訪問

中央図書館 オンラインデータベース活用講座「ナットク！新聞を使った情報の探し方」の開催

25 社会教育課 中国浙江青年友好代表団歓迎レセプション

社会教育課 内閣府平成26年度「社会貢献青少年表彰」の決定

26 スポーツ振興課 平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

スポーツ振興課 第15回記念静岡県市町対抗駅伝競走大会の開催

27 義務教育課 学力向上推進協議会の開催

高校教育課 全国最優秀賞（文部科学大臣賞）受賞高校生が教育著を表敬訪問

スポーツ振興課 県高校野球選抜チームを台湾へ派遣

中央図書館 静岡市と共同開催「心のバリアフリー展」

12 1 高校教育課 第３回静岡県産業教育審議会の開催

社会教育課 平成26年度優れた「地域における学校支援活動」推進に係る文部科学大臣表彰

社会教育課 ボーイスカウト・シンガポール連盟知事表敬

スポーツ振興課 「親子運動遊び」イベントの開催

2 義務教育課 教職員の懲戒処分

3 高校教育課 知事褒章授与対象高校生の決定

4 社会教育課
静岡県教育委員会とキリンビールマーケティング株式会社及びキリンビバレッジ株
式会社との連携に関する提携協定

スポーツ振興課
駅伝、バレーボールの全国大会に出場する高校生が教育長、文化・観光部長を表
敬訪問

5 高校教育課 第23回静岡県高校生ロボット競技大会

スポーツ振興課 横浜ＤｅＮＡベイスターズの選手とＯＢが中学生を指導

8 高校教育課 フィールドワーク（伊豆半島ジオパーク）の開催
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12 8 特別支援教育課 教職員の逮捕について

9 中央図書館 県立中央図書館市町立等受付サービス試行

10 スポーツ振興課 全国高校サッカー選手権大会に出場する静岡学園高校が知事を表敬訪問

11 スポーツ振興課
Ｂｊリーグジュニアユースバスケットボールカップ決勝大会の静岡県大会開催を主催
者が知事に報告

12 高校教育課 平成27年度静岡県公立併設型高等学校入学者選抜の定員

中央図書館 初心者のための音楽講座「簡単！はじめての作曲講座」

中央図書館 「伊豆歴史散歩」～中伊豆・北伊豆編～公開

15 スポーツ振興課 靜甲女子ソフトボール部が中学生を指導

16 義務教育課 第４回地域とともにある学校づくり検討委員会の開催

高校教育課 平成27年度静岡県立公立高等学校中等部入学者選抜の志願状況

社会教育課 日中青年代表交流第４回セミナーの開催

17 高校教育課 教職員の懲戒処分

総合教育センター 静岡県生涯学習情報発信システム愛称は「まなぼっと」に決定！

19 高校教育課 科学の甲子園静岡県最終予選の開催

22 高校教育課 平成28年度静岡県公立学校教員採用選考試験の変更点について

24 中央図書館 大人のたしなみセミナー「ビブリオバトル」参加者募集

25 教育総務課 平成26年度学校におけるアレルギー疾患に対する普及啓発講習会

社会教育課 平成27年夢と希望に満ちた成人式

総合教育センター
静岡県就学前教育シンポジウム～幼稚園や保育所と小学校が連携して進める就
学前教育～

1 5 教育総務課 第２回教職員コンプライアンス委員会の開催

教育政策課 第６回学力向上対策本部会

社会教育課 内閣府青年国際交流参加者募集

スポーツ振興課 ㈱ドリーム・ワールドの女子ソフトボールチームの選手が中学生を指導

スポーツ振興課
アジア競技大会、アジアパラ競技大会、世界女子ソフトボール選手権大会、世界年
齢別トランポリン選手権大会知事顕彰式

6 スポーツ振興課 プロサッカー選手が島田市の高校生を指導

スポーツ振興課 ドッジボール全国大会優勝チームが教育長を表敬訪問

7 義務教育課 教職員の不祥事について

特別支援教育課 教職員の不祥事について

8 中央図書館 企画展「県立学校連携展」開催

中央図書館 開館90周年！静岡県立葵文庫（現中央図書館）開館当時の資料をデジタル化

10 高校教育課 平成27年度静岡県立高等学校中等部入学者選抜の実施状況

13 スポーツ振興課 ＪＦＡアカデミー福島のコーチが中学生を指導
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1 14 高校教育課
日本学生科学賞で文部科学大臣賞を受賞した清水東高校と環境大臣賞を受賞した
磐田南高校による教育長表敬訪問

15 文化財保護課 文化財防火デー

16 義務教育課 第５回地域とともにある学校づくり検討委員会の開催

19 高校教育課 平成26年度スーパーグローバルハイスクール事業報告会

埋蔵文化財センター
富士山の日歴史講演会「静岡で古代の技術を考える～出土文化財３Ｄ研究は静岡
から始まった～」の開催

中央図書館 「貴重書講座」の開催

20 教育政策課 第９回移動教育委員会

スポーツ振興課 サッカーＵ－15日本代表コーチの齊藤俊秀氏が中学生を指導

21 高校教育課 教職員の懲戒処分

高校教育課 平成27年度静岡県立高等学校中等部入学者選抜の実施状況

中央図書館 葵レク「あら不思議！親子で楽しむ講座」の開催

22 中央図書館 葵レク「朗読講座」の開催

23 高校教育課 平成26年度第２回「静岡県いじめ問題対策連絡協議会」の開催

高校教育課
平成27年度静岡県立高等学校入学者選抜に関する志願及び合格状況等の発表ス
ケジュール

26 教育総務課 「平成26年度静岡県教育委員会優秀教員表彰被表彰者の決定

教育政策課 第10回移動教育委員会

スポーツ振興課 ㈱ドリーム・ワールドの女子ソフトボールチームの選手が中学生を指導

28 教育総務課 静岡県防災教育推進委員会の開催

社会教育課 三ケ日青年の家カッター転覆事故書類送検に関する教育長コメント

29 中央図書館 「富士山写真展」の開催

2 2 義務教育課 教職員の懲戒処分

高校教育課 キャリア教育推進フォーラム

高校教育課 平成26年度静岡県高等学校文化連盟特別表彰授与式の開催

高校教育課 第４回静岡県産業教育審議会の開催

スポーツ振興課 ソフトテニスの元世界チャンピオンが中学生を指導

3 総合教育センター 「確かな学力」の育成に向けた総合教育センターの教育施策

9 教育政策課 第11回移動教育委員会

高校教育課 平成26年度第２回「静岡県いじめ問題対策本部会議」の開催

10 スポーツ振興課 平成26年度第２回静岡県スポーツ推進審議会の開催

16 スポーツ振興課 アスモ女子卓球部の選手が中学生を指導

17 スポーツ振興課
「サントリーカップ第11回全国タグラグビー選手権大会」に出場する磐田タグラグ
ビークラブが教育長表敬訪問
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2 17 スポーツ振興課 平成26年度「体力アップコンテストしずおか」表彰式

中央図書館 「静岡発！昭和の幼児指導絵本『あそび』展」の開催

18 スポーツ振興課 第87回選抜高等学校野球大会に出場する静岡高校野球部が知事を表敬訪問

19 高校教育課 平成27年度静岡県立高等学校入学者選抜の志願状況等

文化財保護課 静岡県文化財等救済ネットワークに伊豆地区で初めて民間企業が加入

20 高校教育課 知事褒章授与対象高校生（第２期）が決定

23 社会教育課 第67回優良公民館表彰で本県から３館表彰

文化財保護課 平成26年度第２回静岡県文化財保護審議会の開催について

スポーツ振興課 ソフトテニスの元世界チャンピオンが中学生を指導

24 中央図書館 「さくら写真コンクール作品展」の開催

25 社会教育課 内閣府青年国際交流参加者募集

総合教育センター ハロー電話「ともしび」時間の変更

26 高校教育課 平成27年度静岡県立高等学校入学者選抜の志願変更状況等

3 3 義務教育課 第６回地域とともにある学校づくり検討委員会の開催

スポーツ振興課
「運動部活動指導の工夫・改善支援事業」ヒップホップ、ヨガ、ピラティス教室を開催
し、高校生が体験

埋蔵文化財センター 西向遺跡（袋井市）現地説明会の開催

4 社会教育課 「全国高等学校ビブリオバトル2014」優勝　中村朱里さんの知事訪問

スポーツ振興課
第22回アジア・ジュニア自転車競技選手権大会で活躍した星陵高校の鈴木奈央選
手が知事を表敬訪問

6 文化財保護課 国登録有形文化財が県内で新規登録

9 社会教育課 「親子で話そう！ケータイ・スマホルール」カレンダー最新版を作成

スポーツ振興課 サッカーＵ－15日本代表コーチの齊藤俊秀氏が中学生を指導

中央図書館 「ユニバーサルデザイン絵本コンクール作品展」の開催

10 文化財保護課 浜松市岩水寺所蔵の「重要文化財　木造地蔵菩薩立像」像内より納入品発見

スポーツ振興課
第38回全国高等学校ハンドボール選抜大会に出場する清水東高校男子ハンド
ボール部が教育長を表敬訪問

12 スポーツ振興課 スズキワールドカップ2015第26回世界エアロビック選手権大会出場者教育長表敬

13 高校教育課 平成27年度静岡県公立高等学校入学者選抜（一般選抜等）の合格者発表状況

16 スポーツ振興課 バレーボール元全日本代表の齋藤信治氏が中学生を指導

総合教育センター 平成27年度ハロー電話「ともしび」ボランティア電話相談人養成研修の実施

17 中央図書館 「ＪＩＣＡボランティア写真展」の開催

18 教育総務課 グッとらっくんの給食用ナプキン贈呈式の開催

高校教育課 平成27年度静岡県公立高等学校入学者選抜再募集における志願状況

23 社会教育課 ボーイスカウト富士章受賞スカウト知事表敬訪問
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3 23 スポーツ振興課 アスモ女子卓球部の選手が中学生を指導

24 高校教育課 教職員の懲戒処分

スポーツ振興課
全国高校選抜ラグビー大会に出場する静岡聖光学院高校が教育長、文化・観光部
長を表敬訪問

25 義務教育課 地域とともにある学校づくり検討委員会からの提言報告

高校教育課 平成27年度静岡県公立高等学校入学者選抜再募集における合格状況

26 中央図書館 江戸時代の郷土史資料「宮田日記」を県立中央図書館に寄贈

中央図書館 葵レク「大人のための呈茶講座」「親子お茶教室」の開催

30 教育総務課 安倍教育長退任に伴う講話とお見送り

スポーツ振興課
第22回アジア・ジュニア自転車競技選手権大会に出場し、３種目で優勝した鈴木奈
央選手が知事を表敬訪問
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経営管理部 

《法務文書課、行政改革課》 

○ 社会教育関係施設の整備 

 

《自治行政課》 

○ 様々な活動を通した新たなコミュニティ 

づくりの推進 

 

 

企画広報部 

《地域外交課、多文化共生課》 

○ 異文化理解・交流の推進 

 

《エネルギー政策課》 

○ 持続可能な社会を目指す環境教育・環境

学習の推進 

 

 

くらし・環境部 
《男女共同参画課》 

○ 男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

○ 家庭における教育力の向上 

 

《政策監（ＵＤ担当）》 

○ ユニバーサルデザインを推進する教育の 

充実 

 

《県民生活課》 

○ 健全な生活を営むことができる知識の習 

得 

 

《環境ふれあい課》 

○ 持続可能な社会を目指す環境教育・環境学 

習の推進 

 

《くらし交通安全課》 

○ 安全管理体制と安全教育の充実 

 

○ 交通安全意識の向上 

 

 

文化・観光部 

《大学課》 
○ 家庭における教育力の向上 

○ 公立大学法人への支援の充実 

○ 高等教育機関の教育・研究機能の充実とそ 

の成果の地域還元 

○ 留学生支援の推進 

○ 学校と家庭・地域との連携・協働の充実 

○ 家庭・地域とＮＰＯ等との連携・協働の充     

  実 

○ 異文化理解・交流の推進 

○ 科学・技術の発展に対応した教育の推進 

 

《文化政策課》 

○ 徳のある人間性の育成 

○ 地域の多彩で魅力的な文化の創造と発信 

 

《私学振興課》 

○ 学校教育施設の充実と開かれた学校づく 

  り 

○ 幼稚園・保育所における教育・保育の充実 

と支援 

○ 特別支援教育の充実 

○ 私立学校の教育の充実 

○ 安全管理体制と安全教育の充実 

 

《観光政策課、観光振興課》 

○ 社会参画に向けた教育・支援の充実 

 

《富士山世界遺産課、世界遺産センター整備課》 

○ 富士山の後世への継承 

 

《ふじのくに地球環境史ミュージアム整備課》 

○ 社会教育関係施設の整備 

 

参考 知事部局等の関連施策 
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健康福祉部 

《長寿政策課》 

○ 生涯学習社会の実現に向けた体制づくり 

○ 徳のある人間性の育成 

○ 青少年の健全育成に向けた環境整備 

○ 社会参画に向けた教育・支援の充実 

○ 学校と家庭・地域との連携・協働の充実 

○ 学校とＮＰＯ等との連携・協働の充実 

○ 家庭・地域とＮＰＯ等との連携・協働の充      

  実 

○ 家庭・地域と行政との連携・協働の充実 

○ 地域の多彩で魅力的な文化の創造と発信 

○ ライフステージに応じたスポーツの振興 

  と競技力の向上 

○ 安全管理体制と安全教育の充実 

○ 様々な活動を通した新たなコミュニティ 

づくりの推進 

 

《地域福祉課》 

○ 人権尊重の意識が定着した社会の構築  

○ 自他の人権を大切にする態度や行動力の 

育成 

 

《こども未来課》 

○ 家庭における教育力の向上 

○ 幼稚園・保育所における教育・保育の充実

と支援 

○ 学校種間の連携の充実 

○ 学校と家庭・地域との連携・協働の充実 

○ 家庭・地域とＮＰＯ等との連携・協働の充      

  実 

○ 様々な活動を通した新たなコミュニティ 

づくりの推進 

 

《障害者政策課》 

○ 特別支援教育の充実 

○ キャリアアップに向けた職業教育の充実 

○ 社会参画に向けた教育・支援の充実 

○ ライフステージに応じたスポーツの振興

と競技力の向上 

 

《介護保険課、障害福祉課》 

○ 社会参画に向けた教育・支援の充実 

 

《こども家庭課》 

○ 家庭における教育力の向上 

 

《薬事課》 

○ 健全な生活を営むことができる知識の習 

得 

 

《健康増進課》 

○ 家庭における教育力の向上 

○ 社会参画に向けた教育・支援の充実 

 

《地域医療課》 

○ キャリア教育の推進 

 

 

経済産業部 

《茶業農産課》 

○ 健やかで、たくましい心身の育成 
 

《職業能力開発課》 

○ キャリア教育の推進 

○ キャリアアップに向けた職業教育の充実 

○ 社会参画に向けた教育・支援の充実 
 

《雇用推進課》 

○ キャリアアップに向けた職業教育の充実 

○ 社会参画に向けた教育・支援の充実 
 

《労働政策課》 

○ 人権尊重の意識が定着した社会の構築 

○ キャリアアップに向けた職業教育の充実 

○ 家庭・地域とＮＰＯ等との連携・協働の

充実 

  

《農業振興課・林業振興課・水産振興課》 

○ キャリアアップに向けた職業教育の充実 
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《地域産業課》 

○ 家庭・地域と行政との連携・協働の充実 
 

《マーケティング推進課》 

○ 地域の多彩で魅力的な文化の創造と発信 

 

《新産業集積課》 

○ 高等教育機関の教育・研究機能の充実とそ 

の成果の地域還元 

○ 高等教育の充実 

○ 科学・技術の発展に対応した教育の推進 

 

 

交通基盤部 

《公園緑地課》 

○ 社会教育関係施設の整備 

○ スポーツを支える環境づくり 

 

《砂防課》 

○ 社会教育関係指導者の養成と活用 

○ 家庭・地域と行政との連携・協働の充実 

○ 地域と連携した防災教育の推進 

 

《建設業課》 

○ キャリアアップに向けた職業教育の充実 

 

《技術管理課、農地保全課》 

○ 家庭・地域と行政との連携・協働の充実 

 

《河川企画課》 

○ 家庭・地域と行政との連携・協働の充実 

○ 持続可能な社会を目指す環境教育・環境学 

習の推進 

 

《森林保全課》 

○ 地域と連携した防災教育の推進 

 

《道路保全課》 

○ 家庭・地域と行政との連携・協働の充実 

○ 交通安全意識の向上 

危機管理部 

《危機情報課・危機対策課》 

○ 地域と連携した防災教育の推進 

 

 

警察本部 

《交通企画課》 

○ 交通安全意識の向上 

 


